
唐
招
提
寺
蔵
『
布
薩
規
要
記
』

大
谷
由
香

一

書
誌
情
報
と
伝
来

こ
こ
に
公
表
す
る
『
布
薩
規
要
記
』（
以
下
『
規
要
記
』
と
略
）

は
、
二
〇
一
七
年
七
月
十
四
日
に
唐
招
提
寺
で
行
っ
た
布
薩
に
関

す
る
講
義
に
際
し
て
御
当
局
か
ら
写
真
を
お
預
か
り
し
、
翻
刻
・

読
解
を
通
じ
て
講
義
に
資
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書
誌

的
情
報
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

底
本
：
北
川
智
毎
淼長
老
手
沢
本

表
題
：「
布
薩
規
要
記
」（
表
紙
左
に
直
書
）

装
丁
：
折
本

表
紙
は
淡
い
黄
土
色
で
、
右
下
に
「
四
百
六
拾
九
」
の

整
理
番
号
を
墨
書
し
た
紙
が
貼
ら
れ
る
。
紙
の
下
に
は

伝
持
者
名
が
墨
書
さ
れ
て
い
た
痕
跡
あ
り
。

法
量
：
縦
一
四
・
八
㎝
×
横
一
四
・
一
㎝

二
五
折

（
一
四
紙
）

識
語
：
表
紙
見
返
し
「
智
毎
淼持
」、
末
尾
「
一
校
了
」

奥
書
：（
朱
書
）

｢乀
」
本
云

于
時（
一
三
九
七
）

応
永
四
年
正
月
十
五
日
為

補
廃
忘
規
矩
残
紙
衆
同
許
可
則
一
問

式

慈
歓

（
朱
書
）

｢乀
」
本
云

于
時（
一
四
一
九
）

応
永
廿
六
年
十
月
三
日
住

持
沙
門

融
存

小
比
丘
惣
恵

（
朱
書
）
｢乀
」
本
云

于
時（
一
四
七
七
）

文
明
九
年
丁酉
正
月
廿
七
日

不
願
悪
筆
書
写
畢

右
筆

玄
慶
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（
朱
書
）

｢乀
」
本
云

于
時（
一
五
六
八
）

永
禄
拾
一
年
戊辰
七
月
廿
八

日
書
之
順
長小

比
丘
真
秀
廿
四

夏
五

（
一
五
九
五
）

文
禄
四
年
乙未
八
月
廿
一
日
書
写
之
者
也

小
比

丘
恵
龍
別
六

通
十一

校
畢

甲
本
：
明
和
三
年
修
補
本

表
題
：「
布
薩
規
要
記
」（
白
題
簽
に
墨
書
）

装
丁
：
折
本
（
改
装
の
痕
跡
あ
り
）、
裏
書
あ
り
。

表
紙
は
紺
色
で
、
右
上
に
「
弐
百
九
拾
五
」
の
整
理
番

号
を
墨
書
し
た
紙
が
貼
ら
れ
る
。
表
紙
見
返
し
に
銀
箔

散
ら
し
。
末
尾
「
律
宗
戒
学
図
書
」（
朱
方
単
廓
陽
刻
）

印
あ
り
。

法
量
：
縦
一
一
・
八
㎝
×
横
一
二
・
三
㎝

二
二
折

（
二
〇
紙
）

識
語
：
首
題
左
下
「
戒
壇
院
公
用
」（
朱
書
）

奥
書
：（
朱
書
）

｢●
」
本
云

于
時（
一
三
九
七
）

応
永
四
年
正
月
十
五
日
為

補
廃
忘
規
矩
残
紙
衆
門
訊
可
則
一
門

式

慈
歓

（
朱
書
）

｢●
」
本
云

于
時（
一
四
一
九
）

応
永
廿
六
年
十
月
三
日
住

持
沙
門

小
比
丘
惣
恵
融
存

（
朱
書
）

｢●
」
本
云

于
時（
一
四
七
七
）

文
明
九
年
丁酉
正
月
廿
七
日

玄
□

（
一
七
六
六
）

明
和
三
戌
年
初
秋
十
三
日
修
補
之

眉
間
寺
瑞

鏡
僧
廿
一
歳

甲
本
は
、
お
そ
ら
く
は
も
と
別
サ
イ
ズ
の
折
本
だ
っ
た
も
の
を
、

破
れ
を
別
紙
に
て
補
い
、
折
り
直
し
て
改
装
し
て
あ
る
。
奥
書
か

ら
こ
れ
が
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
の
修
補
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
紙
背
に
は
「
梵
唄
」「
優
婆
離
唄
」「
後
唄
」
が
あ
る
が
、
修

補
の
た
め
に
錯
簡
が
み
ら
れ
る
。

折
本
の
表
書
の
末
尾
に
奥
書
が
記
さ
れ
て
お
り
、
応
永
四
年

（
一
三
九
七
）
に
慈
歓
が
「
規
矩
」
の
廃
忘
を
補
う
た
め
に
記
し
た

も
の
を
、
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
に
融
存
が
書
写
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
融
存
は
東
大
寺
戒
壇
院
長
老
で
あ
り(1)、
普
一

志
玉
に
三
聚
浄
戒
を
授
け
た
と
さ
れ
る(2)人
物
で
あ
る
。
応
永
二
十

九
年
（
一
四
二
二
）
五
月
十
一
日
に
示
寂
し
た
と
さ
れ
る(3)。
続
い

て
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
に
玄
□(慶ヵ
）が
書
写
し
た
も
の
を
、
明
和

三
年
（
一
七
六
六
）
に
眉
間
寺
瑞
鏡
が
修
補
し
た
。
眉
間
寺
は
奈

良
の
聖
武
天
皇
佐
保
山
南
陵
の
前
に
位
置
し
た
律
宗
の
寺
院
で
、

東
大
寺
戒
壇
院
末
寺
で
あ
っ
た
が
、
明
治
期
に
廃
絶
し
た
。
以
上

の
奥
書
と
、
首
題
左
下
の
「
戒
壇
院
公
用
」
の
朱
書
か
ら
、『
規
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要
記
』
は
、
東
大
寺
戒
壇
院
と
そ
の
末
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
規
式

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
末
尾
に
は
「
律
宗
戒
学
図
書
」

の
朱
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
瑞
鏡
が
修
補
し
た
も
の

が
、
最
終
的
に
唐
招
提
寺
律
宗
戒
学
院
に
伝
来
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。底

本
は
表
紙
見
返
し
に
「
智
毎
淼持
」
の
墨
書
が
あ
り
、
唐
招
提

寺
第
八
十
世
北
川
智
毎
淼長
老
（
一
八
六
四
〜
一
九
四
六
：
長
老
在
任

一
九
一
五
〜
一
九
四
六
）
の
所
持
本
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
は
裏
書
は

な
く
、
奥
書
の
後
、
大
乗
・
小
乗
そ
れ
ぞ
れ
の
布
薩
で
行
わ
れ
る

問
答
が
書
き
付
け
ら
れ
た
後
、
甲
本
で
裏
書
さ
れ
て
い
る
「
優
婆

離
唄
」「
後
唄
」「
梵
唄
」、
さ
ら
に
大
乗
布
薩
で
の
戒
師
の
台
詞

が
、
整
理
さ
れ
て
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
奥
書
は
文
明
九
年
玄

慶
写
ま
で
は
一
致
し
て
お
り
、
底
本
は
そ
の
後
に
永
禄
十
一
年

（
一
五
六
八
）
真
秀
の
書
写
奥
書
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
恵
龍

の
書
写
奥
書
が
添
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
真
秀
は
『
本
光

国
師
日
記
』
巻
八
の
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
九
月
二
十
七
日

条
に
、
九
月
二
十
二
日
付
の
眉
間
寺
住
持
英
恩
坊
の
死
去
に
関
す

る
書
状
が
掲
載
さ
れ
る
中
、「
戒
壇
院
順
長
房
」
の
名
が
見
え
る(4)

の
で
、
あ
る
い
は
こ
の
人
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
底
本
は
、

修
補
さ
れ
る
前
の
甲
本
を
、
裏
書
も
含
め
て
書
写
し
、
他
の
資
料

か
ら
増
補
し
た
も
の
を
整
理
し
て
成
立
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は

真
秀
が
最
初
に
書
写
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
恵
龍
が
書
写
し
た
と
考

え
ら
れ
、
最
終
的
に
唐
招
提
寺
北
川
智
毎
淼長
老
の
手
に
渡
り
、
唐

招
提
寺
の
所
蔵
と
な
っ
た
。

二

布
薩
の
歴
史

1

布
薩
の
始
ま
り
と
日
本
へ
の
伝
来

釈
尊
在
世
時
、
王
舎
城
内
の
外
道
バ
ラ
モ
ン
は
毎
月
八
日
・
十

四
日
・
十
五
日
に
一
箇
所
に
集
合
し
、
彼
ら
の
も
と
に
在
家
者
が

布
施
を
す
る
た
め
に
集
ま
っ
て
信
仰
を
深
め
て
い
た
。
こ
れ
を
知

っ
た
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
が
、
仏
教
で
も
同
様
の
行
事
を
設
け
る
こ

と
を
釈
尊
に
進
言
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
お
け
る
布
薩
が

始
ま
っ
た
。
一
方
で
釈
尊
は
、
新
学
僧
の
た
め
に
比
丘
が
一
箇
所

に
集
合
し
て
波
羅
提
木
叉
を
唱
え
、
違
犯
が
あ
れ
ば
懺
悔
す
る
機

会
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
常
々
考
え
て
い
た
た
め
、
布
薩
は
信

徒
と
の
関
係
を
深
め
る
一
方
で
、
比
丘
の
持
戒
の
確
認
を
行
う
日

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
『
四
分
律
』

「
説
戒
揵
度
」
に
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
開
催
日
を
は
じ
め
と
す
る
細
か
な
取
り
決
め
は
律
蔵
に

唐招提寺蔵『布薩規要記』
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よ
っ
て
伝
え
る
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
お
り(5)、
ま
た
布
薩
を
執
行
す

る
た
め
の
具
体
的
な
儀
式
次
第
は
律
蔵
に
は
全
く
掲
載
さ
れ
て
い

な
い
。

こ
の
た
め
、
布
薩
儀
式
の
具
体
的
な
次
第
に
つ
い
て
は
、
中
国

で
独
自
に
次
第
書
が
作
成
さ
れ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

道
宣
『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』（
以
下
『
行
事
鈔
』
と
略
）「
説

戒
正
儀
篇
第
十
」
に
よ
れ
ば
、
南
朝
斉
の
蕭
子
良
（
四
六
〇
〜
四

九
四
）
に
よ
っ
て
在
家
の
布
薩
法
が
作
成
さ
れ
、
普
照
（
生
没
年

不
詳
）・
道
安
（
三
一
四
〜
三
八
五
）
に
よ
っ
て
出
家
の
布
薩
法
が

作
成
さ
れ
て
、『
行
事
鈔
』
作
成
当
時
（
六
二
六
年
初
稿
、
六
三
〇

年
校
定
）
に
は
「
い
ず
れ
も
世
間
に
流
布
し
て
い
た
（
並
行
於

世(6
)）」
と
さ
れ
る
。
蕭
子
良
・
普
照
の
布
薩
法
作
成
に
つ
い
て
は

他
の
史
料
に
記
載
が
な
く
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、『
高
僧
伝
』

「
晋
長
安
五
級
寺
釈
道
安
」
に
は
、
道
安
が
「
布
薩
儀
礼
を
行
っ

た
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
使
者
を
派
遣
し
た
り
し
て
、
布
薩
に

お
い
て
自
ら
の
過
失
を
懺
悔
す
る
こ
と
に
関
す
る
法
規
」
を
作
成

し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る(7)。

道
宣
は
、
こ
れ
ら
先
行
す
る
布
薩
法
を
下
敷
き
に
し
、
仏
典
に

典
拠
を
求
め
、
自
身
が
聞
き
及
ん
だ
と
こ
ろ
を
交
え
て
、
布
薩
法

の
再
著
作
に
臨
ん
だ
。『
行
事
鈔
』
に
は
、
説
戒
の
法
が
絶
え
て

い
な
け
れ
ば
正
法
時
が
継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る

『
善
見
律
毘
婆
沙
論
』
の
文
が
引
用
さ
れ
て
お
り(8)、
道
宣
が
正
法

時
の
継
続
の
た
め
に
布
薩
儀
式
の
執
行
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
道
宣
に
よ
っ
て
初
め
て
仏
典
に
よ
る
典
拠
を
得
た
正

式
の
布
薩
法
が
東
ア
ジ
ア
に
流
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
行
事

鈔
』
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
で
は
縄
床
（
縄
製
の
椅
子
）
を
用
意
し

た
布
薩
の
た
め
の
説
戒
堂
が
存
在
し
て
い
た
が
、
中
国
で
は
講

堂
・
食
堂
な
ど
に
筵
を
引
き
（
縄
床
の
代
用
）、
尼
師
壇
を
使
用
し

て
布
薩
が
行
わ
れ
た
。
東
晋
以
降
は
床じ
よ
う

を
設
け
る
こ
と
が
流
行

し
て
い
る
の
で
、
執
行
す
る
場
所
に
よ
っ
て
工
夫
す
る
よ
う
に
指

示
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
に
出
さ
れ
た
国

分
寺
創
建
の
詔
に
、
国
分
僧
寺
・
国
分
尼
寺
に
て
月
の
半
ば
に
至

る
毎
に
「
誦
戒
羯
磨
」
を
執
行
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
る
の
が
、
現

存
す
る
布
薩
行
事
の
指
示
の
最
初
で
、
す
な
わ
ち
鑑
真
の
来
日

（
七
五
四
年
）
以
前
よ
り
布
薩
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る(9)。

石
田
瑞
麿
氏
は
、
鑑
真
来
朝
に
よ
っ
て
布
薩
儀
式
が
単
な
る
形

式
的
儀
礼
で
は
な
く
、
僧
侶
の
生
活
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
の
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意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
す
る(10)。
上
原
真
人
氏
は
各
寺

院
の
資
材
帳
の
記
述
を
検
討
し
た
結
果
、
中
央
の
大
寺
院
か
ら
地

方
官
寺
や
神
宮
寺
に
い
た
る
ま
で
、
布
薩
執
行
に
必
要
な
資
具
が

備
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
布
薩
が
き
わ
め

て
定
形
化
し
た
法
会
と
し
て
日
本
に
伝
播
し
て
お
り
、
鑑
真
の
来

朝
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
示
し
て
い
る(11)。
す
な
わ
ち
僧
侶
の
布
薩
に
対
す
る
心
構
え
は
鑑

真
の
来
日
に
よ
っ
て
変
化
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
鑑
真
来
日
以

前
よ
り
執
行
さ
れ
て
い
た
儀
礼
が
、
来
日
後
も
そ
の
ま
ま
同
様
の

資
具
を
使
用
し
て
維
持
さ
れ
続
け
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
布
薩
執
行
に
必
要
な
資
具
と
さ
れ
る
も
の
は
、
主
に
水

瓶
・
籌
・
如
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
で
は
こ
れ
ら
を
使
用
し
た

布
薩
儀
礼
が
鑑
真
来
日
以
前
か
ら
執
行
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

2

法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
末
尾
付
属
の
作
法
書

ア

法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
作
法
の
特
異
性

鑑
真
に
追
随
し
て
来
日
し
た
法
進
（
七
〇
九
〜
七
七
八
）
の
著

作
で
あ
る
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
の
末
尾
に
は
「
布
薩
戒
師
作

法
」「
大
乗
布
薩
作
法
」「
自
恣
作
法
」
が
付
属
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
は
鑑
真
が
日
本
に
伝
え
た
布
薩
次
第
を
法
進
が
書
き
留
め
た
も

の
と
し
て
無
批
判
に
使
用
さ
れ
て
き
た(12)。

し
か
し
上
記
の
三
つ
の
作
法
書
は
、
布
薩
次
第
の
基
本
と
な
る

道
宣
『
行
事
鈔
』
と
は
異
な
る
次
第
を
掲
載
す
る
異
色
の
も
の
で

あ
る
。

「
布
薩
戒
師
作
法
」
に
は
タ
イ
ト
ル
下
に
「
但
小
乗
十
四
日
及

二
十
九
日
行
之
」
の
割
注
が
あ
り
、「
大
乗
布
薩
作
法
」
に
は
タ

イ
ト
ル
下
に
「
十
五
日
及
晦
日
行
之
」
の
割
注
が
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
具
足
戒
の
布
薩
が
毎
月
十
四
日
と
二
十
九
日
に
、
そ
れ
ぞ

れ
翌
日
に
菩
薩
戒
の
布
薩
の
執
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
布
薩
の
戒
師
と
な
っ
た
者
が
波

羅
提
木
叉
を
唱
え
る
時
分
に
敬
白
す
べ
き
文
言
を
中
心
と
し
た
内

容
で
、「
布
薩
戒
師
作
法
」「
大
乗
布
薩
作
法
」
は
頌
さ
れ
る
戒
本

は
異
な
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
同
様
の
次
第
を
示
す
。
次
第
内
容

の
詳
細
は
後
に
譲
る
が
、
こ
れ
ら
の
布
薩
作
法
で
は
、
一
般
的
布

薩
儀
式
に
使
用
さ
れ
る
は
ず
の
水
瓶
や
籌
を
使
用
し
た
作
法
に
全

く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
こ
れ
ら
水
瓶
や
籌
を
使
用
し
た
作
法
は
、
後
に
続
く

「
自
恣
作
法
」
に
説
か
れ
る
。
上
原
真
人
氏
は
、
最
後
に
付
さ
れ

る
「
自
恣
作
法
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
布
薩
戒
師
作
法
」「
大
乗
布

薩
作
法
」
の
最
終
に
付
属
し
て
修
さ
れ
る
も
の
で
、
参
集
し
た
僧
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た
ち
が
自
ら
罪
過
を
告
白
懺
悔
す
る
小
乗
布
薩
・
大
乗
布
薩
に
共

通
す
る
作
法
で
あ
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る(13)が
、
こ
の
作
法
の
み
を

見
た
限
り
で
は
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
本
来
自

恣
は
、
夏
安
居
の
最
終
日
に
行
わ
れ
る
罪
過
の
告
白
懺
悔
に
特
化

し
て
使
用
さ
れ
る
儀
式
名
で
あ
る
か
ら
、「
布
薩
」
ご
と
に
「
自

恣
」
を
行
う
と
い
う
の
は
奇
妙
で
あ
る
。

「
自
恣
作
法
」
の
次
第
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
①
歓
喜
頌
の

合
唱
、
②
洗
籌
頌
を
唱
え
て
維
那
が
籌
を
洗
い
、
③
最
年
少
の
僧

が
盥
を
持
っ
て
衆
僧
間
を
め
ぐ
り
、
衆
僧
は
彼
が
自
身
の
座
前
に

来
れ
ば
洗
手
頌
を
唱
え
る
、
④
維
那
は
左
手
に
籌
を
持
ち
、
右
手

で
槌
を
打
っ
て
自
恣
に
参
加
す
る
人
数
と
自
恣
の
意
義
を
説
く
、

⑤
維
那
は
仏
前
か
ら
戻
り
槌
を
打
ち
、
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
疑
わ

れ
る
行
動
を
見
聞
し
た
者
は
告
白
す
る
よ
う
三
度
訴
え
、
⑥
維
那

は
菩
薩
戒
の
功
徳
に
つ
い
て
三
度
述
べ
る
（
あ
る
い
は
⑤
⑥
の
台
詞

部
分
は
小
乗
布
薩
・
大
乗
布
薩
で
使
い
分
け
る
か
）、
⑦
自
恣
の
た
め

に
戒
本
を
誦
す
担
当
者
と
、
梵
音
担
当
者
を
選
出
す
る
、
⑧
「
対

揚
」
と
さ
れ
る
偈
を
唱
え
る
、
⑨
維
那
は
座
具
を
敷
い
て
三
礼
し
、

槌
を
打
ち
、
大
衆
が
参
集
し
た
こ
と
を
喜
ぶ
よ
う
伝
え
る
、
⑩
参

集
し
た
僧
は
戒
臈
が
若
い
者
か
ら
順
に
歓
喜
頌
を
唱
え
る
、
⑪
籌

が
配
ら
れ
た
者
は
受
籌
偈
を
唱
え
、
⑫
籌
を
返
す
時
に
は
籌
返
偈

を
唱
え
、
⑬
維
那
が
籌
を
数
え
て
自
恣
に
参
加
し
た
僧
侶
の
数
を

計
算
し
て
、
槌
を
一
打
す
る
と
、
⑭
云
何
梵
と
呼
ば
れ
る
偈
が
唱

え
ら
れ
、
⑮
堂
童
子
、
⑯
維
那
に
よ
る
仏
前
散
華
と
次
第
し
て
終

了
し
て
い
る
。

こ
の
「
自
恣
作
法
」
は
一
見
し
て
矛
盾
の
多
い
作
法
で
あ
る
。

②
維
那
が
籌
を
洗
っ
て
か
ら
、
⑪
参
集
者
に
籌
を
配
り
、
⑫
こ
れ

を
返
却
さ
せ
る
こ
と
で
、
⑬
参
集
者
の
数
を
知
る
は
ず
だ
が
、
籌

を
配
る
前
に
、
④
維
那
は
参
集
者
の
人
数
を
皆
に
宣
言
す
る
流
れ

に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
⑪
〜
⑯
に
関
し
て
は
、
③
の
後
に
入

る
べ
き
作
法
で
あ
る
も
の
が
、
乱
丁
な
ど
に
よ
っ
て
最
終
に
収
録

さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
大
小
あ
わ
せ
て
四
度
も

の
布
薩
が
毎
月
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
必
ず
自
恣
を
行
っ
て
い
た
と

し
た
ら
、
そ
の
間
違
い
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
『
東
大
寺
要

録
』
に
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、「
自
恣
作
法
」
の
前
に
小
乗
・
大
乗
の
布
薩

作
法
が
執
行
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
作
法
内
に
籌
を
使
用
し

た
一
連
の
作
法
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
不
審
で
、
布
薩

に
何
人
参
加
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
中
で
僧
侶
が
護
持
す
べ

き
戒
本
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
そ
の
後
自
恣
が
行
わ
れ
る
時
に
初
め

て
人
数
を
数
え
る
と
い
う
の
は
全
く
合
理
的
で
は
な
い
。
あ
る
い
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は
「
自
恣
作
法
」
を
大
小
の
布
薩
作
法
の
前
に
行
っ
て
受
籌
作
法

な
ど
を
前
倒
し
に
す
る
と
し
て
も
、
戒
本
の
誦
出
の
前
に
罪
の
告

白
を
す
る
と
い
う
流
れ
に
な
り
、
や
は
り
不
自
然
で
あ
る
。

イ

法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
の
三
作
法
は
鑑
真
に
由
来
し
な
い

こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
不
自
然
か
つ
不
合
理
な
作
法
次
第
が
、

果
た
し
て
鑑
真
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
再
考
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
法
内
容
と
そ
の

典
拠
を
示
し
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

「
布
薩
戒
師
作
法
」
は
、
①
維
那
が
僧
差
（
戒
本
を
誦
す
た
め
に

指
名
す
る
こ
と
）
し
た
戒
師
が
、「
指
名
に
よ
っ
て
律
を
誦
す
が
間

違
え
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
も
し
誤
り
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ

さ
い
」
と
挨
拶
す
る
と
こ
ろ
か
ら
次
第
が
始
ま
る
。
こ
の
台
詞
部

分
は
『
行
事
鈔
』
を
典
拠
と
す
る(14)。
②
梵
唄
、
③
灑
水
と
続
く
次

第
も
『
行
事
鈔
』
に
依
る
も
の
で
あ
る
。『
行
事
鈔
』
で
は
こ
の

後
、
焼
香
が
行
わ
れ
、
未
受
戒
者
の
有
無
、
与
欲
者
（
事
情
に
よ

り
不
参
加
の
者
は
参
加
比
丘
に
委
任
す
る
必
要
が
あ
る
）
の
有
無
、
誰

が
比
丘
尼
へ
の
教
誡
を
行
う
か
の
問
答
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら

は
「
布
薩
戒
師
作
法
」
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
④
実

際
に
戒
本
が
誦
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
正
規
の
作
法
を
示
す

『
四
分
比
丘
戒
本
』（『
大
正
』
二
二
所
収
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、
四
分

律
に
説
か
れ
る
二
百
五
十
の
戒
本
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
自
ら
が
違

犯
し
た
と
思
え
ば
即
座
に
懺
悔
告
白
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
「
布
薩
戒
師
作
法
」
で
「
次
誦
戒
本
云
」
と
さ
れ
る
の
は
、

『
四
分
律
比
丘
戒
本
』
の
布
薩
の
意
義
が
説
か
れ
る
最
初
の
偈
の

部
分
の
み
で
あ
る(15)。
あ
る
い
は
こ
の
偈
に
続
い
て
、
省
略
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
戒
本
が
誦
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
続

く
、
⑤
略
神
分
は
『
行
事
鈔
』
に
「
神
仙
五
通
人
」
か
ら
は
じ
ま

る
偈
梵
を
説
く
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
、
⑥
戒
師
が
「
指
名
に
よ
っ
て
律
を

誦
し
た
が
、
忘
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
慈
悲

を
も
っ
て
布
施
歓
喜
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
挨
拶
も
ま
た
『
行

事
鈔
』
を
典
拠
と
し
て
い
る(16)。『
行
事
鈔
』
で
は
そ
の
後
戒
師
の

挨
拶
に
答
え
る
よ
う
に
「
自
慶
偈
」
が
唱
え
ら
れ
る
が
、「
布
薩

戒
師
作
法
」
で
は
、
⑦
「
日
没
偈
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
以
下
の
偈

が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

白
衆﹅

等﹅

聴﹅

説﹅

日
没
無﹅

常﹅

偈﹅

此
日﹅

已﹅

過﹅

命
即
滅
消

当

願
此﹅

身﹅

念﹅

念﹅

衰﹅

老﹅

一
念
之
間

如﹅

何﹅

可﹅

保﹅

是﹅

故﹅

衆﹅

等﹅

勤﹅

心﹅

行﹅

道﹅

衆

修
道
至
無
余
（
筒
井
英
俊
編
﹇
一
九
四
四
﹈
三

三
五
頁
）
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こ
の
偈
は
お
そ
ら
く
唐
・
智
昇
撰
『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
に
紹
介

さ
れ
る
「
嘆
仏
呪
願
」
の
中
の
一
切
普
呪
の
一
つ
を
下
敷
き
と
し

て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
知
さ
れ
る
。
下
記
に
あ
げ
る
よ
う
に

『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
の
「
願
衆
等
聴
説
」
か
ら
「
勤
心
行
道
」
ま

で
の
偈
文
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
傍
点
部
）。

願
衆﹅

等﹅

聴﹅

説﹅

日﹅

暮
無﹅

常﹅

偈﹅

今
日﹅

已﹅

過﹅

暮
夜
難
保

但

観
此﹅

身﹅

念﹅

念﹅

衰﹅

老﹅

百
年
常
期

如﹅

何﹅

可﹅

保﹅

是﹅

故﹅

衆﹅

等﹅

勤﹅

心﹅

行﹅

道﹅

諸
行
無
常

是
生
滅
法

生
滅
滅
已

寂
滅
為

楽
（『
大
正
』
四
七
、
五
四
七
頁
中
）

ま
た
「
日
没
偈
」
の
初
め
の
四
句
は
、『
法
華
懺
法
』
に
説
か

れ
る
黄
昏
時
の
偈
の
最
初
四
句
に
、
最
後
の
二
句
は
後
夜
偈
の
最

後
二
句
に
近
似
し
て
い
る
（
傍
線
部
）。

黄
昏

白
衆
等
聴
説

黄
昏
無
常
偈

此
日
已
過

命
即
衰
減

如

少
水
魚

斯
有
何
楽

諸
衆
等

当
勤
精
進

如
救
頭
燃

但
念
虚
空

無
常
勤
慎

莫
放
逸
（『
大
正
』
七
七
、
二
六
八

頁
下
）

後
夜
偈

白
衆
等
聴
説

後
夜
無
常
偈

時
光
遷
流
転

忽
至
五
更
初

無
常
念
念
至

恒
与
死
王
居

勧
諸
行
道
衆

修
道
至
無
余

（『
大
正
』
七
七
、
二
六
八
頁
中
）

す
な
わ
ち
「
布
薩
戒
師
作
法
」
の
「
日
没
偈
」
は
、『
集
諸
経

礼
懺
儀
』
の
「
嘆
仏
呪
願
」
の
中
の
偈
を
、『
法
華
懺
法
』
内
の

偈
と
混
同
し
な
が
ら
成
立
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

偈
が
誦
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
布
薩
儀
式
そ
の
も
の
が
懺
悔
行

の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
僧
侶
が
規
則
正
し

く
生
活
す
る
た
め
に
そ
の
規
則
を
確
認
す
る
と
い
う
布
薩
の
意
義

は
、
こ
の
作
法
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

「
大
乗
布
薩
作
法
」
に
お
い
て
も
、
①
維
那
が
僧
差
し
た
戒
師

が
挨
拶
し
、
②
梵
唄
、
③
灑
水
と
続
く
最
初
の
次
第
は
「
布
薩
戒

師
作
法
」
と
同
様
で
あ
る
。「
布
薩
戒
師
作
法
」
で
は
維
那
が
礼

盤
に
着
座
し
て
台
詞
を
述
べ
、
台
詞
内
で
「
少
比
丘
某
甲
」
と
自

己
を
呼
称
し
て
「
誦
律
」
す
る
の
に
対
し
、「
大
乗
布
薩
作
法
」

で
は
維
那
が
踋湖こ

跪き

（
右
膝
を
地
に
つ
け
、
左
膝
を
立
て
て
、
臀
を
あ
げ

て
身
を
端
正
に
す
る
）
合
掌
し
て
台
詞
を
述
べ
、
台
詞
内
で
「
我

仮
名
菩
薩
某
甲
」
と
自
己
を
呼
称
し
て
「
誦
菩
薩
戒
」
す
る
点
以

外
は
異
な
ら
な
い
。
④
実
際
に
誦
さ
れ
る
戒
本
は
、
東
晋
・
慧
融

等
集
『
鳩
摩
羅
什
法
師
誦
法
』
か
ら
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
鳩
摩
羅
什
法
師
誦
法
』
は
、
長
安
の
大
明
寺
に
て
鳩
摩
羅
什
が
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道
俗
百
千
人
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
時
、
鳩
摩
羅
什
が
慧
融
・
道
詳

な
ど
八
百
人
余
り
に
請
わ
れ
て
、
盧
舎
那
仏
が
妙
海
王
と
王
の
千

人
の
子
に
授
戒
し
た
時
の
作
法
を
誦
出
し
た
も
の
と
伝
わ
る
。

「
大
乗
布
薩
法
」
は
『
鳩
摩
羅
什
法
師
誦
出
』
の
「
菩
薩
戒
序
」

の
最
初
の
部
分(17)と
、
偈
頌
の
後
分
五
言
二
八
句(18)を
組
み
合
わ
せ
て

使
用
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
菩
薩
戒
を
受
け
る
意
義
に
つ
い
て

述
べ
、
受
戒
を
勧
め
る
内
容
で
あ
る(19)。『
鳩
摩
羅
什
法
師
誦
出
』

で
は
、
む
し
ろ
こ
の
偈
頌
の
後
に
布
薩
作
法
が
説
か
れ
て
お
り
、

布
薩
作
法
と
し
て
は
こ
ち
ら
を
採
用
す
べ
き
か
と
思
う
が
、
こ
ち

ら
も
前
の
「
布
薩
戒
師
作
法
」
と
同
様
に
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
そ
の
後
は
、
⑤
略
神
分
、
⑥
戒
師
の
挨
拶
と
続
く
。
台
詞

部
分
に
は
多
少
の
語
句
の
違
い
が
み
ら
れ
る
も
の
の
「
布
薩
戒
師

作
法
」
と
同
様
で
あ
る
。
再
び
略
神
分
が
行
わ
れ
、
⑦
「
日
没

偈
」
が
説
か
れ
て
終
了
す
る
。

「
自
恣
作
法
」
は
、
①
「
皆
さ
ん
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
私

某
甲
は
無
始
以
来
（
前
回
の
布
薩
に
参
加
し
た
者
は
そ
れ
以
来
）
今

に
い
た
る
ま
で
﹇
の
罪
﹈
を
自
恣
い
た
し
ま
す
。
そ
の
間
多
く
の

不
善
が
皆
さ
ん
を
悩
ま
せ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
慈
悲
を
も

っ
て
布
施
歓
喜
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
内
容
の
「
歓
喜
頌
」
が

唱
え
ら
れ
て
開
始
と
な
る
。
照
遠
（
一
三
〇
二
〜
一
三
六
一
〜
？
）

は
『
資
行
鈔
』
内
で
、
元
照
『
行
事
鈔
資
持
記
』
の
文
に
「
歓
喜

偈
」
と
あ
る
の
に
註
釈
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

記
。
妄
立
歓
喜
偈
〈
云
云
〉。
済
抄
云
。
見
印
本
刪
定
戒
本
。

奥
有
此
文
。
彼
云
。
大
衆
憶
念
。
我
比
丘
某
甲
。
従
前
布
薩

至
今
布
薩
。
於
其
中
問
三
業
四
儀
。
衆
多
不
善
悩
乱
大
衆
。

願
衆
慈
悲
布
施
歓
喜
文

雖
非
正
偈
。
文
意
同
之
也
。
師
云
。

歓
喜
偈
者
。
吉
祥
童
子
偈
也
。
鈔
一
巻
賢
長
法
宝
云
。
歓
喜

偈
是
也
（『
大
正
』
六
二
、
四
五
五
頁
上
）

照
遠
は
元
照
が
述
べ
る
「
歓
喜
偈
」
を
「
自
恣
作
法
」
内
の

「
歓
喜
頌
」
と
同
じ
と
み
て
お
り
、
こ
の
偈
頌
は
『
新
刪
定
四
分

僧
戒
本
』（『
続
蔵
』
三
九
所
収
、
道
宣
に
よ
る
序
あ
り
）
の
「
印
本
」

の
奥
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
現
行
の

『
新
刪
定
四
分
僧
戒
本
』
に
は
歓
喜
頌
を
掲
載
す
る
奥
書
は
付
さ

れ
て
い
な
い
。

②
維
那
に
よ
る
洗
籌
頌
、
③
衆
僧
に
よ
る
洗
手
頌
は
『
行
事

鈔
』
に
説
か
れ
る
頌
を
典
拠
と
し
て
、「
羅
漢
」
を
「
菩
薩
」
に

変
更
し
た
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
『
行
事
鈔
』「
自

恣
宗
要
法
」
に
は
「
初
め
の
行
水
・
香
汁
・
浴
籌
・
唱
数
・
告
令

は
大
い
に
説
戒
（
＝
布
薩
）
に
同
じ
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
依

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
後
、
④
維
那
は
自
恣
に
参
加
す
る
人
数
と
自
恣
の
意
義
を

説
く
が
、
実
は
こ
れ
は
以
下
に
挙
げ
る
明
曠
『
天
台
菩
薩
戒
疏
』

（
以
下
『
明
曠
疏
』
と
略
）
に
説
か
れ
る
布
薩
の
説
明
の
中
に
出
る

台
詞
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
、
こ
の
う
ち
の
「
和
合
布
薩
」
の

部
分
が
「
自
恣
」
に
変
換
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
台
詞

は
『
行
事
鈔
』
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る(20)が
、
両
者
の
大
き
な
違

い
は
、
本
来
な
ら
最
後
に
「
そ
れ
ぞ
れ
経
中
の
清
浄
妙
偈
を
誦
し

な
さ
い
」（『
行
事
鈔
』）
と
締
め
ら
れ
る
べ
き
最
末
部
分
が
、「
そ

れ
ぞ
れ
阿
弥
陀
仏
の
一
切
普
誦
を
念
じ
な
さ
い
」（『
明
曠
疏
』）
と

書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（【
資
料
1
】
ア
）。

次
の
、
⑤
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
行
動
を
見
聞
し
た
者

は
告
白
す
る
よ
う
訴
え
る
維
那
の
台
詞
は
、
道
宣
『
四
分
律
刪
補

随
機
羯
磨
』（
以
下
『
羯
磨
』
と
略
）「
諸
衆
自
恣
法
篇
」
を
典
拠

と
し
た
も
の
で
あ
り(21)、
⑥
菩
薩
戒
の
功
徳
に
つ
い
て
述
べ
る
維
那

の
台
詞
は
、
や
は
り
『
明
曠
疏
』
を
典
拠
と
し
て
い
る(22)（【
資
料

1
】
イ
ウ
）。
さ
ら
に
、
⑦
自
恣
の
た
め
に
戒
本
を
誦
す
者
を
僧

差
す
る
作
法
は
『
羯
磨
』
に
も
説
か
れ
る(23)が
、
梵
音
の
役
割
を
担

う
者
を
僧
差
す
る
こ
と
は
『
明
曠
疏
』
に
の
み
説
か
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る(24)。

次
に
誦
さ
れ
る
、
⑧
「
対
揚
」
と
い
う
偈
頌
、
⑨
維
那
の
唱
え

る
大
衆
が
参
集
し
た
こ
と
を
喜
ぶ
台
詞
に
は
典
拠
が
み
つ
か
ら
な

い
。
⑩
参
集
し
た
僧
が
唱
え
る
歓
喜
頌
と
は
、「
自
恣
作
法
」
の

最
初
に
唱
え
た
頌
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
⑪
籌
が
配
ら
れ
、
⑫

配
ら
れ
た
籌
を
返
却
し
、
⑬
維
那
が
籌
を
数
え
て
参
加
者
の
数
を

計
算
す
る
一
連
の
流
れ
と
そ
こ
で
唱
え
ら
れ
る
偈
頌
は
、
い
ず
れ

も
『
行
事
鈔
』
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
⑭
最
後
に
唱
え
ら
れ

る
「
云
何
梵
」
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
よ
う
。
⑮
堂
童
子
、

⑯
維
那
に
よ
る
仏
前
散
華
の
作
法
に
つ
い
て
は
典
拠
不
明
で
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
法
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、【
資
料
1
】
と
し
て
ま
と
め
て
い
る

よ
う
に
、
戒
師
の
台
詞
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
部
分
の
大
半
が

『
明
曠
疏
』
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

『
明
曠
疏
』
は
付
さ
れ
た
自
伝
か
ら
「
大
暦
十
二
年
（
七
七
七
）
二

月
初
一
日(25)」
に
成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
鑑
真
死
去
（
七
六

三
年
）
後
の
作
成
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
時

す
で
に
日
本
に
移
住
し
て
い
る
法
進
（
七
〇
九
〜
七
七
八
）
が
、

死
ぬ
間
際
に
こ
れ
を
入
手
し
て
「
自
恣
作
法
」
を
作
成
し
た
と
考

え
る
の
も
無
理
が
あ
る
。「
自
恣
作
法
」
は
『
行
事
鈔
』
や
『
羯

磨
』
と
い
っ
た
道
宣
著
作
に
掲
載
さ
れ
る
布
薩
作
法
次
第
を
下
敷

き
に
し
な
が
ら
も
、『
明
曠
疏
』
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
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『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
「
自
恣
作
法
」

『
明
曠
疏
』

ア

諸
仏
子
等
諦
聴
。
此
一
佳
処
一
自
恣
。
出
家
菩
薩
在
家
菩
薩

都
合
若
干
。
各
於
仏
法
中
清
浄
出
家
自
恣
。
上
順
仏
教
四
恩
。

下
為
含
識
、
各
念
阿
弥
陀
仏
名
一
切
誦
。〈
一
打
〉

（
筒
井
英
俊
編
﹇
一
九
四
四
﹈
三
三
八
頁
）

諸
仏
子
等
諦
聴
。
此
一
住
処
一
布
薩
。
出
家
菩
薩
若
干
人
在

家
菩
薩
若
干
人
。
各
於
仏
法
中
清
浄
出
家
和
合
布
薩
。
上
順

仏
教
、
中
報
四
恩
、
下
為
含
識
、
各
念
阿
弥
陀
仏
一
切
普
誦
。

（『
大
正
』
四
〇
、
五
九
七
頁
中
）

①

イ

敬
白
。
諸
仏
子
等
合
掌
至
心
聴
。
此
南
閻
浮
提
日
本
大
和
国

東
大
寺
僧
伽
藍
処
。
我
等
大
師
釈
迦
牟
尼
遺
法
弟
子
出
家
在

家
菩
薩
二
情
等
。
自
惟
流
転
生
死
。
長
劫
乃
由
不
遇
無
上
慈

尊
。
今
生
若
不
発
出
離
之
心
。
恐
還
流
浪
。
故
於
此
日
用
意

三
宝
。
渇
仰
大
乗
共
宜
持
伝
菩
薩
戒
蔵
。
願
以
此
功
徳
資
益

天
竜
八
部
使
威
光
自
在
。
皇
帝
陛
下
聖
化
無
窮
。
太
子
諸
宮

福
延
万
葉
。
師
僧
父
母
常
保
安
楽
。
見
聞
随
喜
宿
障
雲
消
。

亦
迷
三
途
災
殃
自
殄
。
迴
此
功
徳
於
裟
婆
上
品
往
生
阿
弥
陀

仏
国
〈
一
打
〉

（
筒
井
英
俊
編
﹇
一
九
四
四
﹈
三
三
八
頁
）

敬
白
。
諸
仏
子
等
合
掌
志
心
聴
。
此
南
閻
浮
提
大
唐
国
某
州

某
県
某
寺
僧
伽
藍
所
。
我
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
遺
法
弟
子
出
家

在
家
菩
薩
二
衆
等
。
自
惟
生
死
。
長
劫
乃
由
不
遇
無
上
慈
尊
。

今
生
若
不
発
出
離
之
心
。
恐
還
流
浪
。
故
於
是
日
同
崇
三
宝
。

渇
仰
大
乗
共
宣
伝
菩
薩
戒
蔵
。
以
此
功
徳
資
益
天
竜
八
部
。

唯
願
威
光
自
在
皇
帝
聖
化
無
窮
。
大
子
諸
王
福
延
万
葉
。
師

僧
父
母
常
保
安
楽
。
見
聞
随
喜
宿
障
雲
消
。
悪
道
三
途
災
殃

自
殄
。
迴
此
功
徳
誓
出
娑
婆
。
上
品
上
生
阿
弥
陀
仏
国
〈
打

一
下
〉

（『
大
正
』
四
〇
、
五
九
七
頁
上
〜
中
）

②

ウ

諸
仏
子
等
諦
聴
。
此
菩
薩
戒
蔵
。
三
世
諸
仏
同
説
。
三
世
諸

菩
薩
摩
訶
菩
薩
同
学
衆
中
。
有
未
発
菩
提
心
未
受
諸
仏
大
乗

戒
者
出
〈
三
説
一
打
〉（

筒
井
英
俊
編
﹇
一
九
四
四
﹈
三
三
八
頁
）

諸
仏
子
等
諦
聴
。
此
菩
薩
戒
蔵
。
三
世
諸
仏
同
説
。
三
世
菩

薩
同
学
衆
中
。
有
未
発
菩
提
心
未
受
諸
仏
大
乗
戒
者
出
〈
三

説
打
一
下
〉

（『
大
正
』
四
〇
、
五
九
七
頁
中
）

③

【
資
料
1
】
「
自
恣
作
法
」
と
『
明
曠
疏
』
の
一
致
（
傍
線
部
は
異
な
る
部
分
）
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と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
作
法
書
は
鑑
真
に

は
由
来
し
な
い
。
明
曠
自
身
が
天
台
僧
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

『
明
曠
疏
』
は
日
本
に
お
い
て
は
天
台
宗
以
外
の
宗
旨
で
は
ほ
と

ん
ど
依
用
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
奈
良
時
代
に
は
写
経
録

な
ど
に
も
そ
の
名
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い(26)。
す
な
わ
ち
こ

の
こ
と
は
、
法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
の
三
作
法
が
、
天

台
宗
で
行
わ
れ
て
い
た
布
薩
儀
式
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

ウ

法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
三
作
法
の
成
立
背
景
と
そ
の
時
期

小
寺
文
頴
氏
は
院
政
期
の
天
台
僧
良
忍
（
一
〇
七
三
〜
一
一
三

二
）
作
の
『
略
布
薩
次
第
』
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
布
薩

作
法
で
は
、
先
に
紹
介
し
た
「
自
恣
作
法
」
内
で
戒
師
の
台
詞
と

さ
れ
る
『
明
曠
疏
』
か
ら
の
第
二
の
引
用
部
分
（『
明
曠
疏
』
②
）

と
同
様
の
箇
所
が
や
は
り
戒
師
の
台
詞
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
良
忍
『
略
布
薩
次
第
』
の
特
色
は
、「
布
薩
の
重
要
行

事
で
あ
る
受
水
、
浴
籌
、
行
香
、
受
籌
、
還
籌
な
ど
の
偈
文
を
省

略
し
て
い
る(27)」
こ
と
で
あ
り
、「
供
養
文
か
ら
七
仏
通
戒
偈
ま
で

の
次
第
は
、
智
顗
の
『
法
華
三
昧
懺
儀
』
や
智
昇
の
『
集
諸
経
礼

懺
儀
』
に
よ
る
懺
法
の
流
れ
を
汲
ん
だ
、
円
仁
所
伝
の
『
法
華
懺

法
』
に
似
て
い
る
の
で
、
懺
法
類
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い(28)」
と
さ
れ
て
い
る
。
法
進
『
東

大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
の
大
小
乗
布
薩
の
次
第
に
は
籌
を
扱
っ
た

作
法
が
な
い
こ
と
、
布
薩
作
法
内
で
誦
さ
れ
る
「
日
没
偈
」
が

『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
と
『
法
華
懺
法
』
と
の
混
合
で
成
立
し
て
い

る
こ
と
は
前
に
示
し
た
。
良
忍
作
の
『
略
布
薩
次
第
』
が
「
布
薩

戒
師
作
法
」「
大
乗
布
薩
作
法
」「
自
恣
作
法
」
と
似
た
特
色
を
持

つ
こ
と
は
、
こ
れ
ら
法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
に
付
属
さ
れ
る

三
つ
の
作
法
書
が
、
下
記
す
る
よ
う
に
円
仁
（
七
九
四
〜
八
六
四
、

入
唐
：
八
三
八
〜
八
四
七
）
に
よ
っ
て
比
叡
山
で
始
修
さ
れ
た
大
乗

布
薩
の
儀
式
次
第
を
採
り
入
れ
つ
つ
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

円
仁
著
作
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
は
、
円
仁
が
唐
で
参

加
し
た
い
く
つ
か
の
大
規
模
な
「
斎
」
の
次
第
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
う
ち
開
成
三
年
（
八
三
八
）
十
一
月
二
十
四
日
、
揚

州
の
開
元
寺
で
行
わ
れ
た
天
台
大
師
の
忌
日
斎
で
は
、
次
の
よ
う

な
「
梵
誦
」
が
「
作
梵
」
さ
れ
た
と
い
う
。

云
何
於
此
経

究
竟
到
彼
岸

願
仏
開
微
密

広
為
衆
生
説

（『
仏
全
』
一
一
三
、
一
八
〇
頁
下
、
円
仁
著
・
足
立
喜
六
訳
注
・

塩
入
良
道
補
注
﹇
一
九
七
〇
﹈
六
七
頁
）
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同
様
の
偈
は
開
成
四
年
（
八
三
九
）
十
一
月
二
十
二
日
に
赤
山

院
に
て
行
わ
れ
た
講
経
儀
式
の
中
で
も
誦
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る(29)。

こ
れ
は
も
と
は
涅
槃
経
に
説
か
れ
る
偈
頌(30)で
、
以
後
に
『
集
諸
経

礼
懺
儀
』『
浄
土
五
会
念
仏
略
法
事
儀
讃
』
な
ど
に
納
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
偈
頌
こ
そ
法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
の
「
自

恣
作
法
」
内
で
頌
さ
れ
る
、
⑭
「
云
何
梵
」
で
あ
る
。

円
仁
は
こ
れ
ら
の
式
次
第
を
紹
介
す
る
際
、
日
本
で
行
う
作
法

と
通
じ
る
場
合
に
は
「
本
国
の
…
…
と
同
じ
」
と
い
う
よ
う
に
こ

れ
を
示
し
、
偈
頌
に
つ
い
て
も
既
知
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
如
来

色
無
尽
等
の
一
行
の
文
」
と
略
し
て
示
す
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
の
「
云
何
梵
」
は
略
さ
ず
に
全
文
を
示
し
、「
音
韻
は

絶
妙
な
り
」
と
解
説
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
円
仁
が
こ
の
と
き
初

め
て
音
楽
的
効
果
を
も
っ
た
彼
の
偈
頌
を
耳
に
し
、
こ
れ
を
日
本

に
伝
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
て
紹
介
さ
れ
る
斎
の
儀
式
次
第
の

大
ま
か
な
流
れ
は
大
同
小
異
で
、
こ
れ
ら
の
斎
の
式
次
第
は
良
忍

『
布
薩
次
第
』
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
円
仁
が
唐
で

体
験
し
た
斎
の
式
次
第
を
採
り
入
れ
て
大
乗
布
薩
を
始
行
し
、
こ

れ
が
良
忍
『
略
布
薩
次
第
』
に
継
承
さ
れ
た
可
能
性
を
小
寺
氏
が

指
摘
し
て
お
ら
れ
る(31)。

真
寂
法
親
王
（
八
八
六
〜
九
二
七
）『
慈
覚
大
師
伝
』（
未
完
の
も

の
を
息
子
の
源
英
明
〈
？
〜
九
三
九
〉
が
完
成
さ
せ
る
）
に
よ
れ
ば
、

貞
観
二
年
五
月
、
円
仁
は
淳
和
太
后
を
は
じ
め
と
す
る
百
五
十
人

に
菩
薩
戒
を
授
け
た
後
「
大
乗
布
薩
」
を
行
い
、
さ
ら
に
貞
観

四
・
五
年
に
は
円
仁
の
代
わ
り
に
安
慧
が
伝
戒
師
と
な
っ
て
五
条

太
皇
太
后
を
は
じ
め
と
す
る
百
人
余
り
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
後

「
大
乗
布
薩
」
が
行
わ
れ
た(32)。『
天
台
座
主
記
』（『
続
類
従
』
本
、

一
二
七
八
〜
一
二
九
三
年
に
成
立
）
に
は
、「
第
三
内
供
円
仁
和
尚

〈
諡
号
慈
覚
大
師
〉」
が
「
貞
観
二
年
（
中
略
）
五
月
十
五
日
始
め

て
大
乗
布
薩
を
行
う(33)」
と
あ
り
、
円
仁
が
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）

に
「
大
乗
布
薩
」
を
「
始
行
」
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

小
寺
氏
は
『
天
台
座
主
記
』
に
出
る
「
始
行
」
の
意
味
は
「
叡

山
で
は
円
仁
ま
で
大
乗
布
薩
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
理
解
す

べ
き
で
な
く
、
円
仁
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
唐
風
の
布

薩
を
始
修
し
た
こ
と
を
さ
し
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
円
仁

の
帰
国
以
前
に
は
『
明
曠
疏
』
に
則
っ
た
布
薩
が
行
わ
れ
て
い
た

と
推
測
し
て
お
ら
れ
る(34)。
い
ず
れ
に
し
て
も
円
仁
帰
国
後
か
ら
、

叡
山
で
行
わ
れ
る
「
大
乗
布
薩
」
は
、
自
身
が
持
戒
で
き
た
か
否

か
を
自
省
す
る
行
事
か
ら
、
無
始
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
積
み
重

ね
た
悪
業
を
懺
悔
滅
罪
す
る
た
め
の
儀
礼
へ
と
変
化
し
た
も
の
と
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考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
に

付
属
す
る
三
作
法
は
、
古
来
よ
り
「
布
薩
儀
礼
で
使
用
さ
れ
て
い

た
」
と
伝
承
さ
れ
た
次
第
や
台
詞
や
資
具
を
維
持
し
な
が
ら
、
円

仁
の
帰
国
に
よ
っ
て
叡
山
で
始
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
大
乗

布
薩
」
を
ベ
ー
ス
と
し
、
再
構
成
し
て
作
成
さ
れ
た
次
第
作
法
書

で
あ
っ
た
と
み
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
ら
三
作
法
が
成
立
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
南
都
に
お
け
る
布
薩
儀
式
は
鑑
真
示
寂
後
、
執
行
さ

れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
叡
山

で
始
行
さ
れ
た
「
大
乗
布
薩
」
は
、
前
世
か
ら
積
み
重
ね
た
悪
業

を
滅
罪
す
る
た
め
の
儀
礼
な
の
で
、
僧
侶
が
日
々
の
生
活
を
省
み

る
と
い
う
主
旨
で
継
承
さ
れ
て
き
た
南
都
の
布
薩
本
来
の
意
図
と

は
外
れ
た
布
薩
作
法
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
布
薩
戒
師
作
法
」「
大
乗
布
薩
作
法
」
の
中
で
籌
に
関
す
る
作

法
が
行
わ
れ
ず
、
そ
の
後
の
「
自
恣
作
法
」
に
お
い
て
行
わ
れ
る

の
は
、
斎
に
由
来
す
る
が
た
め
に
籌
を
扱
わ
な
い
叡
山
の
大
乗
布

薩
に
倣
っ
た
結
果
、
か
ろ
う
じ
て
継
承
さ
れ
て
い
た
籌
を
扱
う
作

法
が
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
執
行
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た

た
め
に
「
自
恣
作
法
」
を
付
属
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
籌
が
何
の
た
め
に
使
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
伝

わ
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
参
加
人
数
を
宣
言
し
た
後
に
籌
を
数
え

た
り
、
ま
た
籌
を
使
用
せ
ず
に
布
薩
を
行
っ
た
り
、
と
い
う
不
合

理
な
作
法
と
し
て
成
立
し
て
し
ま
っ
た
。

法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
を
収
録
す
る
『
東
大
寺
要
録
』

「
雑
事
章
」
は
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
に
成
立
し
た
後
、
鎌
倉
時

代
に
至
る
ま
で
幾
度
も
増
補
が
行
わ
れ
て
い
る(35)。『
東
大
寺
授
戒

方
軌
』
そ
の
も
の
は
、
道
宣
の
『
戒
壇
図
経
』
な
ど
に
忠
実
で
あ

る
か
ら(36)、
鑑
真
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
受
戒
式
を
法
進
が
示
し
た

も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
が
、
付
属
の
三
作
法
に
つ
い
て
は
、

増
補
分
と
し
て
い
つ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
追
補
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
小
寺
氏
は
「
内
容
的
に
は
実
範
（
一
〇
八
九
？
〜
一
一
四

四
）
の
撰
述
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
な
一
面
を
も
っ
て
い
る(37)」
と

さ
れ
る
石
山
寺
蔵
本
『
布
薩
要
文
』（
中
ノ
川
流
）
を
別
途
紹
介
さ

れ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
に
は
受
水
、
浴
籌
、
行
香
、
受
籌
、

還
籌
の
一
連
の
作
法
が
『
行
事
鈔
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
と
お
り

に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
石
山
寺
蔵
本
『
布
薩
要
文
』（
中
ノ
川
流
）

の
本
文
奥
書
に
は
、「
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
七
月
廿
九
日
於
菩

提
山
寺
草
案
也
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
作
法
次
第
の
決
定
を

ど
こ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
一
考
の
余
地
が
あ
る
が
、『
東

大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
の
三
作
法
は
、
遅
く
と
も
建
久
四
年
以
前
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に
、
上
記
の
よ
う
に
叡
山
の
大
乗
布
薩
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
鑑
真
が
将
来
し
た
も
の
で
は
な
い

し
、
こ
の
作
法
次
第
が
実
際
に
南
都
で
執
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
す

ら
も
怪
し
い
。

3

南
都
に
お
け
る
布
薩
の
復
興

南
都
の
布
薩
は
俊
芿
（
一
一
六
六
〜
一
二
二
七
、
入
宋
：
一
一
九

九
〜
一
二
一
一
）
が
十
二
年
の
入
宋
留
学
中
に
宋
国
で
行
わ
れ
て

い
た
布
薩
に
自
ら
参
加
し
、
帰
国
し
て
そ
の
作
法
を
日
本
に
再
輸

入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
息
を
吹
き
返
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。俊

芿
は
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
に
帰
国
し
た
後
、
京
都
東
山

に
泉
涌
寺
を
開
基
し
、
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
に
は
「
泉
涌
寺

遺
属
誥
文
」
を
著
し
て
、
泉
涌
寺
住
持
長
老
は
「
南
山
律
蔵
」
と

「
天
台
止
観
」
を
講
義
す
る
こ
と
、
布
薩
戒
師
は
十
臈
を
満
ち
た

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
定
め
て
（【
資
料
2
】
5
）

世
を
去
っ
た
。
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
に
は
俊
芿
の
上
足
で
あ

る
定
舜
（
道
号
：
来
円
）
が
海
竜
王
寺
に
お
い
て
「
大
小
律
疏
」

を
講
義
し
、
こ
れ
以
来
南
都
の
「
布
薩
行
儀
」「
食
堂
規
式
」
な

ど
が
泉
涌
寺
風
に
な
っ
た
と
い
う
（【
資
料
2
】
8
）。
こ
の
十
年

前
の
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
に
は
泉
涌
寺
内
に
落
成
し
た
「
講

堂
」
に
て
初
め
て
「
大
宋
儀
則
」
に
倣
っ
た
如
法
の
夏
安
居
が
結

ば
れ
て
お
り
（【
資
料
2
】
4
）、
定
舜
は
如
法
の
夏
安
居
に
て
十

臈
を
満
ち
た
講
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
義
に
は
、
前
年
に
自
誓
受

戒
を
行
っ
て
菩
薩
苾
蒭
に
な
っ
た
こ
と
を
宣
言
し
て
い
た
覚
盛

（
一
一
九
四
〜
一
二
四
九
）・
叡
尊
（
一
二
〇
一
〜
一
二
九
〇
）、
さ
ら

に
は
良
遍
（
一
一
九
四
〜
一
二
五
二
）
な
ど
が
聴
講
し
て
い
た

（【
資
料
2
】
8
）。

暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
十
月
二
十
八
日
、
叡
尊
は
早
速
西
大

寺
に
「
結
界
」
を
張
り
、
覚
盛
を
説
戒
師
と
し
て
、
翌
日
に
四
分

布
薩
、
翌
々
日
に
は
梵
網
布
薩
を
執
り
行
っ
た
。
覚
盛
は
こ
の
時
、

「
如
法
」
の
布
薩
を
執
行
で
き
た
こ
と
に
涙
し
た
と
い
う
（【
資
料

2
】
9
）。
さ
ら
に
四
年
後
の
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
は
、
聖

守
が
東
大
寺
戒
壇
院
で
も
布
薩
を
興
行
す
る
よ
う
に
な
り
（【
資

料
2
】
11
）、
泉
涌
寺
に
倣
っ
た
南
宋
風
の
布
薩
儀
式
が
、
海
竜

王
寺
を
経
て
西
大
寺
・
唐
招
提
寺
・
東
大
寺
戒
壇
院
な
ど
に
伝
わ

り
、
こ
れ
ら
を
核
と
し
て
拡
散
し
て
い
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

す
な
わ
ち
鎌
倉
期
に
入
宋
し
た
泉
涌
寺
僧
の
介
入
に
よ
っ
て
、

南
宋
で
執
行
さ
れ
て
い
た
布
薩
儀
礼
が
再
び
南
都
に
導
入
さ
れ
て
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年 号 西暦 事 蹟 典 拠
1 建暦元 1211 俊芿帰朝。 『不可棄法師伝』
2 建暦2 1212 貞慶・覚真によって興福寺に常喜院が建立される。 『円照上人行状』
3 承久元 1219 俊芿「仙遊寺（泉涌寺の前身寺院）」にて夏安居を

行う。
｢夏中逐日修学排文｣(『鎌倉
仏教成立の研究 俊芿律
師』)

4 嘉禄2 1226 泉涌寺に「講堂（法堂）」が落成し、「大宋儀則」に
倣った〈如法〉の夏安居が結ばれた。

『不可棄法師伝』

5 嘉禄3 1227 俊芿は「泉涌寺遺属誥文」を著し、泉涌寺住持長老
は、「南山律蔵」と「天台止観」を講義すること、
布薩戒師は十臈を満ちた者でなければならないこと
などが定められる。

「俊芿律師遺文」（『鎌倉仏
教成立の研究 俊芿律師』）

6 貞永元 1232 貞慶は『海龍王寺禁制状』を著し、貞慶再興後に海
竜王寺に住した「隠遁之人」は戒律を本宗とし、法
華を兼学すること、恒例として夏90日間は安居をす
べきこと、5年間学問を積むことが「仏制」に適う
ことなどを提唱した。

「海龍王寺文書」（『大和古
寺大観』五）

7 嘉禎2 1236 8月30日より、覚盛・叡尊など4名が東大寺羂索院
において自誓受戒を行う。

『感身学正記』など

8 嘉禎3 1237 俊芿の上足である定舜（道号：来円）が、海竜王寺
において大小律疏を講義し、以来「布薩行儀」「食
堂規式」などが泉涌寺風になった。

『円照上人行状』

前年に自誓受戒を行った覚盛・叡尊と、良遍などが
聴講した。

『徹底章』

9 嘉禎4 1238 叡尊、西大寺で「正法」を興すことを誓い、仮に北面
を僧堂として「住持三宝之規則」を模すことを宣言。
また同年西大寺で安居を結び、解夏後の7月16日に
興福寺松院で「自恣」を行った。

『感身学正記』（暦仁元年
条）

9月、覚盛『菩薩戒通別二受鈔』上梓。 覚盛『菩薩戒通別二受鈔』
10月28日、西大寺に「結界」を張り、翌日に四分布
薩を行い、翌々日に覚盛を説戒師として梵網布薩を
行う。

『感身学正記』（暦仁元年
条）

10 仁治元 1240 4月16日、結夏儀礼を行う。安居はこれまで大僧・
沙弥の区別がなかったが、この年に初めて分別した。

『感身学正記』

11 仁治3 1242 聖守が戒壇院に住むようになり、僧に請われて布薩
を行い、人に僧食を勧めた。聖守は海龍王寺の迎願
上人を招いて上座とし「一夏練行三時修瑩」を行っ
た。迎願上人は戒壇院で一夏安居を過ごした後、海
龍王寺に帰った。また海住山寺の禅観（諱：長聖）
を招いて『梵網古迹』の講義をしたり、笠置般若台
の修禅を招いて上座とし、修習法行したりした。

『円照上人行状』

12 寛元2 1244 4月10日、良遍『菩薩戒通別二受鈔』を上梓。 良遍『菩薩戒通別二受鈔』
13 寛元3 1245 9月中旬、覚盛・叡尊によって、家原寺で〈如法〉

別受の受戒が行われる。
『感身学生記』

14 寛元4 1246 11月11日、覚盛『菩薩戒通受遣疑鈔』上梓。 『菩薩戒通受遣疑鈔』

【資料2】 泉涌寺僧と南都（俊芿の帰国から覚盛『菩薩戒通受遣疑鈔』上梓まで(38)）
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現
在
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

南
都
の
布
薩
儀
礼
復
興
の
た
め
の
中
継
を
担
っ
た
泉
涌
寺
の
布

薩
儀
礼
次
第
は
鎌
倉
後
期
忍
宗
作
の
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』

（
一
四
四
〇
年
信
遵
書
写
、
以
下
『
私
記
』
と
略
）
に
収
め
ら
れ
て
お

り
、
泉
涌
寺
や
そ
の
末
寺
の
浄
土
寺
（
尾
道
市
）・
東
向
観
音
寺

（
京
都
市
）
に
伝
来
し
、
戦
国
期
に
泉
涌
寺
と
唐
招
提
寺
の
住
持

を
兼
務
し
た
象
耳
泉
奘
に
よ
る
写
本
が
唐
招
提
寺
に
も
保
持
さ
れ

て
い
る(39)。

『
私
記
』
に
示
さ
れ
る
四
分
布
薩
の
次
第
は
、
鎌
倉
時
代
中
後

期
に
活
躍
し
た
泉
涌
寺
僧
の
大
燈
源
智
に
ま
で
遡
る
も
の
で
、
南

宋
律
院
の
儀
礼
作
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る(40)。
こ
の
次
第
は
『
行

事
鈔
』
巻
上
四
「
説
戒
正
儀
篇
」
に
指
示
さ
れ
る
通
り
で
、
そ
の

作
法
で
使
用
さ
れ
る
偈
文
も
全
て
『
行
事
鈔
』
に
基
づ
い
て
お
り
、

宋
音
で
発
音
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
中
国
に
お
い

て
は
、
道
宣
が
指
示
し
た
布
薩
作
法
が
唐
か
ら
宋
に
国
替
え
さ
れ

て
も
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
再
び
そ
の
ま
ま
の
形

で
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
偈
文
な
ど
の
発
音
な
ど

は
異
な
る
が
、
鑑
真
が
日
本
に
紹
介
し
た
布
薩
次
第
も
ま
た
こ
の

通
り
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

今
回
紹
介
す
る
『
規
要
記
』
で
使
用
さ
れ
る
偈
文
も
ま
た
『
行

事
鈔
』
巻
上
四
「
説
戒
正
儀
篇
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
次
第
も

『
行
事
鈔
』
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
う
ち
使
用
さ

れ
る
唄
は
宋
音
で
発
声
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。『
私
記
』

と
『
規
要
記
』
に
は
「
優
婆
離
唄
」「
後
唄
」
と
い
う
梵
唄
が
披

露
さ
れ
る
が
、
こ
の
唄
の
博
士
・
宋
音
を
記
し
た
凝
然
の
書
写
本

が
東
大
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
（【
資
料
3
】）。
十
四
世
紀
初
頭
に

は
東
大
寺
に
お
い
て
泉
涌
寺
と
同
系
の
布
薩
儀
礼
が
保
持
さ
れ
て

い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

ま
た
十
四
世
紀
末
の
東
大
寺
戒
壇
院
で
使
用
さ
れ
た
『
規
要

式
』
が
現
在
唐
招
提
寺
に
保
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
東
大
寺
戒
壇

院
の
法
則
も
唐
招
提
寺
の
法
則
も
本
来
同
一
だ
っ
た
た
め
に
違
和

感
な
く
書
写
伝
持
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は

西
大
寺
に
伝
わ
る
布
薩
儀
礼
法
則
は
未
見
で
あ
る
も
の
の
、
泉
涌

寺
に
伝
わ
っ
た
布
薩
作
法
が
、
ま
ず
は
海
竜
王
寺
を
経
て
覚
盛
・

叡
尊
に
よ
っ
て
、
唐
招
提
寺
・
西
大
寺
に
伝
わ
り
、
そ
れ
か
ら
東

大
寺
戒
壇
院
に
も
弘
ま
っ
た
、
と
す
る
以
上
の
史
観
に
基
づ
け
ば
、

西
大
寺
の
布
薩
儀
礼
も
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ら
と
同
様
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
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と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

泉
涌
寺
に
お
け
る
布
薩
儀
礼
の
変
遷
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措

く
と
し
て
、
南
都
に
お
い
て
は
覚
盛
が
主
張
し
た
「
通
受
」
の
受

戒
儀
の
一
般
化
に
よ
っ
て
、
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
執
行
が
促
進

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
の
年
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
叡
尊
ら
と
と
も
に
自
誓
受
戒
に
よ
っ
て

如
法
の
「
菩
薩
大
苾
蒭
位
」（
＝
菩
薩
僧
）
に
な
っ
た
こ
と
を
宣
言

し
た
覚
盛
（【
資
料
2
】
7
）
は
、
こ
の
自
誓
受
戒
＝
「
通
受
」
の

正
統
性
を
論
じ
る
た
め
に
、
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
九
月
に
は

『
菩
薩
戒
通
受
二
受
鈔
』
を
（【
資
料
2
】
9
）、
寛
元
四
年
（
一
二

四
六
）
十
一
月
十
一
日
に
は
『
菩
薩
戒
通
受
遣
疑
鈔
』
を
上
梓
し

た
（【
資
料
2
】
14
）。

そ
も
そ
も
南
都
に
お
い
て
は
、
鑑
真
来
朝
以
来
、
四
分
律
に
基

づ
く
白
四
羯
磨
法
に
よ
る
受
具
足
戒
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
比
丘

（
僧
侶
）
と
し
て
の
本
性
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
平
安

期
に
入
り
、
日
本
天
台
宗
を
開
い
た
最
澄
（
七
六
六
〜
八
二
二
）

が
具
足
戒
を
小
乗
戒
と
し
て
棄
捨
し
、
菩
薩
戒
で
あ
る
三
聚
浄
戒

を
護
持
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
三
聚
羯
磨
法
に
よ
る
受
菩
薩
戒
に

よ
っ
て
比
丘
・
菩
薩
の
両
性
を
得
る
と
主
張
し
た
時
も
、
南
都
か

ら
は
出
家
・
在
家
に
通
じ
る
菩
薩
戒
の
受
持
に
よ
っ
て
、
ど
う
や

っ
て
比
丘
と
し
て
の
本
性
を
受
け
る
と
い
う
の
か
、
と
い
う
教
義

上
の
問
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
天
台
僧
だ
っ
た
俊
芿
は
、

留
学
先
で
受
菩
薩
戒
に
よ
っ
て
比
丘
性
を
得
る
と
い
う
日
本
天
台

独
自
の
戒
観
を
披
露
し
た
が
、
南
宋
の
南
山
宗
僧
は
こ
れ
を
否
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
帰
国
し
た
俊
芿
は
、
三
聚
羯
磨
法

を
使
用
し
た
「
自
誓
受
戒
」
に
よ
っ
て
如
法
の
僧
侶
を
生
成
し
て

い
っ
た
と
さ
れ
る
。
三
聚
羯
磨
法
で
の
受
戒
に
よ
る
比
丘
性
の
獲

得
が
「
本
家
」
で
あ
る
南
山
宗
か
ら
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

南
都
に
と
っ
て
衝
撃
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
仏
法
継
続
の
使
命

感
に
燃
え
る
若
き
覚
盛
と
そ
の
友
人
た
ち
は
、
こ
の
事
実
を
受
け

入
れ
て
如
法
の
菩
薩
僧
と
な
る
た
め
に
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）

「
自
誓
受
戒
」
を
執
行
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
南

都
が
否
定
し
て
き
た
叡
山
の
受
戒
法
が
南
都
に
お
い
て
肯
定
的
に

執
行
さ
れ
る
最
初
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
南
都
の
歴
史
を
覆
す

革
命
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
「
自
誓
受
戒
」

の
南
都
に
お
け
る
正
当
性
は
様
々
に
問
わ
れ
、
確
か
な
証
拠
の
提

示
責
任
が
覚
盛
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ

に
応
え
る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
の
が
『
菩
薩
戒
通
受
二
受
鈔
』

『
菩
薩
戒
通
受
遣
疑
鈔
』
で
あ
っ
た
。
叡
山
の
「
自
誓
受
戒
」
は

南
都
に
お
い
て
は
「
通
受
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
全
く
異
な
る
典
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拠
を
も
つ
同
一
の
受
戒
法
と
し
て
成
立
し
た
。
三
聚
羯
磨
法
に
よ

っ
て
比
丘
・
菩
薩
の
両
性
を
得
る
方
法
が
、
実
は
南
都
所
伝
の
典

籍
か
ら
も
証
明
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
全
く
覚
盛

の
発
揮
で
あ
っ
た(41)。

南
都
で
は
一
般
に
、
三
聚
浄
戒
の
第
一
摂
律
儀
戒
に
四
分
律
を

お
さ
め
、
第
二
摂
善
法
戒
に
梵
網
戒
を
お
さ
め
る
と
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
に
第
三
摂
衆
生
戒
を
加
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
戒
律
を
一
度
に
受

戒
す
る
の
が
「
通
受
」
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
受
け
た

戒
条
を
確
認
す
る
布
薩
儀
礼
は
、
少
な
く
と
も
四
分
律
と
梵
網
戒

の
持
戒
を
確
認
す
る
儀
礼
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
規
要
記
』
が
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
次
第
を
記
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
頃
（
十
四
世
紀
末
）
に
は
通
受
に
よ
る
受
戒
が
す
で
に

一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
私

記
』
に
も
同
様
に
合
行
の
作
法
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
泉
涌

寺
系
の
関
東
方
面
末
寺
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い

た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

泉
涌
寺
に
お
け
る
「
自
誓
受
戒
」
も
、
南
都
に
お
け
る
「
通

受
」
も
、
当
初
は
三
師
七
証
と
な
る
最
低
十
名
の
如
法
僧
を
生
成

す
る
た
め
の
便
法
で
あ
っ
た
。
十
名
以
上
の
如
法
僧
が
い
れ
ば
、

南
宋
で
執
行
さ
れ
て
い
る
正
式
な
受
戒
が
行
え
る
し
、
鑑
真
が
日

本
に
も
た
ら
し
た
正
式
な
受
戒
（
別
受
）
の
復
興
が
か
な
う
。
し

か
し
教
義
の
上
か
ら
、
通
受
に
よ
っ
て
も
別
受
に
よ
っ
て
も
、
同

等
に
如
法
の
僧
侶
と
な
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
十

名
以
上
の
僧
を
揃
え
、
具
足
戒
と
菩
薩
戒
の
受
戒
を
別
個
に
行
う

（
別
受
に
よ
っ
て
受
戒
し
た
場
合
は
比
丘
性
の
み
を
得
る
の
で
、
そ
の
後

に
菩
薩
性
を
得
る
た
め
に
は
受
菩
薩
戒
が
必
要
で
あ
る
）
こ
と
は
、
単

な
る
「
形
式
」
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
通
受
の
教
義
が
完

璧
で
な
け
れ
ば
白
四
羯
磨
法
で
の
受
戒
を
執
行
で
き
る
如
法
僧
に

は
な
れ
な
い
が
、
通
受
の
教
義
が
完
璧
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
本
来

の
白
四
羯
磨
法
に
よ
る
受
戒
儀
式
は
形
骸
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
日
本
に
お
い
て
は
通
受
に
よ

る
受
戒
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三

梵
網
四
分
合
行
布
薩
次
第
作
法

こ
こ
で
は
『
規
要
記
』
に
指
示
さ
れ
る
次
第
を
『
私
記
』
の
記

述
（「
四
分
布
薩
章
」「
梵
網
布
薩
章
」、
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
六
二
一

〜
六
四
三
頁
）
に
よ
っ
て
補
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
梵
網

四
分
合
行
布
薩
の
次
第
作
法
を
復
元
し
て
み
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
『
規
要
記
』
は
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
次
第
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作
法
を
記
す
。『
私
記
』
に
よ
れ
ば
、
梵
網
四
分
合
行
の
布
薩
は
、

四
分
布
薩
と
ほ
ぼ
同
じ
次
第
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ

る
偈
に
は
節
が
付
け
ら
れ
て
音
楽
的
に
誦
さ
れ
る
。
ま
た
四
分
布

薩
で
使
用
さ
れ
る
偈
な
ど
は
全
て
宋
音
で
発
音
さ
れ
る
の
に
対
し
、

梵
網
四
分
合
行
の
布
薩
で
は
同
じ
偈
が
全
て
呉
音
で
発
音
さ
れ
る
。

ま
た
偈
中
の
「
羅
漢
」
の
語
が
「
菩
薩
」
に
変
更
さ
れ
る
な
ど
、

偈
文
の
一
部
が
大
乗
に
通
じ
る
文
言
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
四
分
布
薩
で
は
聖
僧
像
を
衆
僧
の
上
座
と
し
て
設
置
す
る
が
梵

網
四
分
合
行
布
薩
で
は
こ
れ
を
設
置
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
香
水
な

ど
の
衆
僧
を
め
ぐ
る
儀
式
は
、
四
分
布
薩
で
あ
れ
ば
最
初
に
聖
僧

に
向
け
て
執
行
さ
れ
る
が
、
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
作
法
で
は
こ

れ
を
省
略
し
、
ま
ず
長
老
に
向
け
て
執
行
さ
れ
る
。

1

早
朝
布
薩
白

布
薩
日
に
は
、
維
那
が
「
大
徳
僧
よ
聴
け
、
今
日
は
白
月
〈
あ

る
い
は
黒
月
〉
十
五
日
〈
あ
る
い
は
十
四
日
〉
で
あ
る
。
衆
僧
和

合
し
て
、
戒
壇
院
の
道
場
に
て
布
薩
説
戒
い
た
し
ま
す
」
と
知
ら

せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

『
私
記
』「
四
分
布
薩
章
」
で
は
「
当
日
粥
の
時
」
に
直
日
（
一

日
交
替
の
作
務
当
番
）
が
聖
僧
前
に
て
焼
香
し
、
静じ
よ
う（

槌つ
い

砧ち
ん

と
も
）

を
打
っ
て
合
掌
し
「
宋
音
」
で
台
詞
を
述
べ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て

い
る(42)。『
規
要
記
』
の
台
詞
は
訓
読
さ
れ
て
い
る
の
で
、
南
都
で

は
日
本
人
に
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
台
詞
部
分
は
和
語
で
語
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

2

上
座
教
勅

維
那
に
よ
る
白
が
終
わ
れ
ば
、
長
老
（『
規
要
記
』
で
は
「
上
座
」

と
表
記
さ
れ
る
が
、
上
臈
の
者
と
の
区
別
が
難
し
い
の
で
『
私
記
』
に

な
ら
っ
て
「
長
老
」
と
す
る(43)）
が
「
今
日
は
四
分
梵
網
両
説
戒
の
日

で
す
。
十
方
の
賢
聖
が
皆
同
じ
く
随
順
す
る
日
で
す
。
作
法
に
し

た
が
い
、﹇
定
め
ら
れ
た
﹈
時
刻
に
一
箇
所
に
集
合
し
、
布
薩
を

行
い
ま
し
ょ
う
。
他
の
用
事
を
優
先
し
て
、
懈
怠
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
」
と
宣
言
す
る
。

こ
の
台
詞
は
『
行
事
鈔
』
に
は
出
て
お
ら
ず
、『
私
記
』「
四
分

布
薩
章
」
に
よ
れ
ば
泉
涌
寺
で
も
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
「
東
堂
住
飯
山
之
時
」
の
作
法
（
鎌
倉
時
代
後
期
頃

の
相
州
に
お
け
る
泉
涌
寺
流
の
主
要
寺
院
で
あ
っ
た
飯
山
寺
〈
厚
木
市
〉

に
伝
わ
っ
て
い
た
作
法
）
に
よ
れ
ば
、
直
日
の
白
の
後
に
長
老
が
合

掌
し
て
「
大
徳
僧
聴
、
今
日
ハ
衆
僧
説
戒
ノ
日
也
。
十
方
賢
聖

〈
云
々(44)〉」
と
宣
言
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
し
た
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4

三
頻
作
相

大
鐘
の
音
を
聞
い
た
衆
僧
は
堂
外
の
庇
廊
に
一
列
に
集
合
す
る
。

西
側
か
ら
臈
次
の
高
い
順
に
整
列
す
る
。『
私
記
』
に
よ
れ
ば
こ

の
時
、
衆
僧
は
威
儀
を
整
え
、
念
珠
・
扇
は
持
た
な
い
。
数
名
ず

つ
堂
に
入
っ
て
焼
香
し
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
便
宜
の
場
所
に
坐
具

を
広
げ
て
三
拝
し
、
坐
具
を
収
め
て
合
掌
し
、
も
と
の
場
所
に
叉

手
し
て
整
列
す
る
。
最
後
尾
に
役
者
四
人
が
臈
次
の
順
に
並
び
、

最
末
に
維
那
（『
私
記
』
で
は
「
唱
白
師
」
と
表
記
さ
れ
る
）
が
並
ぶ
。

「
梵
網
布
薩
章
」
に
よ
れ
ば
、
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
場
合
に
は

沙
弥
も
こ
れ
に
加
わ
る
が
、
沙
弥
は
比
丘
の
後
ろ
、
維
那
を
含
め

た
五
名
の
役
者
の
前
に
臈
次
順
に
並
ぶ
よ
う
で
あ
る(45)。
在
家
者
も

参
加
す
る
場
合
は
、
お
そ
ら
く
沙
弥
の
後
ろ
に
並
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。

ほ
と
ん
ど
の
衆
僧
が
並
び
終
わ
っ
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
長
老
が

堂
に
入
り
、
焼
香
礼
拝
を
行
う
。
長
老
が
出
堂
し
た
ら
、
承
仕
が

堂
内
の
太
鼓
を
三
度
打
つ
。
一
度
目
の
太
鼓
の
音
で
、
長
老
が
列

の
最
前
に
加
わ
る
。
二
度
目
の
太
鼓
の
音
で
、
維
那
が
肘
に
鈴
を

懸
け
、
合
掌
し
て
長
老
の
前
に
到
り
小
揖
す
る
。
こ
の
時
、
長
老

も
合
掌
す
る
。
次
に
長
老
の
左
側
に
西
を
向
い
て
立
ち
曲
躬
（
体

を
か
が
め
て
低
く
頭
を
垂
れ
る
）
す
る
。
こ
の
間
に
二
度
目
の
太
鼓

の
音
が
消
え
、
三
度
目
の
太
鼓
が
鳴
る
。
維
那
は
輪
を
用
意
し
、

太
鼓
の
音
が
消
え
れ
ば
輪
を
二
度
鳴
ら
す
。

5

聞
鐘
偈

長
老
が
聞
鐘
偈
を
唱
え
る
。

5
-1

聞
鐘
偈

降
伏
魔
力
怨

除
結
尽
無
余

露
地
撃
揵
槌

比
丘
聞
当
集

諸
欲
聞
法
人

度
流
生
死
海

聞
此
妙
響
音

尽
当
雲
集
此

こ
の
偈
に
は
節
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
音
楽
的
に
誦
さ
れ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
特
色
で
あ
る
。

『
私
記
』
に
よ
れ
ば
四
分
布
薩
の
場
合
は
こ
の
偈
は
宋
音
で
誦
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
場
合
は
呉
音
で
誦

さ
れ
る
。
以
下
の
偈
も
全
て
同
じ
で
あ
る
。
魔
力
怨
以
下
は
衆
僧

同
音
で
あ
る
。

6

入
堂

聞
鐘
偈
を
唱
え
終
わ
る
と
、
維
那
が
輪
を
一
打
し
、
衆
僧
を
率

い
て
合
掌
し
て
堂
に
入
る
。
維
那
は
衆
僧
を
率
い
て
堂
の
正
面
か

ら
入
る
。
衆
僧
は
連
床
の
西
端
か
ら
東
へ
向
け
て
、
臈
次
順
に
座
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四二

唱
白
師

一

大
香
炉

法
座

三五

【資料5】 維那と役者の整列順

に
着
く
（
四
分
布
薩
の
場
合
は
南
側
の
連
床
の
西
端
に
来
た
時
に
、
長

老
は
列
か
ら
離
れ
て
一
人
椅
子
の
前
に
歩
み
寄
り
、
西
に
向
か
っ
て
立

つ
）。
維
那
は
衆
僧
が
座
に
到
着
す
る
た
び
に
振
り
返
り
、
一
人

ひ
と
り
に
そ
の
人
の
座
を
示
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
こ
の
時
、
全
員
が
着
座
す
る
ま
で
左
周
り
に
堂
を
回
る
こ
と
に
な
る
。

『
規
要
記
』
に
「
左
に
転
じ
て
」
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
）。

全
員
が
着
座
し
終
わ
れ
ば
、
維
那
も
自
身
の
座
席
に
移
動
し
て

輪
を
二
度
鳴
ら
す
。
こ
の
時
、
衆
僧
は
同
時
に
問
訊
（
手
を
合
わ

せ
、
体
を
曲
げ
て
頭
を
低
く
垂
れ
る
）
し
て
坐
具
を
広
げ
て
敷
き
、

維
那
も
輪
を
そ
ば
に
置
い
て
坐
具
を
敷
く
。
坐
具
の
上
で
踋湖
跪
し
、

維
那
は
輪
を
二
打
す
る
（『
私
記
』
で
は
一
打
と
す
る
）。
衆
僧
は
同

時
に
立
っ
て
三
度
礼
拝
す
る
。
礼
の
た
び
に
輪
を
一
打
し
、
三
拝

が
終
わ
れ
ば
輪
を
二
打
す
る
（『
私
記
』
で
は
、
輪
一
打
の
後
、
ま
ず

は
曲
躬
、
輪
一
打
の
後
、
五
体
投
地
、
輪
一
打
の
後
、
起
立
し
て
三
拝

し
、
三
拝
の
三
度
目
の
礼
拝
で
頭
を
上
げ
る
時
に
輪
二
打
、
と
さ
れ
る
）。

礼
拝
が
終
わ
れ
ば
衆
僧
は
坐
具
の
上
で
踋湖
跪
合
掌
し
、
長
老
が
出

音
し
て
持
戒
清
浄
偈
を
誦
す
。

6
-1

持
戒
清
浄
偈

持
戒
清同

浄
如
満
月

身
口
皎
潔
無
瑕
穢

大
衆
和
合
無
違
諍

爾
乃
可
得
同
布
薩

「
清
」
以
下
が
衆
僧
同
音
で
あ
る
と
指
示
さ
れ
る
が
、『
私
記
』

に
よ
れ
ば
「
如
満
月
」
以
下
が
衆
僧
同
音
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お

北
川
智
毎
淼長
老
所
持
本
（
底
本
）
に
は
、
偈
末
に
「
二
丁
」
と
あ

る
。
二
度
偈
を
読
む
意
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
輪
を
二
打
す
る

意
か
も
し
れ
な
い
。

7

維
那
行
事
作
法

持
戒
清
浄
偈
を
唱
え
終
わ
る
と
、
衆
僧
は
そ
れ
ぞ
れ
に
坐
具
を

畳
み
、
連
床
に
坐
具
を
置
い
て
着
座
し
、
威
儀
を
整
え
る
。
維
那

と
行
事
役
の
四
人
が
同
時
に
床
か
ら
下
り
て
床
の
前
に
立
つ
。
こ
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の
時
、
維
那
の
み
は
臂
に
坐
具
を
掛
け
て
お
く
。
全
員
で
合
掌
問

訊
（『
私
記
』
で
は
合
掌
曲
躬
と
さ
れ
る
。
問
訊
と
曲
躬
は
あ
ま
り
区
別

さ
れ
ず
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
し
た
後
、
維
那
を
先
頭

と
し
て
臈
次
順
に
仏
前
（
正
面
）
に
立
っ
て
合
掌
す
る
。
こ
の
時

【
資
料
5
】
の
よ
う
に
整
列
（「
唱
白
師
」
と
さ
れ
る
の
は
維
那
の
意
、

ま
た
「
法
座
」
と
は
【
資
料
4
】
に
て
「
倚
子
」
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ

ろ
う
）
し
、
調
え
ば
同
時
に
問
訊
す
る
（『
私
記
』
に
は
曲
躬
和
南

問
訊
と
す
る
）。

維
那
か
ら
順
に
香
水
・
香
湯
の
前
に
到
る
。

ま
ず
は
維
那
の
み
が
一
人
で
も
う
一
度
曲
躬
し
た
後
、
香
水
の

前
に
至
り
、
踋湖
跪
合
掌
（『
私
記
』
で
は
踋湖
跪
す
る
前
に
小
揖
す
る
よ

う
指
示
）
し
て
香
水
偈
を
唱
え
る
。『
規
要
記
』
で
は
こ
の
時
、

右
の
履
き
物
を
脱
ぐ
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

7
-1

香
水
偈

八
功
徳
水
浄
諸
塵

盥
掌
去
垢
心
無
染

執
持
禁
戒
無
欫
犯

一
切
衆
生
亦
如
是

香
水
偈
を
唱
え
終
わ
っ
た
ら
、
右
手
で
水
瓶
を
取
り
、
左
手
の

盥
の
中
に
差
し
入
れ
て
水
を
少
し
だ
け
入
れ
て
水
瓶
を
元
に
戻
し
、

右
手
を
左
手
に
寄
せ
合
わ
せ
て
洗
う
よ
う
な
仕
草
を
す
る
。
次
に

右
手
で
手
巾
を
引
き
寄
せ
て
両
手
を
拭
く
よ
う
な
仕
草
を
す
る
。

拭
き
終
わ
っ
た
ら
手
巾
は
も
と
の
よ
う
に
ぶ
ら
下
げ
る
。
維
那
が

起
立
し
て
合
掌
曲
躬
す
る
時
、
右
側
に
い
る
第
二
臈
の
役
者
も
こ

れ
と
同
時
に
曲
躬
す
る
。

維
那
が
香
湯
の
前
に
移
動
し
た
ら
、
第
二
臈
は
第
四
臈
の
後
ろ

を
通
っ
て
香
水
の
前
に
行
き
、
両
者
が
そ
ろ
っ
た
ら
同
時
に
合
掌

曲
躬
し
、
共
に
踋湖
跪
合
掌
す
る
。
ま
ず
維
那
が
香
湯
偈
を
唱
え
る
。

7
-2

香
湯
偈

香
湯
薫
沐
澡
諸
垢

法
身
具
足
五
分
充

般
若
円
照
解
脱
満

群
生
同
会
法
界
融

香
湯
偈
を
唱
え
終
わ
っ
た
ら
、
左
手
で
湯
瓶
を
取
り
、
右
手
の

盥
の
中
に
差
し
入
れ
て
水
を
少
し
だ
け
入
れ
て
湯
瓶
を
も
と
に
戻

し
、
香
水
の
時
と
同
じ
よ
う
に
手
を
洗
い
手
を
拭
く
ふ
り
を
す
る
。

そ
の
後
に
第
二
臈
が
「
八
功
徳
水
」
か
ら
始
ま
る
偈
を
唱
え
る
。

唱
え
終
わ
る
と
、
先
ほ
ど
と
同
様
に
手
を
洗
い
手
を
拭
く
。
次
に

維
那
と
第
二
臈
は
同
時
に
起
立
し
、
第
三
臈
も
含
め
て
三
人
同
時

に
曲
躬
す
る
。

維
那
は
左
側
に
立
つ
人
の
後
ろ
を
通
っ
て
正
面
の
も
と
の
位
置

に
戻
っ
て
立
ち
、
第
二
臈
は
香
湯
の
前
に
、
第
三
臈
は
香
水
の
前
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に
進
み
出
て
、
も
う
一
度
三
人
同
時
に
曲
躬
す
る
。
そ
の
後
、
維

那
は
坐
具
を
敷
い
て
常
の
よ
う
に
三
拝
し
、
合
掌
し
た
ま
ま
立
つ
。

二
人
は
踋湖
跪
合
掌
し
て
偈
を
唱
え
、
手
を
拭
く
ま
で
の
作
法
を
前

と
同
様
に
行
う
（『
規
要
記
』
は
「
行
事
役
の
第
四
臈
が
香
水
の
所
へ

行
こ
う
と
し
た
ら
、
維
那
は
行
事
役
の
後
ろ
に
坐
具
を
広
げ
て
三
礼
す

る
」
と
指
示
す
る
が
、
こ
れ
は
「
第
三
臈
」
の
誤
り
か
と
思
う
）。
そ

の
後
の
二
人
も
同
じ
よ
う
に
行
う
が
、
最
後
の
第
五
臈
は
、
香
湯

の
前
に
行
っ
た
時
に
は
一
人
で
偈
を
唱
え
て
手
を
洗
う
。

第
五
臈
は
作
法
が
終
わ
れ
ば
正
面
の
も
と
の
場
所
に
戻
っ
て
立

つ
。
互
い
に
合
わ
せ
て
五
人
同
時
に
合
掌
し
、
机
の
前
に
歩
み
寄

る
。
た
だ
し
こ
の
時
、
維
那
だ
け
は
坐
具
を
敷
き
、
履
物
を
拝
席

の
前
に
脱
い
で
置
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
。
下
臈
の
二
人
（
第

四
・
五
臈
）
は
そ
れ
ぞ
れ
端
か
ら
ま
っ
す
ぐ
柱
の
内
側
を
通
っ
て

手
巾
の
所
へ
行
き
、
こ
れ
を
取
っ
て
も
と
の
場
へ
戻
る
。
こ
の
時
、

手
巾
の
両
端
は
地
に
着
か
な
い
程
度
に
両
手
で
横
を
持
つ
。
上
臈

の
三
人
（
維
那
・
第
二
・
三
臈
）
は
蹲
踞
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

8

浴
籌
偈

上
臈
の
三
人
は
机
の
前
で
蹲
踞
し
た
ま
ま
、
こ
の
う
ち
維
那
は

籌
箱
を
開
け
、
蓋
を
大
き
め
の
散
華
鉢
の
上
に
横
に
し
て
、
箱
は

東
側
、
蓋
は
西
側
に
な
る
よ
う
に
並
べ
置
く
。
維
那
は
籌
を
十
ば

か
り
取
り
、
両
方
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
瓶
と
盥
を
持
つ
。
右
の
人

（
第
二
臈
）
は
右
に
瓶
、
左
に
盥
を
持
ち
、
左
の
人
（
第
三
臈
）
は

左
に
瓶
、
右
に
盥
を
持
つ
よ
う
に
す
る
。
維
那
は
籌
を
横
に
し
て

持
ち
、
ま
ず
右
側
へ
差
し
出
す
。
右
側
の
香
水
役
（
第
二
臈
）
が

盥
を
寄
せ
て
水
を
籌
の
端
に
注
い
で
洗
う
。
水
を
注
ぎ
な
が
ら
、

維
那
は
浴
籌
偈
を
唱
え
る
。
籌
を
香
水
で
注
ぎ
終
わ
っ
た
ら
、
今

度
は
籌
を
左
側
へ
差
し
出
し
、
香
水
の
時
と
同
様
に
香
湯
役
（
第

三
臈
）
が
香
湯
を
注
ぐ
。
こ
う
し
て
い
る
間
に
偈
を
誦
し
終
わ
る
。

四
分
布
薩
の
場
合
に
は
、
こ
の
偈
の
「
菩
薩
」
部
分
を
「
羅
漢
」

に
変
更
す
る
。

8
-1

浴
籌
偈

菩
薩
聖
僧
衆

凡
夫
衆
和
合

香
湯
浴
浄
籌

布
薩
度
衆
生

浴
籌
偈
を
唱
え
終
わ
る
と
、
維
那
は
籌
を
横
に
し
て
両
手
に
持

ち
（
た
だ
し
『
規
要
記
』
で
は
後
に
籌
箱
を
移
動
さ
せ
て
い
る
よ
う
な

の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
洗
っ
た
籌
を
箱
に
収
め
て
箱
を
横
に
し
て
両

手
に
持
つ
の
だ
ろ
う
。
詳
し
い
作
法
が
『
規
要
記
』
に
は
な
い
の
で
、

ひ
と
ま
ず
『
私
記
』
に
よ
っ
て
今
後
も
籌
そ
の
も
の
を
持
つ
作
法
に
つ

い
て
記
す
）、
香
水
・
香
湯
の
二
人
の
役
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
左
手
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に
盥
を
持
ち
、
右
手
に
瓶
の
首
を
握
っ
て
、
三
人
同
時
に
起
立
し
、

五
人
そ
ろ
っ
て
後
ろ
側
の
正
面
の
も
と
の
位
置
に
戻
る
。

も
と
の
位
置
に
そ
ろ
っ
て
立
っ
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
調
度
を
持

っ
た
ま
ま
同
時
に
曲
躬
し
て
、
ま
ず
香
湯
役
が
香
湯
手
巾
役
（
第

五
臈
）
の
後
ろ
を
通
っ
て
静
か
に
静じ
よ
う

の
所
へ
行
き
、
静
の
覆
い

を
取
り
、
静
の
柄
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
小
さ
く
曲
躬
す
る
よ
う

に
し
て
静
の
柄
を
洗
う
よ
う
に
、
香
湯
を
少
し
盥
の
中
に
垂
ら
す
。

す
る
と
、
香
湯
手
巾
役
が
香
湯
役
と
同
じ
よ
う
に
静
か
に
静
の
所

へ
向
か
う
。
香
湯
役
が
去
れ
ば
、
香
湯
手
巾
役
は
す
み
や
か
に
静

の
所
に
寄
っ
て
、
静
の
柄
を
拭
く
よ
う
に
し
た
後
、
元
に
戻
す
。

こ
の
時
、
香
水
役
は
香
湯
手
巾
役
に
続
い
て
移
動
し
、
ま
っ
す

ぐ
に
長
老
の
前
に
行
く
（
四
分
布
薩
の
場
合
は
ま
ず
聖
僧
の
椅
子
の

前
に
行
っ
て
作
相
し
、
そ
れ
か
ら
長
老
の
前
に
移
動
す
る
）。
長
老
は

香
水
役
が
来
た
の
を
見
て
合
掌
し
、
香
水
偈
を
唱
え
る
。
香
水
役

は
水
瓶
と
盥
を
持
っ
た
ま
ま
、
ま
ず
は
小
揖
し
、
次
に
蹲
踞
し
て

香
水
を
盥
の
中
に
垂
ら
す
。
香
水
役
は
起
立
し
て
ま
た
小
揖
し
、

次
の
上
座
の
前
に
移
動
す
る
。
香
水
手
巾
役
（
第
四
臈
）
は
香
水

役
に
続
い
て
長
老
の
前
に
至
り
、
香
水
役
が
立
ち
去
る
時
に
、
手

巾
を
両
手
に
持
っ
た
ま
ま
進
み
寄
っ
て
、
ま
ず
は
小
揖
し
、
次
に

蹲
踞
し
て
少
し
右
手
を
捧
げ
て
手
巾
を
進
め
る
。
す
ぐ
に
起
立
し

て
、
ま
た
小
揖
し
、
香
水
役
に
し
た
が
っ
て
次
の
上
座
の
前
に
行

く
。こ

れ
ら
四
人
の
役
者
が
正
面
か
ら
静
の
所
に
至
る
か
長
老
の
前

に
至
れ
ば
、
維
那
は
籌
を
両
手
に
持
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
静
の
所
に

至
り
、
衆
僧
が
香
水
・
香
湯
を
終
え
る
の
を
待
つ
（『
規
要
記
』
で

は
、
維
那
は
籌
箱
を
静
の
所
へ
運
ん
で
い
る
よ
う
で
、
籌
箱
を
静
の
近

く
に
置
き
、
蓋
を
取
っ
て
十
二
〜
十
三
ば
か
り
取
り
出
し
て
横
に
し
て

こ
れ
を
両
手
で
持
っ
て
立
ち
、
役
者
全
員
が
も
と
の
席
に
戻
る
の
を
待

つ
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
）。

香
湯
役
と
香
湯
手
巾
役
は
、
静
の
所
か
ら
香
水
手
巾
役
に
続
い

て
長
老
の
前
に
到
り
、
そ
こ
か
ら
次
の
上
座
の
前
に
到
っ
て
、
香

水
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
す
る
。
続
い
て
香
水
役
は
臈
次
順
に
並

ん
だ
衆
僧
に
次
第
し
て
こ
れ
を
行
う
。
衆
僧
は
香
水
が
来
る
の
を

見
た
ら
、
合
掌
し
て
香
水
偈
を
唱
え
る
。

上
座
以
降
は
長
老
の
前
で
行
っ
た
礼
儀
は
行
わ
ず
、
た
だ
少
し

だ
け
屈
ん
で
盥
を
寄
せ
る
の
み
で
あ
る
。
香
水
が
目
の
前
に
来
た

ら
、
衆
僧
は
両
手
を
盥
の
中
に
入
れ
て
手
の
平
を
上
に
し
て
水
を

受
け
る
。
皆
が
同
じ
よ
う
に
偈
を
唱
え
、
水
を
受
け
る
。
次
に
香

水
手
巾
に
つ
い
て
も
同
様
に
こ
れ
を
行
う
。
さ
ら
に
香
湯
・
香
湯

手
巾
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
作
法
は
香
水
が
自
分
の
前
に
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来
た
時
に
偈
を
唱
え
る
の
で
、
次
々
に
偈
が
連
な
っ
て
唱
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
香
水
の
偈
が
終
わ
れ
ば
す
ぐ
に
連
ね
て
香
湯
の

偈
を
唱
え
る
。

こ
の
よ
う
に
衆
僧
全
員
を
め
ぐ
り
終
わ
る
と
、
四
人
の
役
者
は

も
と
の
正
面
の
場
所
に
戻
っ
て
立
ち
、
調
度
を
持
っ
た
ま
ま
で
同

時
に
曲
躬
し
、
そ
れ
ぞ
れ
所
持
の
も
の
を
も
と
の
場
所
へ
戻
す
。

そ
の
後
、
四
人
は
一
同
に
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
正
面
の
も
と
の
場

所
に
立
ち
、
同
時
に
合
掌
曲
躬
す
る
。
第
二
臈
か
ら
順
に
そ
の
下

座
の
後
ろ
を
合
掌
し
な
が
ら
通
っ
て
も
と
の
座
に
着
く
（『
私
記
』

で
は
こ
の
時
、
第
五
臈
は
合
掌
し
な
が
ら
連
床
の
前
を
通
っ
て
維
那
の

後
ろ
に
至
り
、
少
し
ば
か
り
離
れ
て
叉
手
し
て
立
つ
よ
う
指
示
さ
れ
る
。

彼
が
そ
の
ま
ま
籌
の
回
収
役
を
担
う
の
で
あ
る
）。

以
上
の
衆
僧
の
香
水
・
香
湯
の
作
法
は
、『
行
事
鈔
』
で
は
維

那
（
上
座
）
が
籌
を
洗
っ
て
い
る
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
維
那
が
唱
え
る
洗
籌
偈
が
、
衆
僧
が
次
々
に
唱
え
る
香
水

偈
・
香
湯
偈
と
混
じ
り
合
っ
て
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
避
け
る
た
め
に
、
作
法
が
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

9

敬
白

衆
僧
が
香
水
・
香
湯
を
終
え
、
四
人
の
役
者
が
も
と
の
場
所
に

戻
れ
ば
、
維
那
は
左
手
に
籌
を
握
り
、
右
手
で
静
の
真
ん
中
よ
り

少
し
上
を
持
っ
て
静
を
一
度
打
ち
、
次
の
よ
う
に
敬
白
す
る
。
以

下
、
維
那
の
台
詞
部
分
に
つ
い
て
、
合
行
布
薩
の
場
合
と
四
分
布

薩
の
場
合
と
で
異
な
る
場
合
、
四
分
布
薩
の
場
合
の
台
詞
を
右
側

に
付
す
。

敬
っ
て
申
す
。
大
徳諸

仏
子
よ
、
合
掌
し
て
心
し
て
聞
き
な
さ
い
。

こ
こ
南
閻
浮
提
の
大
日
本
国
某
甲
郡
某
甲
道
場
に
い
る
、
我

が
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
の
遺
法
の
弟
子
た
る
出
家出

家
在
家
の
菩
薩

た
ち
よ
。
私
が
思
う
に
、
生
死
輪
廻
す
る
﹇
期
間
が
こ
ん
な

に
も
﹈
長
劫
に
至
っ
て
い
る
の
は
、
す
な
わ
ち
﹇
こ
れ
ま

で
﹈
無
上
慈
尊
に
お
目
に
か
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

今
生
に
も
し
解
脱
し
た
い
と
い
う
心
を
発
さ
な
け
れ
ば
、
再

び
﹇
六
道
を
輪
廻
し
﹈
流
浪
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら

﹇
今
日
の
﹈
こ
の
日
に
﹇
皆
﹈
同
じ
く
三
宝
を
崇
め
、
毘
尼大

乗

を
渇
仰
し
、
律
師
を
奉
請
し
て
、
衆
生
の
た
め
に
毘
尼
戒
蔵

菩
薩
戒
蔵

を
宣
伝
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
功
徳
を
た
す
け
と
し
て
、

龍
天
八
部
衆
の
威
光
を
自
在
な
ら
し
め
、
皇
帝
陛
下
の
徳
が

民
衆
に
感
化
す
る
こ
と
極
ま
り
な
く
、
王
子
や
諸
宮
の
福
寿

が
万
葉
に
も
延
長
し
、
師
僧
・
父
母
が
常
に
安
寧
を
保
ち
つ

づ
け
ま
す
よ
う
に
。
見
聞
随
喜
す
る
宿
業
の
障
り
が
氷
の
よ
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う
に
解
け
、
三
途
四
趣
の
罪
業
が
霜
の
よ
う
に
消
え
ま
す
よ

う
に
。
願
わ
く
ば
我
等
と
法
界
の
有
情
と
が
、
同
じ
く
浄
土

に
生
ま
れ
ま
す
よ
う
に
。

次
に
も
う
一
度
静
を
打
ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

諸
仏
子
よ
、
諦あ
き

ら
か
に
聞
き
な
さ
い
。
あ
な
た
た
ち
は
今
身

よ
り
仏
身
に
至
る
ま
で
の
そ
の
中
間
に
お
い
て
、
邪
を
捨
て

て
正
に
帰
り
、
悪
を
断
じ
善
を
修
し
、
菩
提
心
を
発
し
、
菩

薩
戒
を
持
ち
、
菩
薩
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
、
で
き

ま
せ
ん
か
。

こ
れ
ら
の
維
那
の
台
詞
は
、『
行
事
鈔
』
に
は
全
く
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
し
か
し
『
私
記
』
の
「
梵
網
布
薩
章
第
七
」
に
は
、

維
那
（
唱
白
師
）
が
静
を
一
打
し
た
後
、「
敬
テ
白
ス
。
諸
仏
子
」

等
の
敬
白
を
し
た
後
、
も
う
一
度
静
を
打
ち
、「
諸
仏
子
諦
聴
」

等
を
唱
え
る
と
あ
る(46)。
こ
れ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
台

詞
は
い
ず
れ
も
『
明
曠
疏
』
を
典
拠
と
し
た
も
の
で
、
最
初
の
敬

白
文
は
前
述
の
法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
付
属
の
「
自
恣
作

法
」
内
で
語
ら
れ
る
台
詞
（【
資
料
1
】
ア
）、
良
忍
『
略
布
薩
作

法
』
内
で
語
ら
れ
る
台
詞
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
ま
た
再
度
の
打
静

後
に
語
ら
れ
る
「
諸
仏
子
諦
聴
」
か
ら
始
ま
る
台
詞
は
、
前
述

「
自
恣
作
法
」
内
で
語
ら
れ
る
台
詞
（【
資
料
2
】
イ
）
に
続
く
文

で
あ
る
。

10

籌
収
護

維
那
は
静
を
一
打
し
、
次
の
よ
う
に
三
度
訴
え
る
。

大
徳諸

仏
子
よ
、
諦
ら
か
に
聴
き
な
さ
い
。
皆
の
中
の
若
い
者
で
、

誰
か
籌
の
収
護
を
し
て
く
れ
る
人
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

若
い
役
者
で
最
下
臈
の
者
が
座
か
ら
立
ち
、
維
那
の
後
ろ
に
行

っ
て
合
掌
し
て
立
つ
。

『
行
事
鈔
』
に
は
「
収
護
の
収
は
衆
具
を
整
理
す
る
こ
と
を
意

味
し
、
護
は
法
事
を
監
督
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
籌
の
回
収
者
を
選
出
す
る
作
法
で
あ
る
。

11

清
浄
菩
薩
の
入
堂

維
那
は
静
を
一
打
し
、
次
の
よ
う
に
三
度
訴
え
る
。

大
徳諸

仏
子
よ
、
諦
ら
か
に
聴
き
な
さ
い
。
堂
外
に
清
浄
の
大
沙
門菩

薩
が
お
り
ま
す
。﹇
彼
が
堂
内
に
﹈
入
り
ま
す
。

12

行
籌

維
那
は
静
を
一
打
し
、
次
の
よ
う
に
三
度
訴
え
る
。

大
徳諸

仏
子
よ
、
諦
ら
か
に
聴
き
な
さ
い
。
こ
の
若
い
役
者
が
収
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護
役
を
引
き
受
け
、
外
の
清
浄
の
大
沙
門菩

薩
は
﹇
堂
内
に
﹈
入

り
ま
し
た
。﹇
堂
の
﹈
内
も
外
も
寂
静
で
、
難
事
も
あ
り
ま

せ
ん
。
籌
を
行
じ
布
薩
を
行
う
環
境
が
整
い
ま
し
た
。
私
は

仏比丘
子
某
甲
、
僧衆

の
た
め
に
籌
を
行
じ
布
薩
を
行
い
ま
す
。
僧衆

は
一
心
に
念
じ
て
布
薩
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
ぞ
上
中

下
座
と
次
第
し
て
、
如
法
に
籌
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

維
那
は
静
を
一
打
し
、
か
す
か
な
声
で
次
の
よ
う
に
一
度
説
く
。

﹇
皆
さ
ん
﹈
全
員
が
菩
薩
人
﹇
が
配
る
﹈
籌
を
受
け
て
く
だ

さ
い
（
あ
る
い
は
、﹇
皆
さ
ん
﹈
全
員
が
菩
薩
嘱
授
人
か
ら
籌
を

受
け
て
く
だ
さ
い
）。

こ
れ
を
聞
い
た
長
老
以
下
の
衆
僧
は
皆
連
床
か
ら
下
り
て
、
坐

具
を
敷
き
、
踋湖
跪
合
掌
す
る
。

維
那
は
籌
を
横
に
し
て
両
手
で
持
ち
、
長
老
の
前
に
至
る
（
四

分
布
薩
で
は
ま
ず
聖
僧
前
に
至
る(47)）。
維
那
は
籌
を
持
っ
た
ま
ま
で

小
揖
し
、
次
に
蹲
踞
し
て
右
手
で
籌
を
一
支
取
り
、
長
老
の
手
の

上
に
横
に
し
て
置
く
と
、
起
立
し
て
再
び
小
揖
し
、
次
の
上
座
の

前
へ
移
動
す
る
。
上
座
以
降
に
は
小
揖
は
行
わ
な
い
。
長
老
は
維

那
が
前
に
来
た
ら
香
水
偈
の
時
と
同
じ
よ
う
に
受
籌
偈
を
唱
え
な

が
ら
、
手
の
平
を
上
に
し
て
両
手
を
上
げ
、
籌
を
受
け
る
。

12
-1

受
籌
偈

金
剛
無
礙
解
脱
籌

難
得
難
遇
如
今
果

我
今
頂
戴
歓
喜
受

一
切
衆
生
亦
如
是

収
護
役
は
静
の
と
こ
ろ
か
ら
、
維
那
に
し
た
が
っ
て
歩
み
、
維

那
が
長
老
に
籌
を
授
け
て
立
ち
去
る
時
に
進
み
寄
り
、
ま
ず
合
掌

曲
躬
し
て
、
蹲
踞
し
て
長
老
か
ら
籌
を
受
け
取
り
、
籌
を
両
手
に

持
っ
た
ま
ま
立
ち
上
が
っ
て
小
揖
す
る
。
長
老
は
こ
の
時
、
還
籌

偈
を
唱
え
る
。

12
-2

還
籌
偈

具
足
清
浄
受
此
籌

具
足
清
浄
還
此
籌

堅
固
喜
捨
無
欠
犯

一
切
衆
生
亦
如
是

収
護
役
は
維
那
に
し
た
が
っ
て
、
臈
次
順
に
衆
僧
を
め
ぐ
り
、

籌
を
集
め
る
。

『
私
記
』
に
は
、
近
年
、
偈
文
の
中
に
「
我
今
頂
戴
」
と
あ
る

か
ら
籌
を
受
け
た
ら
こ
れ
を
額
に
触
れ
る
よ
う
に
し
、
偈
文
の
中

に
「
還
此
籌
」
と
あ
る
か
ら
籌
を
返
す
時
は
受
け
取
っ
た
籌
を
逆

手
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
か
ら
収
護
者
に
返
す
、
と
い
う
者
が
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
る
べ
く
し
な
い
方
が
い
い
と
さ
れ
る
。

作
法
が
乱
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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全
員
の
籌
が
集
ま
る
と
、
維
那
と
収
護
役
は
堂
の
北
側
の
連
床

の
中
ほ
ど
に
到
り
、
連
床
か
ら
二
、
三
尺
ば
か
り
離
れ
た
所
で
、

互
い
に
籌
を
横
に
し
て
持
ち
、
立
っ
て
向
か
い
合
う
。
こ
の
時
、

維
那
は
東
側
、
収
護
役
は
西
側
に
立
つ
。
互
い
に
小
揖
し
て
か
ら

踋湖
跪
し
て
、
ま
ず
維
那
が
自
分
の
籌
一
支
を
右
手
に
握
っ
て
横
に

し
て
額
の
高
さ
ほ
ど
に
捧
げ
、
受
籌
偈
を
唱
え
る
。
続
い
て
還
籌

偈
を
唱
え
る
時
に
籌
を
収
護
役
に
返
す
。
収
護
役
が
こ
れ
を
受
け

取
る
と
、
も
う
一
支
籌
を
取
っ
て
収
護
役
に
授
け
る
。
収
護
役
は

こ
れ
を
受
け
取
り
、
同
様
に
右
手
に
捧
げ
て
受
籌
偈
・
還
籌
偈
を

唱
え
る
。
偈
を
唱
え
終
わ
る
と
維
那
と
収
護
役
は
と
も
に
立
ち
上

が
り
、
維
那
は
静
の
所
に
戻
り
、
収
護
役
は
籌
を
横
に
し
て
持
っ

て
長
老
の
前
に
持
参
し
、
籌
を
持
っ
た
ま
ま
小
揖
蹲
踞
し
、
籌
を

渡
し
て
静
の
所
へ
戻
る
。

静
の
所
に
戻
っ
た
維
那
が
静
を
一
打
し
て
「
次
に
沙
弥
籌
を
行

う
」
と
宣
言
し
て
比
丘
の
時
と
同
じ
よ
う
に
受
籌
・
還
籌
し
、
先

ほ
ど
と
同
様
に
収
護
役
は
集
め
た
籌
を
長
老
に
渡
す
。
収
護
役
が

静
の
所
に
戻
っ
た
後
、
維
那
が
静
を
一
打
し
て
「
次
に
在
家
籌
を

行
う
」
と
宣
言
し
た
後
に
同
様
に
受
籌
・
還
籌
し
、
収
護
役
は
集

め
た
籌
を
長
老
に
渡
す
。
維
那
も
収
護
役
も
左
回
り
で
も
と
の
座

に
戻
る
。
長
老
が
籌
を
総
合
し
終
わ
る
と
、
維
那
が
長
老
の
前
に

行
き
、
ま
ず
曲
躬
・
合
掌
・
蹲
踞
す
る
。
長
老
は
籌
を
横
た
え
て

両
手
に
持
ち
「
こ
の
一
住
処
の
一
布
薩
、
出
家
菩
薩
﹇
若
干
人
、

在
家
菩
薩
若
干
人
﹈、
都
合
若
干
人
」
と
述
べ
て
籌
を
維
那
に
渡

す
。
維
那
は
両
手
を
掲
げ
て
こ
れ
を
受
け
取
り
、
籌
を
横
た
え
て

持
っ
て
起
立
小
揖
し
、
後
門
を
く
ぐ
っ
て
静
所
へ
到
る
。

『
規
要
記
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
籌
は
受
け
取
っ
た
長
老
が
数

え
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
お
り
、『
私
記
』
に
よ
れ
ば
同
様
の
作
法

が
飯
山
寺
・
覚
園
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
。
一
方
、
泉
涌
寺
で
は
収

護
役
が
数
え
て
長
老
に
籌
を
渡
す
時
に
数
を
報
告
す
る
作
法
が
と

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

静
の
所
へ
戻
っ
た
維
那
は
、
籌
を
持
ち
静
を
一
打
し
て
次
の
よ

う
に
呼
び
か
け
、
静
を
一
打
す
る
。

大
徳諸
仏
子
よ
、
諦
ら
か
に
聴
き
な
さ
い
。
こ
の
一
住
処
の
一
布

薩
に
は
、
已
受
大
僧
・
比
丘
若
干

菩
薩
大
戒
者
、
大
僧弁

事
衆
（
長
老
に
侍
し
て
雑

務
を
行
う
者
）
若
干
、
結
縁
衆
若
干
、
都
合
若
干
。
そ
れ
ぞ

れ
に
仏
法
中
に
清
浄
出
家
し
、
和
合
布
薩
を
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
上
は
仏
の
教
え
に
し
た
が
い
、
中
は
四
恩
に
報
い
、

下
は
衆
生
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
律経

に
あ
る
清
浄
妙
偈
を
誦

し
ま
し
ょ
う
。

唐招提寺蔵『布薩規要記』
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12
-3

清
浄
妙
偈

清
浄
如
満
月

清
浄
得
布
薩

身
口
業
清
浄

爾
乃
応
布
薩

13

取
籌

清
浄
妙
偈
を
唱
え
終
わ
っ
た
な
ら
、
維
那
は
籌
を
持
っ
て
静
の

所
か
ら
仏
前
（
正
面
）
の
拝
席
の
前
に
至
り
、
小
揖
し
て
履
物
は

着
け
ず
に
、
歩
み
寄
っ
て
籌
箱
に
籌
を
収
め
る
（『
規
要
記
』
で
は

維
那
は
籌
箱
ご
と
静
の
所
へ
移
動
さ
せ
て
い
る
の
で
、
籌
箱
を
持
っ
て

移
動
す
る
）。
こ
の
時
、
籌
を
二
支
取
り
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
左
右

の
盥
の
上
の
瓶
の
そ
ば
（『
私
記
』
で
は
瓶
の
前
に
横
に
し
て
置
く
と

指
示
さ
れ
る
）
に
置
き
、
籌
箱
の
蓋
を
閉
め
る
。
花
合
を
取
っ
て
、

籌
箱
の
上
に
置
く
。
起
立
問
訊
し
て
（『
私
記
』
で
は
起
立
合
掌
の

み
）
坐
具
の
所
に
戻
る
。
履
物
を
脱
い
で
香
水
・
香
湯
の
時
か
ら

広
げ
た
ま
ま
の
坐
具
の
中
央
で
蹲
踞
し
た
後
、
右
手
で
坐
具
を
取

る
。
こ
の
時
、
維
那
は
「
7

維
那
行
事
作
法
」
の
最
初
に
脱
い

だ
履
物
を
着
け
、
坐
具
を
畳
ん
で
臂
に
懸
け
、
つ
い
で
合
掌
小
揖

す
る
。

14

請
戒
師

維
那
は
ま
っ
す
ぐ
に
仏
前
を
通
っ
て
説
戒
師
と
な
る
長
老
の
所

へ
行
き
、
問
訊
（『
私
記
』
に
は
小
揖
）
す
る
。
こ
の
時
、
長
老
も

合
掌
す
る
。
維
那
は
坐
具
を
広
げ
、
踋湖
跪
合
掌
し
て
長
老
を
説
戒

師
と
し
て
請
う
。

維
那
「
上
座
よ
、
慈
悲
を
も
っ
て
衆
の
た
め
に
説
戒
を
し
て
く

だ
さ
い
」

長
老
「
こ
の
説
戒
事
、
ま
さ
に
私
が
行
い
ま
し
ょ
う
」

も
し
長
老
以
外
の
人
が
説
戒
す
る
時
に
は
、
長
老
が
次
の
よ
う

に
教
勅
す
る
。「
皆
さ
ん
の
中
に
某
甲
律
師
と
い
う
方
が
い
ま
す
。

彼
の
所
に
行
っ
て
僧
差
説
戒
と
言
い
な
さ
い
」
と
。
維
那
は
こ
の

勅
を
受
け
て
、
彼
の
座
前
の
下
に
坐
具
を
広
げ
て
、
互
跪
し
て

「
僧
差
説
戒
」
と
一
度
言
う
。
た
だ
し
『
規
要
記
』
に
は
こ
の
作

法
は
「
四
分
布
薩
時
」
と
さ
れ
て
お
り
、
合
行
布
薩
の
場
合
に
は

他
の
者
を
差
す
こ
と
な
く
、
必
ず
長
老
が
説
戒
師
役
を
行
っ
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
『
私
記
』
は
こ
の
場
合
の
長
老
の

台
詞
を
以
下
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

こ
の
説
戒
事
、
某
甲
に
任
せ
ま
し
ょ
う
。
戒
文
に
通
じ
て
い

な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
衆
僧
を
悩
ま
せ
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。
こ
の
中
に
は
某
甲
が
い
ま
す
。
律
師
は
説
戒
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
さ
に
行
っ
て
「
僧
差
説
戒
」
と
言
い
な

さ
い
。
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維
那
は
次
に
唄
師
の
前
に
行
き
、
問
訊
（『
私
記
』
の
場
合
は
小

揖
）
し
て
か
ら
静
の
所
へ
戻
る
。『
私
記
』
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
請

唄
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
唄
師
は
合
掌
し
て
こ
れ
に
応
え
る
。
説

戒
を
す
る
人
の
方
が
身
分
が
上
な
の
で
、
先
に
請
唄
し
、
後
に
説

戒
を
差
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。

維
那
は
両
師
を
差
し
終
わ
っ
た
ら
合
掌
し
た
ま
ま
後
門
を
通
っ

て
静
所
に
戻
り
、
一
打
し
て
説
戒
師
と
唄
師
が
決
ま
っ
た
こ
と
を

告
げ
る
。

大
徳
僧
よ
聴
け

諸
仏
子
よ
諦
ら
か
に
聴
け
。
僧衆

は
律
師
某
甲
大
徳
を
差
し
て
、

衆僧
の
た
め
に
説
戒
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
梵
唄唄
匿
は
某
甲
律
師

で
す
。﹇
説
戒
師
は
﹈
高
座
に
昇
っ
て
く
だ
さ
い
。

指
名
さ
れ
た
説
戒
師
は
座
か
ら
立
ち
上
が
り
、
坐
具
を
取
っ
て

臂
に
懸
け
、
合
掌
し
た
ま
ま
左
回
り
に
正
面
か
ら
拝
席
の
前
に
到

っ
て
、
ま
ず
合
掌
曲
躬
。
こ
の
時
に
は
衆
僧
も
合
掌
す
る
。
再
び

正
面
の
大
香
炉
の
所
へ
行
き
、
焼
香
す
る
。
喝
食
・
八
斎
戒
・
行

者
な
ど
が
香
合
を
持
っ
て
い
る
時
は
、
説
戒
師
が
香
炉
の
所
へ
行

っ
た
時
に
、
香
水
の
方
か
ら
歩
み
寄
っ
て
香
合
を
開
け
、
蓋
を
下

に
重
ね
て
両
手
に
捧
げ
る
。
説
戒
師
は
香
を
取
っ
て
焼
香
し
、
そ

の
後
は
香
合
を
持
っ
て
一
人
で
高
座
に
昇
り
、
卓
上
に
香
合
を
置

く
。

説
戒
師
は
焼
香
が
終
わ
れ
ば
も
と
の
拝
席
に
戻
り
、
合
掌
曲
躬

し
て
坐
具
を
敷
き
、
三
拝
。
こ
の
時
の
第
三
拝
は
和
南
問
訊
で
、

先
に
右
、
次
に
左
に
揖
す
る
。
拝
し
終
わ
れ
ば
踋湖
跪
合
掌
し
て
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

稽
首
和
南
し
て
皆
さ
ん
に
申
し
上
げ
ま
す
。
指
名
に
よ
り
戒

を
誦
し
ま
す
が
、
間
違
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
同
じ

く
誦
す
方
は
ど
う
ぞ
正
し
て
く
だ
さ
い
。

述
べ
終
わ
っ
た
ら
一
拝
し
て
坐
具
を
収
め
、
小
揖
す
る
。
こ
の

時
は
和
南
礼
で
は
な
い
。
衆
僧
は
こ
の
時
、
止
ま
っ
て
合
掌
す
る

こ
と
。
こ
の
台
詞
は
『
規
要
記
』
の
最
末
に
書
き
付
け
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

説
戒
師
は
坐
具
を
取
り
、
問
訊
し
て
聖
僧
前
に
到
る
。
あ
る
い

は
僧
差
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
の
が
年
少
の
比
丘
で
あ
っ
た
場
合

は
長
老
の
前
で
は
問
訊
し
て
か
ら
、
聖
僧
前
に
到
る
。『
規
要
記
』

の
こ
の
部
分
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
合
行
布
薩
時
に
は
置
か
れ
て

い
な
い
は
ず
の
「
聖
僧
」
が
突
然
表
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
四
分
布

薩
の
場
合
を
示
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

15

登
座

説
戒
師
は
高
座
（【
資
料
4
】
で
は
「
椅
子
」、【
資
料
5
】【
資
料

唐招提寺蔵『布薩規要記』
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二一

大香炉

法
座

三
【資料6】 散華・香水・香湯の

三役の整列

6
】
で
は
「
法
座
」
と
さ
れ
る
）
を
一
段
ご
と
足
を
揃
え
る
よ
う
に

昇
る
。
高
座
に
昇
っ
た
ら
、
ま
ず
椅
子
と
卓
と
の
間
に
横
に
入
り
、

脚
踏
の
上
に
立
っ
て
、
衆
僧
に
向
か
っ
て
小
揖
し
、
焼
香
す
る
。

ま
た
小
揖
し
て
、
椅
子
に
着
す
。
尻
を
椅
子
に
懸
け
、
両
手
で
卓

を
引
き
寄
せ
、
正
し
く
坐
し
、
ま
た
卓
を
引
き
寄
せ
る
。
坐
具
を

取
り
、
椅
子
に
置
く
。

16

散
華
・
焼
香

説
戒
師
が
高
座
に
昇
っ
て
い
る
時
、
役
者
の
う
ち
下
臈
の
三
名

は
座
か
ら
下
り
、
合
掌
問
訊
（『
私
記
』
に
は
合
掌
曲
躬
）
し
、
合

掌
し
た
ま
ま
臈
次
順
に
仏
前
（
正
面
）
に
到
る
。
上
臈
は
半
畳
の

前
、
次
臈
は
南
、
下
臈
は
北
に
、
一
列
に
立
つ
（【
資
料
6
】
参

照
）。
整
え
ば
、
同
時
に
合
掌
曲
躬
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
机
に
進
み

寄
っ
て
、
上
臈
も
履
物
は
脱
が
ず
に
半
畳
の
左
の
方
か
ら
寄
せ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
調
度
を
取
る
。
左
右
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
ず
盥

の
上
の
籌
を
取
り
、
瓶
の
中
に
入
れ
て
、
次
に
中
に
瓶
が
入
っ
た

盥
を
取
り
、
左
手
に
持
つ
。
真
ん
中
の
一
人
は
散
華
鉢
を
取
り
、

左
手
に
据
え
持
つ
。

維
那
は
静
を
一
打
し
、
散
華
偈
を
唱
え
る
。

16
-1

散
華
偈

散
花
荘
厳
浄
光
明

荘
厳
宝
花
以
為
帳

散
衆
宝
花
遍
十
方

供
養
一
切
諸
如
来

偈
が
衆
僧
同
音
に
な
っ
た
ら
、
三
人
同
時
に
立
ち
、
香
水
役
は

少
し
後
ろ
へ
下
が
り
、
散
華
役
が
香
水
の
前
を
通
っ
て
、
上
座
の

前
か
ら
後
門
へ
と
右
回
り
に
歩
き
な
が
ら
散
華
す
る
。
こ
の
時
、

角
は
九
十
度
に
折
れ
て
歩
く
こ
と
。
自
分
が
歩
く
所
（
中
道
）
に

は
散
せ
ず
、
左
右
両
辺
へ
散
ら
す
。
次
に
香
水
、
次
に
香
湯
、
遠

か
ら
ず
近
か
ら
ず
間
を
空
け
て
歩
く
こ
と
。
湯
水
の
役
者
は
そ
れ

ぞ
れ
に
右
手
を
逆
手
に
し
て
小
指
を
上
に
、
親
指
・
人
差
し
指
は

下
に
な
る
よ
う
に
、
籌
を
散
杖
の
よ
う
に
し
て
持
ち
、
散
華
と
同

じ
く
灑
水
し
な
が
ら
歩
く
。
偈
が
終
わ
ら
な
い
内
に
一
周
回
り
、
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終
わ
る
時
に
は
素
早
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
回
っ
て
、
聖
僧
の
座
の
西

あ
た
り
（『
私
記
』
に
は
正
面
拝
席
の
南
側
の
連
床
の
西
端
、【
資
料

4
】
の
上
一
席
の
前
ほ
ど
）
に
至
り
、
三
人
で
品
の
字
に
立
ち
、
調

度
を
持
っ
た
ま
ま
向
か
い
合
っ
て
同
時
に
金
輪
蹲
踞
（『
私
記
』
に

は
小
揖
蹲
踞
）
す
る
。
こ
の
時
、
散
華
師
は
東
側
、
西
に
向
き
、

香
湯
役
は
南
側
、
北
に
向
き
、
香
水
役
は
北
側
、
南
に
向
く
。
香

湯
役
は
持
っ
て
い
る
瓶
の
中
の
湯
を
、
香
水
役
が
持
っ
て
い
る
瓶

の
中
に
少
し
入
れ
、
香
水
役
は
香
湯
が
入
っ
た
所
持
の
瓶
を
、
散

華
鉢
の
中
に
渡
し
て
偈
が
終
わ
る
の
を
待
つ
。
偈
が
終
わ
れ
ば
三

人
一
緒
に
立
ち
、
調
度
を
持
っ
た
ま
ま
で
同
時
に
小
揖
す
る
。
両

片
の
香
水
・
香
湯
の
役
者
は
正
面
拝
席
の
前
に
到
り
、
も
と
の
場

所
に
立
っ
て
同
時
に
小
揖
し
、
そ
れ
ぞ
れ
進
み
寄
っ
て
、
も
と
の

よ
う
に
机
の
上
に
盥
を
置
く
。
再
び
二
人
で
も
と
の
場
所
に
立
っ

て
同
時
に
合
掌
小
揖
。
臈
次
順
に
自
分
の
座
に
戻
っ
て
合
掌
し
た

ま
ま
着
座
す
る
。

散
華
偈
が
終
わ
れ
ば
、
維
那
は
す
み
や
か
に
静
を
一
打
す
る
。

唄
師
が
静
の
音
に
合
わ
せ
て
、
合
掌
し
て
唄
を
始
め
る
。
唄
師
が

唄
を
出
し
て
い
る
間
、
維
那
は
静
の
所
で
合
掌
し
て
立
つ
。
説
戒

師
も
唄
の
間
は
合
掌
、
衆
僧
は
散
華
偈
か
ら
焼
香
偈
が
終
わ
る
ま

で
合
掌
の
姿
勢
を
た
も
つ
こ
と
。

16
-2

優
婆
離
唄

稽キ

首シ
ユ

礼リ
イ

諸シ
イ

仏フ
ツ

及キ
ツ

法ハ

比ヒ
イ

丘キ
ウ

僧ス
ン

今キ
ン

演エ
ン

毘ビ

尼ニ

法ハ

令リ
ン

正シ
ン

法ハ
ツ

久キ
ウ

住ス

乀
四
分
ニ
ハ

優イ
ウ

婆ボ

離リ

為井

首シ
ユ

及キ

余イ

身シ
ン

証シ

者シ
ヤ

乀
梵
網
ニ
ハ

文フ
ン

殊シ
ユ

尊ソ
ン

菩ホ

薩サ
ツ

今キ
ン

説セ
ツ

戒カ
イ

自シ

要エ
ウ

義ニ

諸シ

恣シ

法ハ

賢エ

咸ア
ン

共
ク
井
ヨ
ウ

聴チ
ン

「
優
婆
離
唄
」
に
は
細
か
く
ル
ビ
と
博
士
が
振
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
宋
音
で
発
声
す
る
唄
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
四
分
布
薩
の

場
合
に
は
「
優
婆
離
を
首
と
為
し
、
お
よ
び
そ
の
他
の
悟
り
を
得

た
者
た
ち
よ
」
と
謳
わ
れ
る
部
分
が
、
梵
網
布
薩
の
場
合
に
は

「
文
殊
尊
を
首
と
為
し
、
お
よ
び
そ
の
他
の
菩
薩
た
ち
よ
」
と
改

変
さ
れ
て
謳
わ
れ
る
。
偈
頌
な
ど
は
合
行
布
薩
で
は
呉
音
で
発
音

す
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
の
唄
の
み
は
宋
音
で
発
声
さ
れ
る
伝
統

を
維
持
し
て
い
る
。

唄
が
始
ま
る
と
散
華
人
は
起
立
し
て
、
先
ほ
ど
と
は
逆
に
左
回

り
に
歩
い
て
散
華
灑
水
す
る
。
こ
の
時
は
先
ほ
ど
散
し
な
か
っ
た

中
道
に
散
す
。
散
華
は
四
、
五
回
、
水
は
三
滴
ば
か
り
（『
私
記
』

に
は
花
は
三
度
、
水
は
一
度
と
さ
れ
る
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
唄
の
間

に
一
周
し
終
わ
る
。
だ
い
た
い
「
義
」
の
字
の
時
に
後
門
に
来
る

よ
う
に
時
間
調
節
す
る
こ
と
。
も
し
一
周
で
き
な
け
れ
ば
、
唄
が

終
わ
っ
て
静
が
打
た
れ
れ
ば
、
そ
の
場
で
小
揖
し
て
、
正
面
に
到
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り
、
花
水
を
机
の
上
に
返
す
。
瓶
は
両
方
に
嘴
を
合
わ
せ
る
よ
う

に
置
き
、
籌
は
二
支
と
も
箱
に
納
め
る
。
そ
の
後
起
立
合
掌
し
て
、

も
と
の
座
に
戻
る
。

焼
香
役
は
、
唄
の
中
頃
、「
義
」
の
字
の
頃
に
、
座
を
下
り
て

坐
具
を
取
っ
て
臂
に
懸
け
、
香
合
を
持
っ
て
合
掌
小
揖
し
、
合
掌

し
た
ま
ま
正
面
の
拝
席
の
前
に
到
る
。
ま
ず
曲
躬
し
て
大
香
炉
の

所
に
寄
り
、
焼
香
し
て
か
ら
屈
ん
で
手
香
炉
を
取
り
、
半
畳
の
右

の
方
に
置
い
て
も
と
の
拝
席
の
前
に
立
つ
。
曲
躬
合
掌
し
て
、
坐

具
を
敷
き
三
拝
す
る
。
こ
の
頃
に
は
唄
が
終
わ
る
。

な
お
『
規
要
記
』
に
は
こ
の
他
に
「
梵
唄
」
と
さ
れ
る
唄
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
は
「
半
分
後
門
に
至
る
。
散
華
帰

る
」
の
注
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ゆ
っ
く
り
散
華
灑
水
す
る
た

め
に
優
婆
離
唄
の
後
に
梵
唄
を
出
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

16
-3

梵
唄

如ジ
ヨ

来ラ
イ

妙ベ
ウ

色セ
キ

身シ
ン

世セ
イ

間カ
ン

無ブ

与ヨ

等ト
ウ

無ブ

比ヒ

不フ

思シ

議キ

是シ

故コ

今キ
ン

敬ケ
イ

礼レ
イ

乀
半
分
後
門
ニ
至
散
花
帰

如シ
ヨ

来ラ
イ

色セ
キ

無フ

尽シ
ン

○
智チ

慧ケ
イ

亦エ
キ

復フ

然
セ
ン
ナ
イ

一イ
ツ

切セ
イ

法ハ
ツ

常シ
ヤ
ウ

住チ
ウ

○
是シ

故コ

我カ

帰キ

依イ

処シ
ヨ

世セ
イ

界カ
イ

如シ
ヨ

虚キ
ヨ

空コ
ウ

如シ
ヨ

蓮レ
ン

花ク
ワ

不フ

着チ
ヤ
ク

水ス
イ

心シ
ン

清セ
イ

浄セ
イ

超テ
ウ

於ヨ

彼ヒ

稽ケ

首シ
ユ

礼レ
イ

無フ

上シ
ヤ
ウ

唄
が
終
わ
れ
ば
維
那
は
「
伝
香
説
偈
」
と
唱
え
て
静
を
一
打
し
、

焼
香
偈
を
誦
す
。「
解
」
の
字
か
ら
は
諸
衆
同
音
。

16
-4

焼
香
偈

戒
香
定
香
解
脱
香

光
明
雲
台
遍
法
界

供
養
十
方
無
量
仏

見
聞
普
薫
証
寂
滅

焼
香
役
は
出
偈
が
始
ま
る
と
、
踋湖
跪
し
て
手
香
炉
を
取
り
、
焼

香
し
て
蹲
踞
の
姿
勢
で
両
手
に
捧
げ
持
つ
。
説
戒
師
は
、
焼
香
偈

の
間
し
ば
ら
く
手
香
炉
を
取
り
焼
香
す
る
。

焼
香
役
は
偈
が
終
わ
れ
ば
手
香
炉
を
再
び
半
畳
の
右
の
方
の
場

所
に
置
き
、
一
拝
し
て
坐
具
を
取
る
。
問
訊
（『
私
記
』
に
は
合
掌

曲
躬
）
し
て
か
ら
、
屈
ん
で
手
香
炉
を
取
っ
て
、
も
と
の
場
所
に

置
く
。

維
那
は
静
を
二
打
。
維
那
と
焼
香
役
は
同
時
に
問
訊
し
て
、
焼

香
役
は
合
掌
し
た
ま
ま
も
と
の
座
に
戻
り
着
す
。
維
那
は
静
に
覆

い
を
か
ぶ
せ
た
後
、
合
掌
し
た
ま
ま
も
と
の
座
に
戻
る
。

17

梵
網
説
戒

説
戒
師
は
麈
尾
を
取
っ
て
、
戒
尺
の
上
を
前
後
に
払
い
、
麈
尾
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を
置
い
て
、
戒
尺
一
丁
す
る
。
麈
尾
を
取
っ
て
右
手
に
渡
し
、
毛

の
方
を
左
手
に
取
り
、
序
文
を
誦
す
（『
私
記
』
で
は
維
那
と
焼
香

役
が
も
と
の
座
に
戻
っ
た
ら
、
説
戒
師
は
お
も
む
ろ
に
戒
尺
を
二
下
し
、

手
香
炉
を
持
っ
て
戒
序
を
誦
す
よ
う
指
示
さ
れ
る
）。

17
-1

戒
序

諸
仏
子
等
合
掌
し
て
至
心
に
聴
け
。
我
今
諸
仏
大
戒
の
序
を

説
か
ん
と
欲
す
。
衆
集
黙
然
し
て
聴
け
。
自
ら
罪
有
る
を
知

ら
ば
ま
さ
に
懺
悔
す
べ
し
。
懺
悔
す
れ
ば
即
ち
安
楽
な
り
。

懺
悔
せ
ざ
れ
ば
罪
益
深
し
。
罪
無
き
者
は
黙
然
せ
よ
。
黙
然

す
る
故
に
ま
さ
に
衆
は
清
浄
な
り
と
知
る
べ
し
。
諸
大
徳
・

優
婆
塞
・
優
婆
夷
等
諦
ら
か
に
聴
け
。
仏
滅
度
の
後
の
像
法

中
に
於
い
て
は
、
ま
さ
に
波
羅
提
木
叉
を
尊
敬
す
べ
し
。
波

羅
提
木
叉
は
す
な
わ
ち
こ
れ
こ
の
戒
な
り
。
こ
の
戒
を
た
も

つ
時
、
暗
に
し
て
明
に
遇
う
が
如
し
。
貧
に
し
て
宝
を
得
る

が
如
し
。
病
に
し
て
差
を
得
る
が
如
し
。
囚
繫
に
し
て
獄
を

出
る
が
如
し
。
遠
く
行
く
者
帰
る
こ
と
を
得
る
が
如
し
。
ま

さ
に
知
る
べ
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
こ
の
衆
等
は
大
師
な
り
。

若
し
く
は
仏
住
の
世
も
こ
れ
と
異
な
る
こ
と
無
し
。
怖
心
は

生
じ
難
く
、
善
心
は
発
し
難
し
。
故
に
経
に
云
く
「
小
罪
を

軽
ん
じ
る
な
か
れ
、
以
て
殃わ

ざ
わ

い
無
し
と
せ
ん
。
水
滴
は
微か
す

か
な
り
と
雖
も
漸
く
大
器
に
盈み
つ

る
。
刹
那
に
罪
殃
を
造
れ
ば

無
間
に
堕
す
。
一ひ
と

え
に
人
身
を
失
え
ば
万
劫
に
も
復か
え

ら
ず
。

壮
色
の
停と
ま

ら
ざ
る
こ
と
猶な
お

し
奔
馬
の
如
し
。
人
命
の
無
常
な

る
こ
と
山
水
に
過
ぐ
。
今
日
存
す
と
雖
も
明
は
ま
た
保
ち
難

し
。
衆
等
各
各
一
心
に
勤
修
精
進
せ
よ
。
慎
し
ん
で
懈
怠
懶

惰
し
ほ
し
い
ま
ま
に
睡
眠
す
る
こ
と
な
か
れ
。
夜
は
即
ち
摂

心
し
三
宝
に
存
念
せ
よ
。
空
し
く
過
ご
し
徒
ら
に
疲
労
を
設

け
て
後
代
に
深
く
悔
い
る
こ
と
な
か
れ
。
衆
等
各
各
一
心
に

謹
め
て
こ
の
戒
に
依
り
、
如
法
に
修
行
し
、
ま
さ
に
学
ぶ
べ

し
（『
大
正
』
二
四
、
一
〇
〇
三
頁
上
〜
中
）。

衆
僧
は
こ
れ
を
合
掌
し
て
聞
く
。
た
だ
し
「
ま
さ
に
衆
は
清
浄

な
り
と
知
る
べ
し
」
以
降
は
合
掌
を
や
め
る
。

17
-2

問
答

説
戒
師
は
麈
尾
を
置
い
て
合
掌
し
て
問
う
こ
と
（『
私
記
』
で
は

こ
こ
で
手
香
炉
を
置
き
、
麈
尾
を
取
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
）。
こ

の
箇
所
に
つ
い
て
の
細
か
い
作
法
指
示
は
『
規
要
記
』
に
付
属
す

る
「
梵
網
説
戒
答
法
」
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
問
答
が
説
戒

師
と
衆
僧
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
私
記
』
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「
四
分
布
薩
章
」
を
参
考
に
復
元
す
る
。

説
戒
師
「
こ
の
中
、
未
だ
菩
薩
戒
を
受
け
ざ
る
清
浄
な
ら
ざ
る

者
は
出
で
よ
」

も
し
未
受
戒
者
が
い
た
場
合
。

未
受
戒
者
は
同
時
に
床
か
ら
下
り
て
、
坐
具
を
持
っ
て
臈

次
順
に
立
ち
、
正
面
の
拝
席
前
に
並
ん
で
礼
拝
し
、
そ
の
後

踋湖
跪
合
掌
す
る
。
こ
の
時
、
長
老
が
「
こ
れ
は
梵
網
布
薩
で

す
。
あ
な
た
た
ち
は
ま
だ
菩
薩
戒
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
を
聴
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
道
場
を
出
て
一

箇
所
に
集
ま
り
、
放
逸
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
。
静
の
音

が
聞
こ
え
た
ら
、
も
う
一
度
こ
こ
に
来
て
く
だ
さ
い
」
と
勅

す(48)。
未
受
戒
者
は
合
掌
小
揖
し
て
、
臈
次
順
に
北
戸
か
ら
出

る
。全

員
が
出
た
の
を
確
認
し
た
ら
、
答
法
者
が
「
こ
の
衆
中
、

未
だ
菩
薩
戒
を
受
け
ざ
る
清
浄
な
ら
ざ
る
者
は
す
で
に
出

づ
」
と
応
え
る
。

も
し
未
受
戒
者
が
い
な
か
っ
た
場
合
。

答
法
者
は
「
こ
の
衆
中
に
未
だ
菩
薩
戒
を
受
け
ざ
る
者
は

無
し
」
と
応
え
る
。

説
戒
師
「
来
た
ら
ざ
り
て
嘱
す
受
菩
薩
戒
﹇
者
﹈、
幾
人
か
有

る
や
。
欲
を
説
き
及
び
清
浄
に
せ
し
者
は
」

説
戒
に
欠
席
す
る
場
合
、
他
の
出
席
者
に
こ
れ
を
託
す
こ

と
を
欲
と
い
い
、
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
を
説
欲
と
い
う
。
こ

の
部
分
の
漢
文
は
ど
の
よ
う
に
読
む
か
難
し
い
。
元
来
四
分

布
薩
で
使
用
さ
れ
る
も
の
を
菩
薩
戒
の
布
薩
に
無
理
に
合
わ

せ
て
い
る
た
め
か
。

も
し
説
欲
者
が
い
た
場
合
。

欲
を
受
け
た
者
は
床
を
下
り
て
坐
具
を
敷
き
、
踋湖
跪
合
掌

し
て
欲
を
説
く
。
欲
を
説
き
終
わ
っ
た
な
ら
着
座
し
、
あ
る

い
は
退
出
す
る
。
説
欲
が
終
わ
れ
ば
、
答
法
者
は
「
欲
を
説

き
清
浄
に
な
り
お
わ
ん
ぬ
」
と
応
え
る
。

も
し
説
欲
者
が
い
な
い
場
合
。

答
法
者
は
「
こ
の
衆
に
欲
を
説
き
及
び
清
浄
に
せ
し
者
無

し
」
と
応
え
る
。

説
戒
師
「
衆
今
和
合
す
る
は
何
の
事
を
作
さ
ん
と
欲
す
や
」

答
法
者
は
「
布
薩
説
戒
な
り
」
と
応
え
る
。

説
戒
師
「
布
薩
説
戒
。
大
徳
一
心
に
諦
聴
せ
よ
。
作
白
す
」

（
こ
の
後
、
戒
尺
二
打
す
る
場
合
も
あ
る
）

「
大
徳
一
心
に
念
ぜ
よ
。
今
〈
黒
白
〉
月
十
〈
四
・
五
〉

日
、
衆
僧
説
戒
す
。
も
し
僧
時
到
れ
ば
僧
忍
聴
せ
よ
。
和
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合
説
戒
す
」

説
戒
師
は
白
し
終
わ
る
と
「
作
白
は
成
ず
る
や
い
な
や
」
と
問

い
、
衆
僧
は
「
作
白
成
ず
」
と
応
え
る
。

『
私
記
』
に
は
場
合
に
よ
っ
て
は
問
答
の
後
に
受
八
斎
戒
の
作

法
な
ど
が
入
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。

17
-3

説
戒

説
戒
師
が
梵
網
経
に
説
か
れ
る
十
重
戒
を
読
み
上
げ
る
。『
規

要
記
』
に
よ
れ
ば
「
我
今
盧
舎
那
」
の
偈
以
下
は
説
戒
師
は
合
掌

す
る
、
と
指
示
さ
れ
る
の
で
、
梵
網
経
下
巻
を
頭
か
ら
読
ん
で
い

く
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

誦
し
終
わ
れ
ば
堂
内
の
太
鼓
を
三
度
打
ち
、
こ
れ
を
合
図
と
し

て
先
ほ
ど
の
問
答
の
時
に
堂
を
出
た
未
受
菩
薩
戒
者
が
堂
内
に
戻

る
。
維
那
が
先
頭
に
立
ち
、
輪
を
打
っ
て
衆
を
引
き
入
れ
る
。
臈

次
順
に
合
掌
し
た
ま
ま
堂
に
入
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
に
着
座
さ
せ

る
。
維
那
が
自
分
の
座
所
に
戻
れ
ば
、
全
員
床
の
前
で
坐
具
を
開

き
、
踋湖
跪
合
掌
す
る
。

17
-4

後
序

説
戒
師
は
ま
た
麈
尾
を
持
っ
て
後
序
を
誦
す
（『
私
記
』
に
は
こ

の
時
、
説
戒
師
は
再
び
手
香
炉
を
取
っ
て
焼
香
し
、
手
香
炉
を
持
っ
て

後
序
を
誦
す
）。

こ
こ
で
い
う
「
後
序
」
が
具
体
的
に
ど
れ
に
あ
た
る
の
か
の
説

明
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
現
行
の
梵
網
経
の
最
後
の
偈
の
部
分

が
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
人
は
忍
慧
強
く
し
て

能
く
か
く
の
如
き
法
を
持
つ

い

ま
だ
仏
道
を
成
せ
ざ
る
間

安
ら
か
に
五
種
の
利
を
獲
た
り

一
に
は
十
方
の
仏

愍
念
し
て
常
に
守
護
し
た
も
う

二
に

は
命
終
の
時

正
見
に
し
て
心
に
歓
喜
す

三
に
は
生
生
の

処
に

諸
の
菩
薩
の
友
と
な
る

四
に
は
功
徳
聚あ
つ

ま
り
て

戒
度
悉
く
成
就
す

五
に
は
今
・
後
世
に

性
戒
・
福
慧
満

つ

こ
れ
は
こ
れ
仏
の
行
処

智
者
善
く
思
量
せ
よ

計

我
・
著
相
の
者

こ
の
法
を
信
ず
る
こ
と
能
わ
ず

滅
尽
取

証
の
者
も

ま
た
下
種
の
処
に
あ
ら
ず

菩
提
の
苗
を
長
じ

て

光
明
も
て
世
間
を
照
さ
ん
と
欲
せ
ば

ま
さ
に
静
か
に

諸
法
真
実
の
相
を
観
察
す
べ
し

不
生
に
し
て
ま
た
不
滅

不
常
に
し
て
ま
た
不
断

不
一
に
し
て
ま
た
不
異

不
来
に

し
て
不
去
な
り
、
と

か
く
の
如
く
一
心
の
中
に

方
便
し

て
勤
め
て
荘
厳
せ
よ

菩
薩
の
作な

す
べ
き
所
は

ま
さ
に
次

第
に
学
す
な
り

学
に
お
い
て
も
無
学
に
お
い
て
も

分
別
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の
想
を
生
じ
る
こ
と
な
か
れ

こ
れ
を
第
一
道
と
名
づ
け

ま
た
摩
訶
衍
と
名
づ
く

一
切
の
戯
論
の
処

悉
く
こ
の
処

に
よ
り
て
滅
す

諸
仏
の
薩さ

婆ば

若に
や

悉
く
こ
の
処
に
よ
り
出

づ

こ
の
故
に
諸
の
仏
子

宜
し
く
大
勇
猛
を
発
し

諸
仏

の
浄
戒
に
お
い
て

護
持
す
る
こ
と
明
珠
の
如
し

過
去
の

諸
の
菩
薩
は

す
で
に
こ
の
中
に
お
い
て
学
し

未
来
の
者

も
ま
さ
に
学
す
べ
く

現
在
の
者
も
今
学
す

こ
れ
は
こ
れ

仏
の
行
処
に
し
て

聖
主
の
称
歎
し
た
も
う
所
な
り

我
す

で
に
随
順
し
て
説
く

福
徳
無
量
の
聚
あ
り
と

廻
し
て
以

て
衆
生
に
施
し

共
に
一
切
智
に
向
か
わ
ん

願
わ
く
は
こ

の
法
を
聞
か
ん
者

疾
や
か
に
仏
道
を
成
ず
る
を
得
ん
こ
と

を梵
網
経
盧
舎
那
仏
説
菩
薩
心
地
戒
品
第
十
之
下
（『
大
正
』
二

四
、
一
〇
〇
九
頁
下
〜
一
〇
一
〇
頁
上
）

説
戒
師
は
題
号
ま
で
誦
し
て
、
戒
尺
を
三
打
（『
私
記
』
に
は
二

打
）。

18

四
分
説
戒

出
家
者
の
み
で
布
薩
を
行
う
場
合
は
、
梵
網
布
薩
後
、
四
分
布

薩
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

18
-1

戒
本
序

説
戒
師
は
手
香
炉
を
取
り
、
焼
香
し
て
戒
尺
を
二
打
し
て
、
四

分
戒
本
序
（『
大
正
』
二
二
、
一
〇
二
三
頁
上
〜
中
）
を
誦
す
。

18
-2

問
答

説
戒
師
「
大
徳
僧
聴
け
、
僧
は
集
会
せ
り
や
」

答
法
者
「
集
会
せ
り
」

説
戒
師
「
和
合
せ
り
や
」

答
法
者
「
和
合
せ
り
」

説
戒
師
「
未
受
具
戒
者
は
出
で
よ
」

未
受
具
戒
者
が
い
た
場
合
。

具
足
戒
を
受
け
て
い
な
い
者
が
出
た
後
、
答
法
者
「
未
受
具

戒
者
は
す
で
に
出
づ
」

未
受
具
戒
者
（
沙
弥
）
が
い
な
い
場
合
。

答
法
者
「
こ
の
衆
未
受
具
者
は
無
し
」

説
戒
師
「
来
た
ら
ざ
る
諸
比
丘
の
欲
を
説
き
及
び
清
浄
に
せ
し

は
」

説
欲
者
が
い
た
場
合
。

作
法
に
の
っ
と
っ
て
説
欲
し
た
後

答
法
者
「
欲
を
説
き
及

び
清
浄
に
な
り
お
わ
ん
ぬ
」
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説
欲
者
が
い
な
い
場
合
。

答
法
者
「
こ
の
衆
欲
を
説
き
及
び
清
浄
に
せ
し
者
無
し
」

説
戒
師
「
誰
か
比
丘
尼
来
た
り
て
教
誡
を
請
わ
し
む
る
に
遣
ら

ん
」

答
法
者
「
こ
の
衆
に
尼
来
た
り
て
教
誡
を
請
わ
し
む
る
こ
と

無
し
」

説
戒
師
「
僧
今
和
合
す
る
は
何
を
な
さ
ん
と
す
る
所
ぞ
」

答
法
者
「
説
戒
羯
磨
な
り
」

説
戒
師
「
説
戒
羯
磨
。
大
徳
一
心
に
諦
聴
せ
よ
。
作
白
す
」

（
こ
の
後
戒
尺
二
打
す
る
場
合
も
あ
る
）

「
大
徳
一
心
に
念
ぜ
よ
。
今
〈
黒
白
〉
月
十
〈
四
・
五
〉

日
、
衆
僧
説
戒
す
。
も
し
僧
時
到
れ
ば
僧
忍
聴
せ
よ
。
和

合
説
戒
す
」

説
戒
師
は
白
し
終
わ
る
と
「
作
白
は
成
ず
る
や
い
な
や
」
と
問

い
、
衆
僧
は
「
作
白
成
ず
」
と
応
え
る
。

18
-3

説
戒

説
戒
師
は
略
作
法
の
場
合
に
は
四
波
羅
夷
の
み
を
読
み
上
げ
る
。

誦
し
終
わ
れ
ば
堂
内
の
太
鼓
を
三
度
打
ち
、
こ
れ
を
合
図
と
し

て
先
ほ
ど
の
問
答
の
時
に
堂
を
出
た
未
受
具
足
戒
者
が
堂
内
に
戻

る
。
維
那
が
先
頭
に
立
ち
、
輪
を
打
っ
て
衆
を
引
き
入
れ
る
。
臈

次
順
に
合
掌
し
た
ま
ま
堂
に
入
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
に
着
座
さ
せ

る
。
維
那
が
自
分
の
座
所
に
戻
れ
ば
、
全
員
床
の
前
で
坐
具
を
開

き
、
踋湖
跪
合
掌
す
る
。

18
-4

後
序

説
戒
師
は
ま
た
麈
尾
を
持
っ
て
後
序
（『
大
正
』
二
二
、
一
〇
三

〇
頁
中
）
を
誦
す
（『
私
記
』
に
は
こ
の
時
、
説
戒
師
は
再
び
手
香
炉

を
取
っ
て
焼
香
し
、
手
香
炉
を
持
っ
て
後
序
を
誦
す
と
指
示
す
る
）。

説
戒
師
は
後
序
を
誦
し
終
わ
る
と
、
戒
尺
を
二
打
。

19

後
唄

唄
師
が
後
唄
を
出
す
。

神ジ
ン

仙ゼ
ン

五グ

通ト
ウ

人シ
ン

造サ
ウ

説セ
ツ

於井

呪シ
ユ

術シ
ユ

於井

彼ヒ

慚ザ
ン

愧グ
井

者ジ
ヤ

摂セ
ツ

取シ
ユ

不フ

慚ザ
ン

愧ギ

如シ
ユ

来ラ
イ

立リ
ン

自シ

恣シ
禁キ
ン

戒カ
イ

夏カ

竟ケ
イ

夏カ

竟ケ
イ

半ホ
ン

月ケ
ツ

半ホ
ン

月ケ
ツ

説セ
ツ

已イ

説セ
ツ

自
恣
法

戒カ
イ

利リ

益イ

稽キ

首ジ
ユ

礼リ

諸シ

仏フ

処シ

世シ

界カ
イ

如シ
ユ

虚キ

空コ
ウ

如シ
ユ

蓮レ
ン

花ワ

不フ

着シ
ヤ

水ス
イ

心シ
ン

清シ
ン

浄ジ
ン

超セ
ウ

与井

彼ヒ

稽キ

首シ
ユ

礼リ

無ブ

上ジ
ヤ
ウ

尊ゾ
ン
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20

下
座

説
戒
師
は
手
香
炉
を
置
き
、
ま
ず
脚
踏
の
上
に
降
り
立
ち
、
卓

を
取
り
去
る
。
次
に
坐
具
を
取
り
、
香
合
を
持
っ
て
高
座
か
ら
下

り
、
左
回
り
に
仏
前
（
正
面
の
拝
席
）
に
至
り
、
焼
香
し
て
か
ら
、

坐
具
を
広
げ
三
拝
し
た
後
、
合
掌
し
て
次
の
よ
う
に
唱
え
る
。
こ

の
時
、
大
衆
も
合
掌
す
る
。

皆
さ
ん
に
謝
罪
申
し
上
げ
ま
す
。
指
名
に
よ
り
戒
を
誦
し
ま

し
た
が
、
三
業
が
う
ま
く
機
能
せ
ず
、
戒
文
が
流
暢
に
で
て

こ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
長
く
座
ら
せ
た
ま
ま
で
、
皆
さ
ん

に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
ど
う
ぞ
慈
悲
を
も

っ
て
布
施
歓
喜
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
台
詞
は
『
規
要
記
』
の
最
末
に
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

説
戒
師
は
一
拝
し
、
坐
具
を
収
め
、
問
訊
（『
私
記
』
に
は
合
掌

曲
躬
）
し
て
も
と
の
坐
に
戻
る
。
こ
の
時
、
大
衆
も
全
員
床
か
ら

下
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
坐
具
を
広
げ
、
踋湖
跪
合
掌
す
る
。
維
那
は
坐

具
・
香
合
を
持
ち
、
輪
を
臂
に
か
け
、
静
所
に
向
か
う
。

20
-1

諸
仏
出
世
偈

説
戒
師
は
諸
仏
出
世
偈
を
誦
す
。

諸
仏
出
世
第
一
快

聞
法
奉
行
安
穏
快

大
衆
和
合
寂
滅
快

衆
生
離
苦
安
楽
快

21

出
堂

偈
が
終
わ
れ
ば
維
那
は
静
を
一
打
し
、
大
衆
は
同
時
に
立
っ
て

一
拝
す
る
。
維
那
は
頭
を
上
げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
も
う
一
度
静
を

打
つ
。
第
三
拝
の
頭
を
上
げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
静
を
二
打
し
、
維

那
は
静
に
覆
い
を
か
ぶ
せ
る
（『
私
記
』
に
は
こ
の
時
、
維
那
が
廻
向

の
詞
を
唱
え
る
作
法
を
紹
介
す
る
。
こ
の
場
合
は
第
三
拝
の
頭
を
上
げ

る
タ
イ
ミ
ン
グ
時
に
は
静
は
一
打
。
大
衆
は
そ
れ
ぞ
れ
し
ば
ら
く
踋湖
跪

合
掌
す
る
。
廻
向
文
は
四
分
布
薩
の
場
合
に
は
必
須
で
あ
る
が
、
梵
網

布
薩
の
場
合
は
近
年
略
す
こ
と
が
多
い
と
い
う
）。

大
衆
は
坐
具
を
取
り
、
起
立
合
掌
す
る
。
維
那
は
静
所
か
ら
も

と
の
座
に
戻
り
（『
私
記
』
で
は
こ
の
時
、
坐
具
・
香
合
・
輪
を
持
つ
）、

役
者
の
最
末
に
立
つ
。
維
那
は
輪
を
二
打
し
て
、
衆
を
率
い
る
。

こ
の
時
は
下
臈
順
で
あ
る
。
後
門
か
ら
出
て
、
全
員
が
出
終
わ
っ

た
な
ら
ば
、
輪
を
二
打
。
全
員
で
問
訊
（『
私
記
』
で
は
小
揖
）
し

て
退
散
す
る
。
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小

結

以
上
、
唐
招
提
寺
所
蔵
の
布
薩
作
法
書
『
規
要
記
』
を
紹
介
す

る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
の
布
薩
に
お
け
る
『
規
要
記
』
の
歴
史
的

位
置
づ
け
を
述
べ
、
ま
た
そ
の
内
容
か
ら
十
四
世
紀
頃
の
東
大

寺
・
唐
招
提
寺
に
お
け
る
布
薩
儀
礼
の
復
元
を
行
っ
た
。

日
本
に
お
い
て
布
薩
は
鑑
真
来
朝
以
前
か
ら
執
行
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
伝
統
は
平
安
期
頃
に
は
い
っ
た
ん
絶
え
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
こ
の
頃
、
中
国
か
ら
帰
国
し
た
円
仁

が
斎
の
法
事
を
参
考
に
し
て
懺
悔
滅
罪
の
た
め
の
大
乗
布
薩
を
叡

山
に
創
始
し
た
。
大
乗
布
薩
で
は
、
水
瓶
・
籌
な
ど
本
来
布
薩
儀

礼
で
用
意
さ
れ
る
べ
き
資
具
は
使
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
新
し
い
大

乗
布
薩
の
次
第
に
、
な
ん
と
か
保
持
さ
れ
て
い
た
水
瓶
・
籌
な
ど

の
資
具
や
戒
師
の
台
詞
な
ど
が
、
体
裁
な
ど
構
わ
ず
に
当
て
は
め

ら
れ
て
作
成
さ
れ
た
布
薩
作
法
が
、
法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』

の
末
尾
に
伝
わ
る
布
薩
作
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
布
薩

作
法
書
は
、
鑑
真
や
そ
の
弟
子
た
ち
の
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

い
っ
た
ん
途
絶
え
た
布
薩
の
伝
統
が
再
び
南
都
に
根
づ
く
き
っ

か
け
を
作
っ
た
の
は
、
十
二
年
間
宋
僧
と
と
も
に
宋
国
寺
院
で
暮

ら
し
た
経
験
を
持
つ
俊
芿
で
あ
っ
た
。
彼
は
帰
国
し
て
自
身
が
宋

国
で
経
験
し
た
布
薩
儀
礼
を
日
本
に
伝
え
た
。
彼
と
そ
の
弟
子
た

ち
が
伝
え
た
宋
国
の
布
薩
儀
礼
は
、
道
宣
『
行
事
鈔
』
に
記
載
さ

れ
る
次
第
に
基
づ
い
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
ま
さ
に
鑑
真
が
伝
え

た
唐
代
の
布
薩
次
第
が
こ
の
時
も
う
一
度
南
都
に
紹
介
さ
れ
た
と

考
え
て
よ
い
。
十
四
世
紀
末
に
作
成
さ
れ
た
『
規
要
記
』
と
十
五

世
紀
中
頃
書
写
の
『
私
記
』
に
掲
載
さ
れ
る
布
薩
次
第
作
法
が
ほ

ぼ
同
型
で
あ
る
こ
と
は
、
泉
涌
寺
に
入
っ
た
宋
国
の
布
薩
儀
礼
が
、

唐
招
提
寺
・
東
大
寺
戒
壇
院
な
ど
に
移
植
さ
れ
た
こ
と
を
如
実
に

物
語
る
。

宋
国
で
執
行
さ
れ
て
い
た
仏
教
儀
礼
を
日
本
で
も
「
如
法
」
に

執
行
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
如
法
」
の
僧
侶
を
生
成
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
俊
芿
は
菩
薩
戒
の
自
誓
受
戒
に
よ
っ
て
「
如
法
」
の

僧
侶
と
な
る
日
本
天
台
独
自
の
受
戒
法
が
宋
国
の
南
山
宗
僧
か
ら

否
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
帰
国
後
も
自
誓
受
戒
に
よ

る
僧
侶
の
生
成
を
行
っ
た
。
こ
の
日
本
天
台
独
自
の
受
戒
法
を
南

都
に
も
根
づ
か
せ
た
の
が
覚
盛
で
あ
る
。
覚
盛
は
自
誓
受
戒
を

「
通
受
」
と
言
い
換
え
、
南
都
で
も
伝
統
的
に
解
釈
し
得
た
受
戒

法
で
あ
っ
た
と
し
て
、
全
く
別
の
典
拠
に
基
づ
い
た
説
明
を
行
っ
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た
。
結
果
的
に
「
通
受
」
に
よ
っ
て
四
分
律
と
梵
網
戒
を
含
む
あ

ら
ゆ
る
戒
律
を
受
け
て
、「
如
法
」
の
僧
侶
と
な
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
た
た
め
、
遅
く
と
も
十
四
世
紀
末
頃
ま
で
に
は
、「
通
受
」

に
よ
る
受
戒
が
一
般
的
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
規
要
記
』
は
ま
さ
に
通
受
に
よ
っ
て
僧
と
な
っ
た
者
に
対
応

し
た
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
作
法
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
梵
網

四
分
合
行
布
薩
は
、
四
分
布
薩
の
次
第
作
法
に
の
っ
と
っ
て
行
わ

れ
、
大
乗
布
薩
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
節
を
付
け
て
偈
が
誦
さ
れ
た
。

こ
の
内
容
は
泉
涌
寺
や
そ
の
末
寺
の
儀
礼
を
伝
え
る
『
私
記
』
に

よ
っ
て
補
い
、
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

略
号
・
参
考
文
献

『
続
蔵
』：『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
国
書
刊
行
会

『
大
正
』：『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
大
蔵
出
版

『
仏
全
』：『
大
日
本
仏
教
全
書
』
大
法
輪
閣

『
続
類
従
』：『
続
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会

（
一
次
資
料
）

円
仁
著
・
足
立
喜
六
訳
注
・
塩
入
良
道
補
注
﹇
一
九
七
〇
﹈『
入
唐
求
法
巡
礼
行

記
』
一
、
東
洋
文
庫
一
五
七
、
平
凡
社

金
澤
文
庫
編
﹇
二
〇
一
三
﹈『
東
大
寺

鎌
倉
再
建
と
華
厳
興
隆

』

筒
井
英
俊
編
﹇
一
九
四
四
﹈『
東
大
寺
要
録
』
全
国
書
房

吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
﹇
二
〇
〇
九
﹈『
高
僧
伝
』
二
、
岩
波
文
庫

（
二
次
資
料
）

石
田
瑞
麿
﹇
一
九
六
八
﹈「
鑑
真
に
お
け
る
布
薩
の
意
義

日
本
上
代
仏
教
史

の
一
問
題

」『
南
都
仏
教
』
二
一
、
一
九
八
三
年
に
平
岡
定
海
・
中
井

真
孝
編
『
行
基

鑑
真
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
再
録

石
田
瑞
麿
﹇
一
九
六
三
﹈『
日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』
在
家
仏
教
協
会

上
原
真
人
﹇
二
〇
一
六
﹈「
如
意
を
持
つ
僧

寺
院
資
材
帳
に
見
る
布
薩

」

『
東
大
寺
の
美
術
と
考
古
』
東
大
寺
の
新
研
究
1
、
法
藏
館

大
谷
由
香
﹇
二
〇
一
七
﹈「
入
宋
僧
俊
芿
と
南
都
戒
律
復
興
運
動
」『
印
度
学
仏
教

学
研
究
』
六
五

二

大
谷
由
香
﹇
二
〇
一
八
Ａ
﹈「
東
大
寺
戒
壇
の
「
塔
」」、
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤

信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺
の
思
想
と
文
化
』
東
大
寺
の
新
研
究
3
、
法
藏

館

大
谷
由
香
﹇
二
〇
一
八
Ｂ
﹈「
太
賢
『
梵
網
経
古
迹
記
』
の
日
本
に
お
け
る
活
用

に
つ
い
て
」『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
九
二

小
寺
文
頴
﹇
一
九
七
九
﹈「
石
山
寺
蔵
本
『
布
薩
要
文
』（
中
ノ
川
流
）
に
つ
い

て
」『
叡
山
学
院
研
究
紀
要
』
二

小
寺
文
頴
﹇
一
九
八
一
﹈「
良
忍
上
人
作
『
略
布
薩
次
第
』
の
研
究
」
融
通
念
仏

宗
教
学
研
究
所
編
『
良
忍
上
人
の
研
究
』
大
念
仏
寺

徳
田
明
本
﹇
一
九
七
二
﹈「
俊
芿
律
師
と
南
京
律
に
つ
い
て
」『
鎌
倉
仏
教
成
立
の

研
究

俊
芿
律
師
』
法
藏
館

中
西
随
功
﹇
一
九
九
六
﹈「
西
山
徃
生
院
に
お
け
る
布
薩
・
自
恣
」『
西
山
学
報
』

四
四

西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』
勉
誠
出
版

蓑
輪
顕
量
﹇
一
九
九
九
﹈『
中
世
初
期
南
都
戒
律
復
興
の
研
究
』
法
藏
館

横
内
裕
人
﹇
二
〇
一
七
﹈「
東
大
寺
の
記
録
類
と
『
東
大
寺
要
録
』」『
歴
史
の
な

か
の
東
大
寺
』
東
大
寺
の
新
研
究
2
、
法
藏
館
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図
版

【
資
料
3
】
優
婆
離
唄
（
凝
然
自
筆
・
東
大
寺
所
蔵
）：
金
澤
文
庫
﹇
二
〇
一
三
﹈

よ
り
転
載
。

【
資
料
4
】
堂
内
荘
厳
（
四
分
布
薩
の
場
合
）：
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
の
図
を
も

と
に
作
成
。

【
資
料
5
】
維
那
と
役
者
の
整
列
順
：
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
の
図
を
も
と
に
作

成
。

【
資
料
6
】
散
華
・
香
水
・
香
湯
の
三
役
の
整
列
：
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
の
図

を
も
と
に
作
成
。

註(1
)
『
南
都
東
大
寺
戒
壇
院
略
縁
起
』、『
仏
全
』
一
二
二
、
二
二
六
頁
上
。

(2
)
『
本
朝
高
僧
伝
』
一
八
「
和
州
東
大
寺
沙
門
志
玉
伝
」、『
仏
全
』
一
〇
二
、

二
六
四
頁
上
。

(3
)
『
律
苑
僧
宝
伝
』
一
四
「
覚
乗
通
證
二
律
師
伝
」、『
仏
全
』
一
〇
五
、
二

八
六
頁
。

(4
)
『
仏
全
』
一
三
八
、
三
〇
六
頁
。

(5
)
道
宣
『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』
巻
上
四
「
説
戒
正
儀
篇
第
十
」
の

「
時
節
不
同
」
に
、
律
に
よ
っ
て
布
薩
開
催
の
日
時
の
不
同
に
つ
い
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
（『
大
正
』
四
〇
、
三
四
頁
下
）。

(6
)
『
大
正
』
四
〇
、
三
四
頁
中
。

(7
)
『
大
正
』
五
〇
、
三
五
三
頁
、
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
﹇
二
〇
〇
九
﹈
参

照
。

(8
)
『
大
正
』
四
〇
、
三
四
頁
下
。

(9
)
『
類
聚
三
代
格
』
三
「
国
分
寺
事
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
、
一

〇
八
頁
）、
石
田
瑞
麿
﹇
一
九
六
三
﹈
三
八
〜
三
九
頁
。

(10
)
石
田
瑞
麿
﹇
一
九
六
八
﹈。

(11
)
上
原
真
人
﹇
二
〇
一
六
﹈。

(12
)
石
田
瑞
麿
﹇
一
九
六
三
﹈、
小
寺
文
頴
﹇
一
九
八
一
﹈、
中
西
随
功
﹇
一
九

九
六
﹈、
上
原
真
人
﹇
二
〇
一
六
﹈
な
ど
。

(13
)
上
原
真
人
﹇
二
〇
一
六
﹈。

(14
)
『
大
正
』
四
〇
、
三
六
頁
中
。

(15
)
『
大
正
』
二
二
、
一
〇
一
五
頁
上
〜
中
。

(16
)
『
大
正
』
四
〇
、
三
七
頁
上
。

(17
)
『
国
家
図
書
館
善
本
仏
典
』
七
、
二
〜
三
頁
（
C-BET
A
を
使
用
）。

(18
)
『
国
家
図
書
館
善
本
仏
典
』
七
、
四
頁
（
C-BET
A
を
使
用
）。

(19
)
こ
の
う
ち
掲
載
さ
れ
た
偈
頌
の
後
分
は
、『
弥
沙
塞
五
分
戒
本
』『
五
分
比

丘
尼
戒
本
』、『
摩
訶
僧
祇
律
大
比
丘
戒
本
』『
摩
訶
僧
祇
律
比
丘
尼
戒
本
』

（
以
上
『
大
正
』
二
二
所
収
）、『
十
誦
比
丘
波
羅
提
木
叉
戒
本
』『
十
誦
比
丘

尼
波
羅
提
木
叉
戒
本
』（
以
上
『
大
正
』
二
三
所
収
）
に
も
採
用
さ
れ
て
い

る
箇
所
で
あ
り
、『
鳩
摩
羅
什
法
師
誦
法
』
が
こ
れ
ら
の
律
蔵
を
参
考
に
し

て
成
立
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

(20
)
大
徳
僧
聽
。
此
一
住
處
一
布
薩
大
僧
若
干
沙
彌
若
干
都
合
若
干
人
。
各
於

佛
法
中
清
淨
出
家
和
合
布
薩
。
上
順
佛
教
。
中
報
四
恩
。
下
爲
含
識
各
誦
經

中
清
淨
妙
偈
（
道
宣
『
行
事
鈔
』、『
大
正
』
四
〇
、
三
六
頁
中
）。

(21
)
道
宣
『
四
分
律
刪
補
隨
機
羯
磨
』
下
「
正
自
恣
法
」（『
大
正
』
四
〇
、
五

〇
五
頁
上
）。

(22
)
明
曠
『
天
台
菩
薩
戒
疏
』（『
大
正
』
四
〇
、
五
九
七
頁
上
〜
中
）。

(23
)
大
徳
僧
聽
。
若
僧
時
到
僧
忍
聽
。
僧
差
比
丘
某
甲
某
甲
作
受
自
恣
人
。
白

如
是
。
大
徳
僧
聽
。
僧
差
比
丘
某
甲
某
甲
作
受
自
恣
人
。
誰
諸
長
老
忍
僧
差

比
丘
某
甲
某
甲
作
受
自
恣
人
者
默
然
。
誰
不
忍
者
説
。
僧
已
忍
差
比
丘
某
甲

某
甲
作
受
自
恣
人
竟
。
僧
忍
默
然
故
。
是
事
如
是
持
（『
羯
磨
』、『
大
正
』

四
〇
、
五
〇
四
頁
下
）。

(24
)
請
敬
白
大
衆
衆
請
比
丘
某
甲
爲
衆
誦
戒
。
某
甲
比
丘
梵
音
戒
師
昇
高
座
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（
明
曠
『
天
台
菩
薩
戒
疏
』、『
大
正
』
四
〇
、
五
九
七
頁
中
）。

(25
)
『
大
正
』
四
〇
、
六
二
〇
頁
上
。

(26
)
大
谷
由
香
﹇
二
〇
一
八
Ｂ
﹈。

(27
)
小
寺
文
頴
﹇
一
九
八
一
﹈
七
一
頁
。

(28
)
小
寺
文
頴
﹇
一
九
八
一
﹈
七
九
頁
。

(29
)
『
仏
全
』
一
一
三
、
二
〇
七
頁
下
、
円
仁
著
・
足
立
喜
六
訳
注
・
塩
入
良

道
補
注
﹇
一
九
七
〇
﹈
二
〇
一
頁
。

(30
)
『
大
正
』
一
二
、
三
七
九
頁
下
。

(31
)
小
寺
文
頴
﹇
一
九
八
一
﹈
六
四
頁
。

(32
)
『
続
類
従
』
二
二
、
六
九
四
頁
。

(33
)
『
続
類
従
』
一
〇
〇
、
五
七
一
頁
。

(34
)
小
寺
文
頴
﹇
一
九
八
一
﹈
六
二
頁
。

(35
)
横
内
裕
人
﹇
二
〇
一
七
﹈
註
3
に
推
定
さ
れ
る
『
東
大
寺
要
録
』
の
成
立

に
つ
い
て
、
先
行
研
究
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
『
東
大
寺
要
録
』
が
撰
述
さ
れ
た
の
は
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
七
月

で
あ
る
。
そ
の
後
、
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
の
段
階
で
一
旦
増
補
さ
れ
、

さ
ら
に
保
延
四
年
（
一
一
三
八
）
以
降
、
鎌
倉
時
代
に
至
る
ま
で
数
度
の
増

補
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(36
)
大
谷
由
香
﹇
二
〇
一
八
Ａ
﹈。

(37
)
小
寺
文
頴
﹇
一
九
七
九
﹈
四
一
頁
。

(38
)
徳
田
明
本
﹇
一
九
七
二
﹈、
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
第
二
部
第
二
章
「
泉

涌
寺
流
に
お
け
る
結
夏
儀
礼
の
復
興
と
南
都
諸
寺
院
へ
の
影
響

俊
芿
請

来
の
道
宣
、
元
照
律
師
像
の
流
布
を
視
座
と
し
て

」
を
参
照
。

(39
)
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
第
二
部
第
一
章
「
南
宋
律
院
請
来
の
威
儀
・
法

式
・
法
会
次
第
の
受
容
と
泉
涌
寺
流
の
展
開

新
出
資
料
『
南
山
北
義
見

聞
私
記
』
発
見
の
意
義

」。

(40
)
同
前
。（
注
39
）

(41
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
大
谷
由
香
﹇
二
〇
一
七
﹈
を
参
照
の
こ
と
。

(42
)
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
六
二
二
頁
。

(43
)
た
だ
し
『
私
記
』
に
お
い
て
長
老
は
「
宗
師
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。

(44
)
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
六
二
二
頁
。

(45
)
『
私
記
』「
梵
網
布
薩
章
」
に
は
沙
弥
の
整
列
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い

が
、「
四
分
布
薩
章
」
中
に
比
丘
と
沙
弥
の
布
薩
を
合
行
す
る
場
合
の
整
列

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
六
二
四
頁
）。

(46
)
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
六
三
九
頁
。

(47
)
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
で
は
、
こ
の
場
面
を
、

唱
白
師
横
壱ヘ
持
テ
籌
両
手
一ニ
到
壱宗
師
ノ
前
〈
合
行
ノ
時
ハ
者
到
壱聖
僧

前
一〉（
六
三
九
頁
）。

と
紹
介
し
て
い
る
。
四
角
内
は
判
読
で
き
な
い
文
字
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

四
角
で
囲
わ
れ
た
「
合
行
時
」
の
三
字
は
、
意
味
的
に
は
「
四
分
時
」
と
な

る
は
ず
で
あ
り
、
私
に
改
め
て
使
用
し
た
。

(48
)
以
上
は
飯
山
寺
・
覚
園
寺
の
四
分
布
薩
作
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
泉
涌

寺
の
四
分
布
薩
作
法
に
よ
れ
ば
、
未
受
戒
者
は
問
い
を
聞
く
と
同
時
に
床
か

ら
下
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
坐
具
を
取
っ
て
床
の
前
に
立
つ
。
年
長
の
者
が
一
人

合
掌
し
て
正
面
に
進
み
出
て
、
ま
ず
半
畳
の
前
で
曲
躬
し
、
大
香
炉
に
歩
み

寄
り
焼
香
。
再
び
曲
躬
し
て
も
と
の
座
に
戻
る
。
維
那
は
輪
を
取
り
、
虚
揩

し
て
二
打
す
る
。
未
受
戒
者
は
一
斉
に
小
揖
し
て
、
坐
具
を
広
げ
て
三
拝
し
、

一
拝
ご
と
に
維
那
が
輪
を
一
打
す
る
と
さ
れ
る
（
西
谷
功
﹇
二
〇
一
八
﹈
六

三
五
頁
）。
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凡
例

一
、
北
川
智
毎
淼長
老
所
持
本
を
底
本
と
し
、
明
和
三
年
修
補
本
を
甲
本
と
し
て
対

校
を
施
し
た
。
両
書
に
つ
い
て
は
本
文
（
一

書
誌
情
報
と
伝
来
）
を
参
照

の
こ
と
。

一
、
本
資
料
は
梵
網
四
分
合
行
布
薩
の
次
第
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
梵
網
四
分
合

行
布
薩
は
四
分
布
薩
と
同
様
の
次
第
で
あ
り
な
が
ら
、
梵
網
布
薩
と
同
様
に

偈
頌
に
節
が
付
け
ら
れ
る
。
本
資
料
に
も
偈
文
・
唄
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
ら

に
博
士
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
博
士
の
翻
刻
は
難
し
い
の
で
、
底
本
の
写
真

を
後
掲
し
た
。
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

一
、
朱
字
書
は
、「

」
で
括
り
、
こ
れ
を
示
し
た
。

一
、
な
る
べ
く
資
料
の
通
り
に
改
行
・
文
字
下
げ
を
示
し
た
が
、
活
字
に
し
た
時

内
容
把
握
の
便
宜
に
堪
え
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
改
行
・
文
字
下
げ
を
特

別
に
行
っ
て
い
る
。
後
掲
写
真
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ほ
し
い
。

一
、
割
注
の
一
部
は
開
い
て
〈

〉
で
括
り
、
割
注
に
改
行
が
あ
る
場
合
に
は
／

（
ス
ラ
ッ
シ
ュ
）
で
区
切
っ
た
。

一
、「
羊
石
」「
あ
」
な
ど
本
文
・
送
り
仮
名
の
略
字
は
開
い
た
。

一
、
改
ペ
ー
ジ
を
」
で
示
し
、
そ
の
丁
数
を
（

）
内
に
示
し
た
。

一
、
字
体
は
で
き
る
か
ぎ
り
資
料
の
ま
ま
に
翻
字
し
た
が
、
文
字
フ
ォ
ン
ト
が
な

い
場
合
や
一
般
的
で
な
い
異
体
字
の
場
合
は
新
字
体
に
改
め
た
。

一
、
繰
り
返
し
文
字
（
々
な
ど
）
は
開
い
た
。
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布
薩
規
要
記

四
百
六
拾
九①

｣表
紙

智
毎
淼持②

｣見
返
し

｢△
｣布
薩
規
要
記③

｢・
｣早
朝
布
薩
白
云

｢・
｣大
徳
僧
聽
今
白
月
〈｢乀
｣或
黒
／
月
〉十
五
日

〈｢乀
｣或
十
／
四
日
〉衆
僧
和
合
シ
テ
戒
壇
院
ノ
道
場
ニ
シ
テ

布
薩
説
戒

｢・
｣上
座
教
勅
云

｢・
｣今
日
ハ
是
レ
四
分
梵
網
两
説
戒
ノ
日
也

｣1
オ

十
方
ノ
賢
聖
同
順
シ
玉
フ
日
也
隨
壱作
相
應
壱

時
尅
ニ
一
處
ニ
集
會
シ
テ
可
飲為
壱布
薩

輙タ
ヤ
ス
ク

繫
壱詫
シ
テ
餘
縁
浪ミ
タ
リ
ニ
勿
飲生
壱猒
怠
ヲ

矣 ○

暗
誦
故
文
字
不
審

｢・
｣先
作
相

為
衆
礼
揬ツ
ク

大
鐘

｢・
｣次
三
頻
作
相

大
衆
雲
集
堂
外
疒昆
廊疒④
東

立
西
上
座
ニ
少
々
入
堂
内
ニ
焼
香

｣1
ウ

礼
拝
シ
テ
取
座
具
還
壱テ本
處
烈
立
シ
了

｢・
｣又
三
頻
作
相

維
那
經
壱上
座
ノ
前
ヲ
至⑤
壱テ長
老
ノ
前
ニ

取
輪
待
壱ツ作
相
ノ
畢
ヲ
止
壱ハ作
相
ノ
聲

則
輪
二
丁

｢・
｣次
上
座
出
偈
曰
ク

｢乀
｣降
伏
魔
力
怨

除
結
盡
无
餘

露
地
撃
揵
槌

比
丘
聞
當
集

諸
欲
聞
法
人

度
流
生
死
海

｣2
オ

聞
此
妙
響
音

盡
當
雲
集
此
二
丁⑥
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｢・
｣次
維
那
引
僧
入
堂
時
時⑦
輪
一
丁

左
轉
シ
テ

而
各
ノ
至⑧
壱座
ノ
前
ニ

輪
二
丁

問
訊⑨
シ
テ
各
展
壱テ座⑩
具
ヲ

又
二
丁

同
時
礼
拝

三
反
○毎

飲礼輪
一
丁

三
礼
了
輪
二
丁

互
跪⑪
説
偈
云
上
座
出
飲之

｢乀
｣持⑫
戒
同清

浄
如
滿
月

｣2
ウ

身
口
皎
潔
无
瑕
穢

大
衆
和
合
無
違
諍

爾
乃
可
得
同
布
薩
二
丁⑬

｢・
｣次
着
座

与
壱ト滿
衆
同
歛⑭
壱メテ
坐
具
ヲ
昇
テ飲床
着
座
ス

然
後
歛
壱テ威
儀
ヲ
次
維
那
幷
行
事

同
時
ニ
下
飲座
下
度
ニ
問
訊
合
掌
シ
テ
従
壱維
那
次
第
ニ

至
壱佛
前⑮
ニ
烈
立
ス
又
同
時
問
訊
シ
テ
従
維
那
次
第
ニ

至
壱香
水
香
湯
之
所
ニ
互
跪
唱
飲偈
脱ヌ

キ

壱右
ノ
履
ヲ
屈ク

ツ
シ
テ飲膝ヒ
サ
ヲ

着
テ飲地
以
テ飲跟
ヲ
着
シ
臋
シ
ク
ニ
直ナ
ヲ
ク
跪
也

｣3
オ

｢・
｣先
香
水
偈
曰
偈
了
洗
飲手
拭
飲手

｢乀
｣八
功
德
水
浄
諸
塵

盥
掌
去
垢
心
無
染

執
持
禁
戒
无
欫
犯

一
切
衆
生
亦
如
是

｢・
｣次
香
湯
偈
云⑯

｣3
ウ

｢乀
｣香
湯
薫
沐
澡
諸
垢

法
身
具
足
五
分
充

般
若
圓
照
解
脱
滿

群
生
同
會
法
界
融

行
事
ノ
四
臈
欲
飲至
壱香
水
之
所
ニ
時
維
那
於
壱行
事
之
後

展
壱坐
具
可
三
礼
然
後
乍
飲敷
壱坐
具
ヲ
維
那
至
壱行

事
之
所
ニ
烈
リ
立
畢
ン
ヌ
同
時
問
訊
シ
テ
然
後
香
水
香
湯
ノ

｣4
オ

二
人
幷
維
那
蹲
踞
也

手
巾
ノ
人
ハ
乍
飲立
持
壱手
巾
立
ツ

｢乀
｣四
｢
｣分
ニ
ハ
羅
｢
｣漢
ト
云
ヘ
シ

｢・
｣次
浴
籌
偈

維
那
乍
壱蹲
踞
取
飲籌
ヲ
十
計
リ

合
壱两
頭
ヲ
灑
壱水
湯
ヲ
先
水
次
湯
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從
飲灑
飲水
湯
漸
出
飲偈
也

偈⑰
曰

｢乀
｣菩
薩
聖
僧
衆

凡
夫
衆
和
合

香
湯
浴
浄
籌

｣4
ウ

布
薩
度
衆
生

偈
畢
テ
維
那
幷
行
事
各
所
持
物
ヲ
取
持
テ
而
烈

立
ス
維
那
籌
箱
行
事
水
湯
、
幷
手
巾
、
各
持
ス飲之

香
湯
之
役
者
届イ
タ
テ

静
ノ
處
ニ
取
静
覆⑱
ヲ
引ヒ
キ

壱轉モ
タ
シ
テ

槌
之

柄
ヲ
柄⑲
瑞
灑
飲之
同
方
之
手
巾
之
役
者
拭ノ
コ
ツ
テ飲之
押ヲ
シ

直ナ
ヲ
ス

次
香
水
香
湯
之⑳
役
者
次
第
漸
従
壱上
座
行ヒ
ク

飲之
維
那

至
壱静
ノ
下
ニ
也

｢・
｣次
維
那
至
壱静
所
ニ
立

維
那
置
壱籌
箱
ヲ
於
静
邊
ニ

取
飲蓋
ヲ
十
二
三
計
リ
取
持
シ
テ

以
两
手
ヲ
横
ニ
持
ツ飲之
ヲ
而
立
待
鰯ツ役
者
引
壱水
湯
等
ヲ
畢
テ

｣5
オ

帰
入
芋スル
ヲ
本
座
茨ニ也

｢・
｣次
維
那
打
静

先
立
テ飲籌
ヲ
承ウ

壱ク左
掌
ニ
以
壱右
ノ
手

摶ト

壱ル中
程
上
ヲ
一
丁

｢・
｣唱
白

｢乀
｣敬
テ
白
ウ
ス
諸 四

分
ニ
ハ
大佛
徳子

合
セ

飲掌
タ
ナ
コ
コ
ロ
ヲ

至
テ飲心
ヲ
聽
・
此

南
閻
浮
提
大
日
本
國
｢乀
｣某
甲
郡

｢乀
｣某
甲
道
場
ニ
シ
テ
我
本
師
釋
迦
牟
尼

｣5
ウ

佛
之
遺
｢
｣法
弟
｢
｣子
四
｢
｣分
出
｢
｣家
｢
｣等

出
｢
｣家
在
｢
｣家
ノ
菩
｢
｣薩

等
自
カ
ラ
惟ヲ
モ
ム
ミ
レ
ハ

生
死
長ウ

劫
ナ
ル
事コ
ト
ハ

乃ス
ナ
ハ
チ

由ヨ
テ
ナ
リ飲不
サ
ル
ニ

飲奉マ
ツ
ラ飲遇

壱无
上
慈
尊
ニ
也
今
生
若モ
シ

不ス
シ

溢

發オ
コ
サ壱出
離
心ロ
ヲ

恐ヲ
ソ
ラ
ク
ハ

還
テ
流
浪
せ
ン㉑
コ
ト
ヲ

故カ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ

於オ
イ
テ壱此コ
ノ
日
ニ
同ナ

シ
ク
崇ア
カ
メ壱三ン

寶
ヲ
渇
壱仰
シ

毘
｢
｣尼

｢乀
｣四
｢
｣分
ニ

大
乗
ヲ
啒
壱請
シ
テ
律
師
ヲ
為
ニ飲衆㉒
ノ
宣ン

壱傳ン

セ
シ
ム

｣6
オ

毘
｢
｣尼

｢乀
｣四
｢
｣分
ニ

菩
薩
戒
蔵
ヲ
・
此
功
德
ヲ
モ
テ
資
益
シ
龍ウ

天

八
部
威
光
令シ

メ
ム壱自

在
ナ
ラ

皇
帝イ

陛イ

下
聖イ

化
无
ク飲極
・
王
子
諸
宮
福
壽㉓

延
壱ヒン
万
葉
ニ
師
僧
父
母
常ツ
子
ニ

保
テ
安
寧
ナ
ラ
ム

見
聞ン

随イ

喜
宿
障
凍
ノ
コ
ト
ク
解

三
途
四
趣
ノ
罪
業
霜
ノ
コ
ト
ク
ニ
キ

｣6
ウ

エ
ン㉔

願
我
等
与
壱法
界
ノ
有
情
ト
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同
シ
ク
浄
佛
國
土
ニ
生
セ
ム

｢・
｣次
打
静
一
丁

｢乀
｣諸
佛
子
諦
聽

ア
キ
ラ
カ
ニ
キ
ケ

汝
タ
チ
從
壱今ン

身
乃イ
マ
シ

至
壱マテ
佛
身ン
ニ
於ヲ
イ
テ

其
中
間
能
捨ス
テ

飲邪
ヲ
帰

飲正ウ
ニ
断
飲悪
ヲ
修
シ飲善
ヲ
發
壱菩
提
心
ヲ
持タ
モ
チ

菩

｣7
オ

薩
戒
ヲ
行
壱シテ
ム
ヤ
菩
薩
ノ
行
ヲ
否

｢・
｣次
打
静
一
丁

大
｢
｣徳
僧
｢
｣聽
云
ヘ
シ

｢乀
｣四
｢
｣分

｢乀
｣諸
佛
子
諦
聽
衆
中
誰
小
小

者
取㉕
護
三
反

小
役
者
ノ
最
末
立
飲座
至
壱テ

維
那
之
後
ニ
合
掌
シ
テ
立
ス
ヘ
シ

｢・
｣次
打
静
一
丁

｢乀
｣諸
佛
子
諦
聽
外
有
清
浄
大

｣7
ウ

｢乀
｣沙
｢
｣門

菩
薩
入
三
反

次
打
静
一
丁

｢乀
｣四
｢
｣分
同
上

｢乀
｣諸
佛
子
諦
聽
此
衆
小
者
已

取
護
外
清
浄｢乀
｣沙
｢
｣門

大
菩
薩
已

入
・
内
外
寂
静
无
諸
難
事

堪
可
行
籌
廣
作
布
薩
我

｣8
オ

｢乀
｣比
丘

佛
子
某
甲
為
僧
ト
云
ヘ
シ

｢乀
｣四
｢
｣分

衆
行
籌
作
布

｢乀
｣四
｢
｣分

薩
事
僧衆

當
一
心
念
作
布
薩

願
上
中
下
座
各
次
第
如
法

受
籌
三
反

｢・
｣次
打
静
一
丁

微
音㉖
唱
曰

｢乀
｣幷
受
属㉗
授
菩
薩
人
籌
一
反

｣8
ウ

｢乀
｣或
云
幷
受
菩
薩㉘
属
授
人
籌㉙

｢・
｣次
行
籌

維
那
行
飲之
小
役
者㉚
取
飲之
一
臈
ノ
前
ニ
ハ

蹲
踞
シ
テ
行
キ
取
ル飲之
維
那
行
壱最
末
畢
テ

對
小
役
者
受
飲籌
維
那
西
ノ
方タ

小
役
者
東
ノ
方タ

相

向
受
飲籌
然
後
小
役
者
暦
テ
佛
前
ヲ
奉
上
座
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蹲
踞
シ
テ
進
飲之
又
梵
網
時
結
縁
衆
等
四
分
時
沙
弥
籌

同
暦
佛
前
如
先
進
飲之
共
左
転
シ
テ
帰
本
座
上
座

惣
合
シ
畢
維
那
至
壱上
座
前
受
壱ヘシ
惣
合
之
数
ヲ

廻
後
門
ニ
至
静
所
ニ

｢・
｣先
受
籌
偈

｣9
オ

｢乀
｣金
剛
无
礙
解
脱
籌

難
得
難
遇
如
今
果

我
今
頂
戴
歡
喜
受

一
切
衆
生
亦
如
是

｢・
｣次
還カヘ

ス

籌㉛

｢乀
｣具
足
清
浄
受
此
籌

｣9
ウ

具
足
清
浄
還
此
籌

堅
固
喜
捨
无
缺
犯

一
切
衆
生
亦
如
是

｢・
｣次
打
静
一
丁

｢乀
｣四
｢
｣分
同
上

｢乀
｣諸
佛
子
諦
聽
此
一
住
處
一
布

薩
・
已
受
菩
薩32
大
戒
者
・
大
｢
｣僧

弁
事
33

｣10
オ

衆
｢乀
｣若
干
結
縁34
衆
｢乀
｣若
干
都

合
｢乀
｣若
干
・
各
於
佛
法
中
清
浄

出
家
和
合
布
薩
・
上
順
佛
教

中
報
四
恩
・
下
為
含
識
各
誦

律
云
ヘ
シ

｢乀
｣四
｢
｣分

經
中
清
浄
妙
偈35

｢・
｣次
打
静
一
丁

唱
云

｣10
ウ

｢乀
｣清
浄
如
滿
月
｢乀
｣僧
祇
卅
四
巻
文

清
浄
得
布
薩

身
口
業
清
浄

爾
乃
應
布
薩

｢・
｣次
取
籌

維
那
従
壱静
所
持
壱籌
箱
ヲ
至
壱テ佛

前
ニ
置
壱本
所36
畢
取
壱出
籌
ヲ
二
ツ

各
置
壱左
右
之
瓶
之
際
ニ
然
覆
壱籌
箱
之
蓋
ヲ
取

花
合
置
壱籌
箱
ノ
上
立
テ
問
訊
シ
テ
至
座
具
ノ
處
ニ

｣11
オ
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｢・
｣次
取
壱坐
具

已
前
従
壱湯
水
ノ
竟
所
ノ飲展
坐
具
於

飲此
ニ
取
所
也
脱
壱右
ノ
履
踏フ

壱ミ坐
具
ノ

中
央
ヲ
以
右
手
取
飲之

｢・
｣次
直
ニ
經
壱佛
前
ヲ
至
壱テ説
戒
師
前
ニ
問

訊
シ
テ
展
坐
具
ヲ
互
跪
シ
テ
云37

｢乀
｣上
座
慈
悲
為
衆
説
戒
一
反

上
座
答
云

｢乀
｣此
説
戒
時
正
當
我
作
持38

｣11
ウ

四
分
時
上
座
教
勅
云

｢乀
｣衆
中
有
壱某
甲
律
師
ト
云
人

至
飲彼
僧
差
説
戒
ト
云
ヘ
シ

維
那
又
受
飲勅
ヲ
至
飲彼
於
壱下
座
前
ニ
展
壱坐
具
ヲ
互
跪
云

｢乀
｣僧
差
説
戒
一
反

次
至
壱唄
師39
ノ
前
問
訊
至
壱静
下
ニ

｢乀
｣次
打
静
一
丁

｢乀
｣四
｢
｣分

｢乀
｣大
｢
｣徳
僧
｢
｣聽

諸
佛
子
諦
聽
僧｢乀
｣四
｢
｣分

衆
差
律
師
某
甲
大
徳40

｢乀
｣僧
為
衆
説
戒

41

唄四分梵
唄
某
甲匿ノ

ク
某
甲
律
師
昇

高
座
一
反

｣12
オ

｢・
｣次
説
戒
師
起
飲座
左
轉
シ
テ
至
佛
前
ニ

焼
香
シ
テ
而
展
壱坐
具
三
礼
〈
｢乀
｣衆
僧
モ
合
掌
ス
ヘ
シ

三
礼
和
南
礼
也42
／
誦
文
以

後
ノ
一
礼
ハ
／
非
壱和
南
礼
也
〉

｢・
｣次
取
坐
具
問
訊
シ
テ

至
壱聖
僧
前
ニ
或
上
座
前
問
訊
畢

｢・
｣昇
高
座

即
役
者
下
臈
三
人
出
衆
中
ヲ
問

訊
シ
合
掌
シ
テ
至
壱佛
前
ニ
取
壱散
花
香

水
香
湯
ノ
器
ヲ
而
立
時

｢・
｣維
那
打
静
一
丁

｣12
ウ

｢乀
｣唱
曰43

小
役
者
偈
ヲ
聞
散
花
灑
壱水
湯
廻
壱リ堂
内
ヲ

已
テ
聖
僧
ノ
座
西
程
三
金
輪
蹲
踞
シ
テ
散
花

唐招提寺蔵『布薩規要記』

443



師
ハ
東
向
飲西
香
湯
人
ハ
南
ニ
向
キ飲北
香
水
人
ハ
北
ニ
向
飲南

以
壱テ香
湯
入
壱テ香
水
ニ
以
テ
香
水
ノ
瓶
ヲ
渡
壱ス散
花
器

之44
中
ニ
待
偈
ノ
了
立
テ
香
湯
水45
ノ
人
ハ
還
本
處
ニ
散

花
役
者
ハ
唄
ヲ
聞
テ
散
飲花
堂
内
ヲ
左
轉
也
花
四

五
度
水
三
滴
計
也

｢乀
｣花
厳
經
文

｢乀
｣散
花
荘同

嚴
浄
光
明

荘
嚴
宝
花
以
為
帳

｣13
オ

散
衆
寶
花
遍
十
方

供
養
一
切
諸
如
来

｢・
｣次
偈
畢
後
打
静

唄
師
出
飲唄
之
間
維
那
静
ノ
所
ニ
合
掌
シ
テ
而
立
ツ
小
役

者
一
臈
ハ
半
唄
之
時
分
ニ
出
壱テ佛
前
ニ
取
壱香
呂
ヲ
展

坐
具
ヲ
三
礼
而
焼
香
而
待
壱唄
了
テ
出
飲偈
ヲ
之
時
ヲ

捧
テ飲之
偈
之
間46
捧
壱ケ香
呂
ヲ
跪
踞
也

｢・
｣次
唄
已
打
静
一
丁

唱47
云

｣13
ウ

｢乀
｣戒48
香
定
香
解
脱
香

光
明
雲
臺
遍
法
界

供
養
十
方
无
量
佛

見
聞
普
薫
證
寂
滅

｢・
｣次
焼
香
師
取
坐
具
問
訊
シ
テ
香
呂
ヲ

置
壱ナリ
本
処
ニ
也

帰
ラ
ン飲座
之
時
ハ
維
那

｣14
オ

打
静
二
丁

維
那
与
焼
香
師
同
時
ニ
問
訊
シ
テ

帰
飲座
維
那
ハ
可
飲為
壱静
覆
矣

｢・
｣次
説
戒

取
麈49
尾
ヲ
戒
尺
上
ヲ
前
後
ヘ
拂
ヘ飲之
ヲ

置
麈
尾
ヲ
誡
策
一
丁
シ
テ
取
麈
尾
ヲ

渡
壱ス右
手
ニ
毛
ノ
方
ヲ
執
壱左
手
ニ
誦
壱シ序
文
至
壱此
中
未

受
之
問
ニ
置
壱ク麈50
尾
ヲ
合
掌
シ
テ
問
ス飲之

問
畢
又

執
壱首
尾
ヲ
誦
次
ノ
文
ヲ
至
壱今
問
諸
大
徳
問
ニ
又
合

掌
シ
テ
而
誦
也51
以
下
戒
文52
同
合
掌
シ
テ
而
誦
也
至
壱後

序
ニ
又
取
壱首
尾
誦
飲之
ヲ
也
後
序
畢
題53

号
ヲ
誦
シ
誡
尺
三
丁

｢・
｣次
後
唄
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｢・
｣次
説
戒
師
下
高

｣14
ウ

座
ヲ
左
轉
シ
テ
至
佛
前
ニ
焼
香
シ
又

展
壱座
具
三
礼
ス
如
飲先
誦
文
畢
一
礼

｢・
｣次
歛
座54
具
ヲ
問
訊
シ
已
テ
帰
壱テ本
座
ニ

大
衆
下
飲座
展
壱坐
具
ヲ
互
跪
シ
テ
云

唱
云

｢乀
｣諸
佛
出
世
第
一
快

｣15
オ

聞
法
奉
行
安
穏
快

大
衆
和
合
寂
滅
快

衆
生
離
苦
安
樂
快

｢・
｣次
出
堂

維
那
不
飲展
壱坐
具
ヲ
直
ニ
輪
ヲ
懸
テ飲臂
ニ
偈
之

間55
ニ
行
壱立
静
ノ
許モ
ト
ニ56
諸
衆
偈
畢57
テ
三
礼
各

打
飲静
一
丁
也

三
礼
已
テ
二
丁
打
飲之

可
飲為
壱

静
覆
ヲ
矣

｣15
ウ

｢・
｣次
輪
二
丁
打
可
出58

維
那
自
下
座
引
出
於
道
中
ニ
時
時59
輪
一
丁
也

至
本
雲
集
ノ
所
ニ
輪
二
丁60
也

問
訊
シ
テ
而
退
散61
ス
ル
也

｣16
オ

｢乀
｣本
云

于
時
應
永
四
年
正
月
十
五
日
為
補
廢
忘

規
矩
残
紙
衆
同
評62
可
則
一
問
式

慈
歓63

｢乀
｣本
云

于
時
應
永
廿
六
年
十
月
三
日

住
持
沙
門

融
存

小
比
丘
惣
恵

｢乀
｣本
云

于
時
文
明
九
年
丁酉
正
月
廿
七
日

不
願
悪
筆

書
寫
畢
右
筆64

玄
慶65

｢乀
｣本
云

于
時
永
禄
拾
一
年
戊辰
七
月
廿
八
日
書
之

順
長小

比
丘
真
秀
〈廿
四
／
夏
五
〉

｣16
ウ

文
禄
四
年
乙未
八
月
廿
一
日
書
寫
之
者
也

小
比
丘
恵
龍
〈別
六
／
通
十
〉

一
校
畢

｣17
オ

｢△
｣梵66
網
説
戒
答
法
曰

問
云｢乀

｣此
中
未
受
菩
薩
戒
不
清
浄
者
出

若
シ
未
受
戒
人
ア
ラ
ハ

答
云｢乀

｣此
中衆
未
受
菩
薩
戒
不
清
浄
者
已
出

若
シ
ナ
ク
ハ
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問｢乀
｣此
中衆
无
未
受
菩
薩
戒
者
ト
云
ヘ
シ

｣17
ウ

問
云｢乀

｣不
来
嘱
受
菩
薩
戒
有
幾
人
説
欲
及

清
浄
者若

シ
説
欲
有
ラ
ハ

答
云｢乀

｣説
欲
及
清
浄
已

若
シ
ナ
ク
ハ

答
云｢乀

｣此
衆
无
説
欲
及
清
浄
者

｣18
オ

問
云｢乀

｣衆
今
和
合
欲
作
何
事

答
云｢乀

｣布
薩
説
戒
返
牒

｣18
ウ

｢△
｣四
分
説
戒
答
法

問
云｢乀

｣大
徳
僧
聽
僧
集
會
セ
リ
ヤ

答
云｢乀

｣集
會
セ
リ

問
云｢乀

｣和
合
セ
リ
ヤ

答
云｢乀

｣和
合
セ
リ

問
云｢乀
｣未
受
具
戒
者
出

答
云｢乀
｣未
受
具
戒
者
已
出

｣19
オ

若
シ
无
壱沙
弥
時
ハ

答
云｢乀

｣此
衆
无
未
受
具
戒
者
ト
云
ヘ
シ

問｢乀
｣不
来
諸
比
丘
説
欲
及
清
浄

若
シ
有
人
説
欲
セ
ハ

答
云｢乀

｣説
欲
及
清
浄
已

若
シ
ナ
キ
時
ハ

｣19
ウ

答
云｢乀

｣此
衆
无
説
欲
及
清
浄
者
ト
云
ヘ
シ

問
云
○

｢乀
｣僧
今
和
合
何
所
作
為

答
云｢乀

｣説
戒
羯
磨
返
牒
一
丁
白
羯
磨

問
云誰

遣
比
丘
尼
来
請
教
誡

答
云此

衆
無
尼
来
請
教
誡

｢乀
｣六
和
ト
者
｢乀
｣戒
ト
｢乀
｣見
ト
｢乀
｣利
ト
｢乀
｣身
ト

｢乀
｣口
ト
｢乀
｣意
ト
等
ク
ス
ル
ヲ
云
也

｣20
オ

｢△
｣優
婆
離
唄

｢乀
・
｣稽キ

首シ
ユ

礼リ
イ

諸シ
イ

佛フ
ツ

｢・
｣及キ
ツ

法ハ

比ヒ
イ

丘キ
ウ

僧ス
ン

｢・
｣今キ
ン

演エ
ン

毘ビ

尼ニ

法ハ

｢・
｣令リ
ン

正シ
ン

法ハ
ツ

久キ
ウ

住ス

｢乀
｣四
分
ニ
ハ

甲｢・
｣優イウ

婆ボ

離リ

為井
首シユ

｢・
｣及キ
餘イ
身シン
證シ
者シヤ

｢乀
｣梵
網
ニ
ハ

｢フ
ン文｢
｣シ
ユ殊
｢
｣ソン
｣尊

菩｢ホ
｢
｣薩サツ｣

｣20
ウ

今キン
説セツ
戒カイ
67

自シ

｣21
オ
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要エウ

ン
義ニ

諸シ

恣シ

法ハ

法 ハ

ノ
時
ハ
ン
ノ
音
ヲ
略
ス

｣21
ウ

賢エ

咸アン

共
ク
井
ヨ
ウ

聽チン

｢△
｣後
唄

｢乀
｣神ジン
仙ゼン
五グ
通トウ
人シン

造サウ
説セツ
於井
呪シユ
術シユ

｣22
オ

於井
彼ヒ
慚ザン
愧グ井
者ジヤ

攝セツ
取シユ
不フ
慚ザン
愧ギ

自シ

恣シ

夏カ

竟ケ
イ

夏カ

竟ケ
イ

如シユ
来ライ
立リン
禁キン
戒カイ

半ホン
月ケツ
半ホン
月ケツ
説セツ

自
恣
法

已イ
説セツ
戒カイ
利リ
益イ

稽キ
首シユ
礼リ
諸シ
佛フ

｣22
ウ

處シ
世シ
界カイ
如シユ
虚キ
空コウ

如シユ
蓮レン
花ワ
不フ
着シヤ
水スイ

心シン
清シン
浄ジン
超セウ
与井
彼ヒ

稽キ
首シユ
礼リ
无ブ
上ジヤウ
尊ゾン

｢△
｣梵
唄

｣23
オ

ン
如ジ
ヨ

来ラ
イ

妙ベ
ウ

色セ
キ

身シ
ン

｢○
｣世セ
イ

間カ
ン

无ブ

与ヨ

等ト
ウ

无ブ

比ヒ

不フ

思シ

議キ

｢○
｣是シ

故コ

今キ
ン

敬ケ
イ

礼レ
イ

｣23
ウ

｢乀
｣半
分
後
門
ニ
至
散
花
帰

如シ
ヨ

来ラ
イ

色セ
キ

无フ

盡シ
ン

｢○
｣智チ

惠ケ
イ

亦エ
キ

復フ

然
セ
ン
ナ
イ

｣24
オ

68
一イ
ツ

切セ
イ

法ハ
ツ

常シ
ヤ
ウ

住チ
ウ

｢○
｣是シ

故コ

我カ

帰キ

依イ

｢乀
｣69處シ
ヨ

世セ
イ

界カ
イ

如シ
ヨ

虚キ
ヨ

空コ
ウ

｣24
ウ

如シ
ヨ

蓮レ
ン

花ク
ワ

不フ

着チ
ヤ
ク

水ス
イ

心シ
ン

清セ
イ

浄セ
イ

超テ
ウ

於ヨ

彼ヒ

稽ケ

首シ
ユ

礼レ
イ

无フ

上シ
ヤ
ウ

尊ソ
ン

｣25
オ

｢○
｣梵70
網
説
戒
本
礼
文

臨
壱テ昇
座
ニ
白
壱シテ
大

衆
ニ
云
ヘ
某
甲
大
衆
モ
合
掌
シ
テ

｢乀
｣稽
首
和
南
シ
テ
敬
テ
白
壱ク大
衆
ニ
僧
差
シ
テ
誦
セ
シ
ム

飲戒
ヲ
恐
ク
ハ
有
壱ラハ
錯
ア
ヤ
マ
リ

誤
ア
ヤ
マ
ル
コ
ト

願
ク
ハ
同
ク
誦
者ヒ
ト
ト
指
シ
示
玉
ヘ

｢乀
｣誦
シ飲戒
畢
テ
云
ヘ
某
甲
大
衆
モ
合
掌
シ
テ

｢乀
｣敬
テ
謝
壱シ奉
ル
衆
僧
ニ
僧
差サ
シ
テ

誦
シ
ム飲戒
ヲ
三
業
不
シ
テ飲懃
｣25
ウ

戒
文
生ナ
シ

飲渋シ
ブ
リ
ヲ

坐
久
ク
延
遅チ
シ
テ

シ
メ
ハ

鰯令
シ
メ飲衆
ヲ

生
せ芋飲悩ナ
ヤ

茨ミ
ヲ

願
ハ
衆
慈
悲
ヲ
モ
テ
布
施
歓
喜一

校
了

｣26
オ
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註①
四
百
六
拾
九
□甲
貳
百
九
拾
五
。
②
智
毎
淼持
□甲
ナ
シ
。
③
□甲
内
題
下
朱
字
「
戒
壇

院
公
用
」
ア
リ
。
④
□底
□甲
疒昆
廊疒
＝
庇
廊
の
誤
り
か
。
⑤
至
□甲
ナ
シ
。
⑥
二
丁
□甲
ナ

シ
。
⑦
時
□甲
ナ
シ
。
⑧
各
至
□甲
到
各
。
⑨
問
訊
□甲
同
時
問
訊
。
⑩
座
□甲
坐
。
⑪
跪

□甲
＋
跪
。
⑫
□甲
持
戒
清
浄
偈
部
分
新
補
。
⑬
二
丁
□甲
ナ
シ
。
⑭
□底
□甲
歛
＝
斂
の
誤

り
か
。
⑮
前
□甲
＋
然
。
⑯
云
□甲
曰
。
⑰
偈
曰
□甲
ナ
シ
。
⑱
覆
□底
□甲
露覆
。
後
も
同
じ
。

⑲
柄
□甲
之
。
⑳
之
□甲
＋
偈
。
㉑
ン
□甲
ム
。
㉒
衆
□甲
「
四
分
時
ハ
僧
」
と
注
記
あ
り
。

㉓
壽
□甲
「
祐
イ
」
の
注
記
あ
り
。
㉔
ン
□甲
ム
。
㉕
取
□底
□甲
収
の
誤
り
か
。
㉖
音
□甲

＋
立
日
。
㉗
属
□底
□甲
嘱
の
誤
り
か
。
㉘
菩
薩
□甲
幷
。
㉙
籌
□甲
＋
諸
佛
子
諦
聽
次
行

沙
弥
籌
次
行
結
縁
菩
薩
人
籌
。
㉚
者
□甲
ナ
シ
。
㉛
還
□甲
遣
。
32
菩
薩
□甲
「
四
分
ニハ

大
僧
若
干
人
・
大
比
丘
」
の
注
ア
リ
。
33
大
僧
□甲
ナ
シ
。
34
結
縁
□甲
「
沙
弥
若

干
人
」
の
注
ア
リ
。
35
偈
□甲
＋
一
丁
。
36
所
□甲
處
。
37
□甲
＋
十
反
。
38
持
□甲
ナ
シ
。

39
師
□甲
＋
之
。
40
大
徳
□甲
ナ
シ
。
41
乀
四
分
梵
唄
某
甲
□甲
ナ
シ
。
42
乀
衆
僧
モ
合

掌
ス
ヘ
シ
□甲
ナ
シ
。
43
曰
□甲
云
。
44
之
□甲
ナ
シ
。
45
水
□甲
＋
之
。
46
間
□甲
＋
問
。

47
唱
□甲
唄
。
48
戒
香
定
香
解
脱
香
□甲
「
花
ム
經
ノ
文
」
の
注
ア
リ
。
49
麈
□底
□甲
麞導。

以
下
も
同
じ
。
50
麈
□甲
首
。
51
而
誦
也
□甲
ナ
シ
。
52
文
□甲
又
。
53
題
□甲
ナ
シ
。
54

座
□甲
坐
。
55
間
□甲
問
。
56
静
許
□甲
訊
。
57
偈
畢
□甲
了
。
58
出
□甲
修
補
に
よ
り
見
え

ず
。
59
時
□甲
之
。
60
丁
□甲
打
。
61
散
□甲
教
。
62
同
評
□甲
問
訊
。
63
歓
□底
□甲
雖歃
。
64

不
願
悪
筆
書
写
畢
右
筆
□甲
ナ
シ
。
65
慶
□甲
応
カ
。
＋
明
和
三
戌
年
初
秋
十
三
日
修

補
之
／
眉
間
寺
瑞
鑑
〈
僧
廿
一
歳
〉。
以
後
の
文
ナ
シ
。
66
梵
網
説
戒
答
法
並
び

に
四
分
説
戒
答
法
の
文
□甲
ナ
シ
。
□甲
は
裏
に
梵
唄
、
優
婆
離
唄
、
後
唄
の
順
に
掲

載
。
67
今
説
戒
□甲
博
士
な
ど
音
符
ナ
シ
。
修
補
時
に
他
所
に
紛
れ
込
む
。
68
□甲
一

切
法
以
前
に
優
婆
離
唄
の
「
今
説
戒
」
博
士
部
分
混
入
。
69
□甲
處
世
界
以
降
ナ
シ
。

70
梵
網
説
戒
本
礼
文
以
降
の
文
□甲
ナ
シ
。
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(表
紙
)

(見
返
し
)

(1
オ

)

唐招提寺蔵『布薩規要記』

449



(1
ウ

)

(2
オ

)

(2
ウ

)

(3
オ

)
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(3
ウ

)

(4
オ

)

(4
ウ

)

(5
オ

)
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(5
ウ

)

(6
オ

)

(6
ウ

)

(7
オ

)
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(7
ウ

)

(8
オ

)

(8
ウ

)

(9
オ

)
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(9
ウ

)

(10
オ

)

(10
ウ

)

(11
オ

)
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(11
ウ

)

(12
オ

)

(12
ウ

)

(13
オ

)
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(13
ウ

)

(14
オ

)

(14
ウ

)

(15
オ

)
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(15
ウ

)

(16
オ

)

(16
ウ

)

(17
オ

)
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(17
ウ

)

(18
オ

)

(18
ウ

)

(19
オ

)
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(19
ウ

)

(20
オ

)

(20
ウ

)

(21
オ

)
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(21
ウ

)

(22
オ

)

(22
ウ

)

(23
オ

)
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(23
ウ

)

(24
オ

)

(24
ウ

)

(25
オ

)
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(25
ウ

)

(26
オ

)
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